
３．放課後児童対策について
（１ 「新・放課後子ども総合プラン」の推進について）

放課後児童クラブの実施状況について、毎年５月１日現在（令和２年

は７月１日現在）の状況を取りまとめているところであるが、令和４年

においては、登録児童数、支援の単位数ともに増加し、過去最高値とな

った。

、また、利用できなかった児童（待機児童）数は対前年1,764人増加し

15,180人 うち小学１年生～３年生7,540人 前年比＋185人 小学４年（ （ ）、

生～６年生7,640人（前年比＋1,579人 ）となった。）

（関連資料１・２参照）

１．登録児童数

1,392,158人（対前年比＋43,883人）

２．放課後児童クラブの支援の単位数

36,209支援の単位（対前年比＋811支援の単位）

３．放課後児童クラブ数

26,683箇所（対前年比▲242箇所）

４．利用できなかった児童数

15,180人（対前年比＋1,764人）

うち、小学１年生～３年生

7,540人（対前年比＋185人）

小学４年生～６年生

7,640人（対前年比＋1,579人）

次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭等が直面する「小１の

壁」を解消する観点から、厚生労働省と文部科学省の連携のもと、平成

30年９月に「新・放課後子ども総合プラン （以下「新プラン」とい」

う を策定し 放課後児童クラブの待機児童の早期解消 放課後児童ク。） 、 、

ラブと放課後子供教室の一体的な実施の推進等による全ての児童（小学

校に就学している児童）の安全・安心な居場所の確保を図ることとして

いる。

① 国全体の目標達成に向けた整備について （関連資料３・４参照）

「新・放課後子ども総合プラン」では、

(ⅰ)放課後児童クラブについて、2023年度までの５年間で約30万人

分の整備を図る（約122万人から約152万人）

（ⅱ）全ての小学校区で、放課後児童クラブ及び放課後子供教室を

29



一体的に又は連携して実施し うち一体型の放課後児童クラブ及、

び放課後子供教室について １万か所以上で実施することを目指、

す

（ⅲ）新たに放課後児童クラブ又は放課後子供教室を整備等する場

合には 学校施設を徹底的に活用することとし 新たに開設する、 、

放課後児童クラブの約80％を小学校内で実施することを目指す

（ⅳ）放課後児童クラブは、単に保護者が就労等により昼間家庭に

いない小学校に就学している児童を授業の終了後に預かるだけで

はなく 児童が放課後児童支援員の助けを借りながら 基本的な、 、

生活習慣や異年齢児童等との交流等を通じた社会性の習得 発達、

段階に応じた主体的な遊びや生活ができる「遊びの場 「生活の」

場 であり こどもの主体性を尊重し こどもの健全な育成を図」 、 、

る役割を負っているものであることを踏まえ こうした放課後児、

童クラブの役割を徹底し こどもの自主性 社会性等のより一層、 、

の向上を図る

こととしている。

令和５年度は「新プラン」の最終年度となることから、引き続き、

市町村（特別区を含む。以下同じ）におかれては子ども・子育て支援

事業計画を踏まえつつ、放課後児童クラブのニーズに応じた受け皿整

備を着実に進め、待機児童の解消に向けた取組を進めていただきたい。

また 一体型 の取組を進めるため 総合教育会議の活用や関係者、「 」 、

が参画する市町村毎または学校区毎の協議会の設置などにより、関係

者間の連携・協力を進め、学校施設の徹底活用を進めていただきたい。

なお、学校内で放課後児童クラブを実施する場合の、学校施設の管

理運営に関する関係者の不安を払拭するため、学校、教育委員会、事

業の実施主体等の間で取り決める協定書のひな形を作成し、令和元年

７月４日付け事務連絡で周知しているので参考にされたい。加えて、

「一体型」の取組を進めるにあたっては、小学校の余裕教室の改修、

設備の整備・修繕及び備品の購入のための経費を放課後子ども環境整

備事業において補助しているので、積極的にご活用いただきたい。

② 一体型の推進について

「一体型」の放課後児童クラブと放課後子供教室は、同一の小学校

内等で両事業を実施することで、全ての児童の安全・安心な居場所が

確保できること、また、共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放

課後子供教室の活動プログラムに参加し、多様な体験ができること、

さらに、地域のボランティア及び異年齢児との交流が図られることと

いうメリットがある。
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厚生労働省としては「新プラン」において、2023年度末までに、１

万か所の一体型による実施を目指している。同一学校内等で両事業を

実施する場合、どのように共通プログラムを実施できるか検討いただ

き、できる部分から取り組んでいただきたい。

なお 一体型 として実施する場合でも 両事業の機能を維持しな、「 」 、

がら取り組んでいただく必要があり、特に、放課後児童クラブについ

ては、こどもが安心して生活できる場としての機能を十分に担保する

ことが重要であるため、市町村が条例で定める放課後児童クラブの設

備運営基準を満たすことが必要である。

③ 「放課後児童対策に関する専門委員会」について

放課後児童対策については、本年４月から「こども家庭庁」へ移管

することとなるため、放課後児童対策の現状や課題、今後の方向性を

整理し こども家庭庁において継続的に議論が行えるよう 社会保障、 、「

審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会 （以下 「専門委」 、

員会 という を令和４年６月から令和５年２月まで５回開催し 放」 。） 、

課後児童対策の今後の方向性についてのとりまとめを行った。

専門委員会では、放課後児童クラブの課題として、

・放課後児童クラブの待機児童対策

・放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型の推進

・障害のあるこどものインクルージョンの推進

について議論を行い、他の放課後のこどもの居場所づくりに関する施

策との関係を含めた待機児童の考え方の整理、学校等の関係機関や障

害児支援施策との連携、放課後児童支援員等の人材の確保など様々な

課題が挙げられた。

また、児童館については、専門委員会の下に「児童館のあり方に関

する検討ワーキンググループ」を設置（令和４年８月～11月までに３

回開催）し、現状や課題、今後のあり方等に関する検討を行い、

・こどもの居場所としての児童館機能・役割の強化

・ソーシャルワークを含めた福祉的課題への対応強化

・大型児童館を中心とした、地域における児童館全体の機能強化

の３点を柱とした、児童館の機能強化等の方向性をとりまとめた。

とりまとめた課題等を含め、放課後児童対策に関する検討は、今後、

こども家庭庁において議論される「全てのこどもの居場所づくり」の

枠組みの中で行われることとなるのでご承知おきいただきたい。

（２ 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の参酌）
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化に伴う条例改正等の状況について

① 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の参酌化

（ ）に伴う条例改正等の状況について 関連資料５参照

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律 令和元年法律第26号 以下 地方分権」（ 。 「

一括法 という において 市町村が放課後児童クラブの設備及び運」 。） 、

営に関して、条例で基準を定めるに当たっては、事業に従事する者及

びその員数を含む全ての事項について 放課後児童健全育成事業の設、「

備及び運営に関する基準 平成26年厚生労働省令第63号 以下 設備」（ 。 「

運営基準」という ）を参酌することとした（令和２年４月１日施行 。。 ）

今般の設備運営基準における人員配置・資格要件基準の参酌化に伴

い、これまで３カ年にわたり、各市区町村の条例改正の状況等の調査

を実施し、令和４年４月１日現在で、放課後児童クラブを実施してい

る自治体1,629か所のうち、649か所（39.8％）において、人員配置・

資格要件基準について改正が行われている。

なお、改正が行われた649か所のうち88.9％（577か所）は、認定資

格研修修了要件の経過措置期間の延長のみの改正が行われている。

（具体的な改正内容） ※複数回答

・放課後児童支援員の配置及び員数 64か所（ 9.9％）

・放課後児童支援員の資格要件 11か所（ 1.7％）

・認定資格研修修了に係る経過措置延長 622か所（95.8％）

・職員の専任規定 ２か所（ 0.3％）

ⅰ 放課後児童支援員の配置及び員数に関する改正について

放課後児童支援員の配置及び員数に関する改正については64か所

9.9％ で行われ 改正内容の多くが 放課後児童支援員の１人配置（ ） 、 「

を可とする」ものとなっている。

（具体的な改正内容）

・放課後児童支援員の１人配置を可とするもの 46か所（71.9％）

・補助員の２人以上配置を可とするもの ５か所（ 7.8％）

・補助員の１人配置を可とするもの ７か所（10.9％）

・その他 ６か所（ 9.4％）

また、国の基準と異なる配置を認める場合、多くの市町村において、

利用児童が常時少数である事業所であることや、利用児童が少ない特
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定の時間帯や曜日であることなどを要件としている。

（具体的な改正内容） ※複数回答

・利用児童数が20人未満の事業所 26か所（40.6％）

・夕方等の特定の時間帯 13か所（20.3％）

・土曜日等の特定の曜日 11か所（17.2％）

・その他 22か所（34.4％）

・特段の制限は設けていない ６か所（ 9.4％）

設備運営基準と異なる規定を設けている自治体においては、条例等

において、例えば、１人配置の場合に、常時連絡可能な職員を設定し、

緊急時に速やかに応援職員が駆けつけられる体制を確保するなど、職

員一人では対応が困難になった場合等における安全確保策を併せて定

めている。

事業をいかなる体制で運営する場合でも、こどもの安全の確保につ

いて最大限留意することが必要なため、現在、安全確保策を策定して

いない自治体や、今後、放課後児童支援員等の員数について設備運営

基準と異なる規定を策定予定である自治体においては、必ず利用児童

の安全確保方策について条例等 要綱 通知等を含む により定める（ 、 。）

とともに、それによる対策を講じていただくようお願いする。

また、子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）にお

いては 放課後児童支援員 補助員の員数 に係る補助要件を下記の、「 、 」

とおり定めており、実際に設備運営基準と異なる基準により職員配置

を行う場合は 条例等 要綱 通知等を含む により利用児童の安全、 （ 、 。）

確保方策を定めること等が必要となるためご留意願いたい。

（子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）における補

助要件）

・ 設備運営基準第10条第１項に規定する放課後児童支援員の数は、

一の支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、その１人を除き、

補助員（放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員

を補助する者をいう ）をもってこれに代えることができる。。

・ なお、上記によらない場合でも、児童の支援に支障がなく、条

例等により利用児童の安全確保方策について定め、それによる対

策を講じている場合については、本事業の対象とする。

ⅱ 放課後児童支援員の資格に関する改正について

放課後児童支援員の資格に関する改正については11か所 1.7％ で（ ）
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行われている。

（具体的な改正内容） ※複数回答

・設備運営基準と異なる基礎資格とするもの ６か所（54.5％）

・放課後児童支援員認定資格研修修了義務

「なし」とするもの ６か所（54.5％）

設備運営基準の参酌化により、自治体においては、当該基準を参照

しつつ、地域の実情に応じ条例で設備運営基準と異なる基準を定める

ことが可能となっているが、放課後児童支援員としての全国共通の認

定資格を付与するためには 設備運営基準第10 条第３項に規定する要、

件を満たす必要があることにご留意いただきたい。

なお、認定資格研修は、放課後児童支援員として必要な知識及び技

能を補完するものであり、事業の質を高める上で極めて重要であるこ

とから、各都道府県等におかれては、可能な限り、放課後児童クラブ

の職員が研修を受講することができるよう、今後も積極的に研修を実

施するとともに、認定資格研修の実施に当たっては、市町村や関係団

体等と十分な連携を図り、

・認定資格研修の開催日、時間帯等の設定

・受講人数枠及び研修回数、研修開催場所

等について、都道府県等の実情に応じて受講者が受講しやすいよう適

宜工夫するなど、効果的で円滑な実施が図られるよう努められたい。

各放課後児童健全育成事業者においては、職員に対し、認定資格研

修をはじめ、その資質の向上のための研修の受講機会を十分に確保し

ていただくようご配慮いただきたい。

また、現在、令和５年３月31日までに研修を修了することを予定し

ている者まで、子ども・子育て支援交付金（内閣府所管）の算定上の

「放課後児童支援員」とする経過措置を設けているところ、本経過措

置が終了することを踏まえ 研修受講の要件については ①研修計画、 、「

を定めること、②採用から２年以内に研修修了を予定していること」

という２つの要件を満たす場合には、研修を修了していない者も放課

後児童支援員とみなすことができるものとする予定である。

ⅲ 認定資格研修修了に係る経過措置延長について

認定資格研修修了に係る経過措置の延長が622か所 95.8％ の自治（ ）

体で行われている。

認定資格研修は、放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補

完するものであり、事業の質を高める上で極めて重要であるが、令和
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４年５月１日現在における放課後児童支援員の認定資格研修の修了者

数は96,075人であり、その修了率は93.6％となっていることから、設

備運営基準に定める放課後児童支援員の基礎資格を有する全ての者が

認定資格研修を受講できるよう、研修受講機会の拡充等の環境整備に

努めていただきたい。

ⅳ 職員の考え方について

職員の考え方に関する改正が２か所 0.3％ の自治体で行われてい（ ）

る。

、 、具体的な改正内容は、いずれの自治体においても 「原則専任だが

兼務規定を国の基準より幅広くしている」というものであった。

ⅴ 事業者や利用者に対する説明等

条例改正実施済みと回答した649か所の市町村について 条例の内容、

等を周知・説明していない自治体が78か所（12.0％）となっている。

（条例の内容等の説明）

・事業者と利用者の両方に対し、条例の内容等を周知・説明した

（ ）132か所 20.3％

・事業者に対し、条例の内容等を周知・説明した 422か所（65.0％）

・利用者に対し、条例の内容等を周知・説明した 17か所（ 2.6％）

・実施していない 78か所（12.0％）

事業をいかなる体制で運営する場合であっても、利用者の安全の確

保について最大限留意し、こどもが安心して放課後の時間を過ごせる

ようにすることが必要である。そのため、市町村が、地域の実情に応

じて条例で設備運営基準と異なる基準を定める場合については、こど

もの安全や事業の質が確保されることが前提であり、設備運営基準の

内容を十分参酌した上で、責任を持って判断しなければならない。

一般的には、当該条例の制定過程において、利用者の保護者や関係

者、関係団体等から広く意見を求めるとともに、その内容について、

十分説明責任を果たすことが必要であると考えられることから、条例

改正にあたっては、事業者や利用者に対して、わかりやすく丁寧な説

明を行うなど、市町村においては適切な対応をとられたい。

② 地方分権一括法により改正された人員配置・資格要件基準について

地方分権一括法において参酌化された設備運営基準については 施、「

行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童健全育
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成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずる」こととされている。

これまで３カ年にわたり、市町村における条例改正等の状況等に関

する調査を行ってきたところ、放課後児童支援員等の員数等について

設備運営基準と異なる規定を設けている市町村においても、原則とし

て設備運営基準と同様の職員配置としつつ、利用児童が少ない事業所

や利用児童が少ない特定の時間帯・曜日に限り、放課後児童支援員の

１人配置を可能にするなど、こどもの安全の確保等に留意しながら、

地域の実情にあわせた運営がなされていると考えられる。こうした状

況や 第138回地方分権改革有識者会議 提案募集検討専門部会 にお、「 」

ける意見を踏まえ、本基準については、引き続き参酌すべき基準とす

る。

市町村におかれては、地域の実情に応じて、設備運営基準と異なる

基準を条例で定める場合には、設備運営基準の内容を十分参酌した上

で、こどもの安全の確保等に最大限留意し、市町村の責任のもと、放

課後児童クラブの運営が適切に行われるようお願いする。

（３）放課後児童対策関係予算について

令和５年度予算案については 新プラン に基づき 2023年度末まで、「 」 、

の約30万人分（約122万人から約152万人）の新たな受け皿確保に向け、

放課後児童クラブの運営費及び整備費の補助を行い、放課後児童クラブ

の受入児童数の拡大を図ることとしている。

また、放課後のこどもの居場所の確保や、放課後児童クラブの育成支

援の内容の質の向上及び安全確保を図るため、放課後児童クラブを巡回

するアドバイザ－を市区町村等に配置する事業等の実施など、放課後児

童対策を推進するために必要な予算を計上している。

（関連資料６参照）

① ソフト面（運営費）について

令和５年度予算案においては 「新プラン」に基づき、約152万人分、

の受け皿の確保に必要な運営費を計上している。

また、放課後児童クラブの待機児童解消に向けて、

・ 待機児童解消に向けた緊急対応として、学校敷地外等の民家・ア

パート等を活用して事業を実施するための賃借料補助（放課後児童

クラブ運営支援事業）の対象に、プレハブ設置に係る経費（リース

代）を加えるとともに、

・ 待機児童が発生している市町村等において、放課後児童クラブの
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利用ができなかった児童等に対して、他の放課後児童クラブや児童

館等、放課後に利用可能な施設等の利用をあっせんするとともに、

障害児の受入に向けた利用調整支援を行う

ために必要な経費を計上しており、積極的な事業の実施をお願いした

い。

なお、現在、令和５年３月31日までに研修を修了することを予定し

ている者まで、子ども・子育て支援交付金（内閣府所管）の算定上の

「放課後児童支援員」とする経過措置を設けているところ、本経過措

置が終了することを踏まえ 研修受講の要件については ①研修計画、 、「

を定めること、②採用から２年以内に研修修了を予定していること」

という２つの要件を満たす場合には、研修を修了していない者も放課

後児童支援員とみなすことができるものとする予定である。

② ハード面（整備費）について

令和５年度予算案においては、

ア 昨今の資材費及び労務費の上昇傾向等を踏まえた国庫補助基準額

の見直し

イ 引き続き、放課後児童クラブに待機児童が発生している場合等の

国庫補助率の嵩上げの実施

・ 公立の場合の国庫補助率 １／３→２／３

・ 民立の場合の国庫補助率 ２／９→１／２

を予定している。

③ 放課後児童クラブと放課後子供教室の連携又は一体的実施に向けて

（関連資料７参照）

「新プラン」に基づき、放課後児童クラブと放課後子供教室が連携

して事業を実施し、放課後のこどもの居場所機能の強化を図るため、

両事業に関わる者の連絡調整の場の設置、連携に資する事前準備から

事業実施の検証を行う「放課後児童クラブ等連携促進実証モデル事

業」を令和４年度第二次補正予算に計上したところである。

自治体におかれては、両事業の連携又は一体的実施の促進に向け、

学校施設の利用促進の観点も含め、両事業を利用するこどものために

どのようなことができ、連携又は一体的な実施に向けてどのような課

題があるのかを、具体的に検証する本モデル事業の実施を検討してい

ただきたい。

なお、本モデル事業については、令和５年度においても引き続き実

施する予定であり、詳細については追ってお示しする。

また 本モデル事業を実施する予定がない市町村におかれても 新、 、「
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プラン」の趣旨を踏まえ、放課後児童クラブ、放課後子供教室、学

校・教育委員会関係者等間における協議を継続的に行い、放課後のこ

どもの居場所について、より良い環境を整えられるようご尽力いただ

きたい。

④ 放課後児童支援員等の人材確保について （関連資料８・９参照）

放課後児童健全育成事業の適切な運営を図るとともに育成支援の質

の確保及び向上を図るためには、放課後児童支援員等の処遇改善に努

めることが重要である。

このため、

・ 平成26年度より、放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組むと

ともに、18時半を超えて事業を行う者に対して賃金改善に必要な経

費を補助する放課後児童支援員等処遇改善等事業、

・ 平成29年度より、勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善に必要

な経費を補助する放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業、

・ 令和４年２月より、放課後児童支援員等の収入を３％程度（月額

9,000円 引き上げるために必要な経費を補助する放課後児童支援員）

等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善 （令和４年２月～９月）

までは、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業）

を実施している。放課後児童支援員等の人材確保に向けては、処遇の

向上が重要であることから、各市町村におかれては、各処遇改善事業

を積極的に活用いただき、放課後児童支援員等の処遇改善に取り組ん

でいただきたい。

なお、公営の放課後児童クラブの職員に対する賃金改善については、

公的部門 保育等 における処遇改善事業の実施について 令和３「 （ ） 」（

年12月24日総行給第80号総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長

通知）において改善例が示されているので、参考にしていただきたい。

⑤ 放課後児童対策の推進について

放課後児童対策の推進を図るため、待機児童が解消するまでの緊急

的な措置として児童館、公民館等の既存の社会資源の活用による放課

後のこどもの居場所の提供や、小規模・多機能による放課後のこども

の居場所の確保を促進するために必要な予算を計上している。

また、放課後児童クラブの育成支援の内容の質の向上を図るため、

ア 放課後児童クラブを巡回するアドバイザーを市区町村等に配置す

る事業の実施

イ 保育士・保育所支援センターにおいて、放課後児童支援員を支援

対象とした場合の国庫補助の加算
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ウ 市町村において放課後児童支援員に対し就職相談等の支援を行う

場合の国庫補助の実施

に必要な予算を計上している。

なお、放課後児童クラブを利用できない児童に対して、放課後児童

クラブ以外の居場所を提供する「放課後居場所緊急対策事業」につい

ては これまで 主に４年生以上を対象 としていたところ 全学年、 、「 」 、

に対象を拡大する予定である。

各都道府県、市町村におかれては、放課後児童対策の充実に向けて、

各種事業の実施について積極的にご検討いただきたい。

⑥ 研修事業について

研修事業については、放課後児童支援員に係る認定資格研修を実施

するために必要な経費の補助、及び放課後児童支援員等の資質の向上

のための現任研修を実施するために必要な経費の補助を引き続き計上

している。

放課後児童クラブは 放課後のこどもの 遊びの場 生活の場 で、 「 」「 」

あり、こどもの主体性を尊重し、こどもの健全な育成を図る役割を負

っているものであることを踏まえ、支援の質の確保・向上を図る観点

から、各都道府県、指定都市、中核市におかれては、可能な限り、放

課後児童クラブの職員が認定資格研修や資質向上に向けた研修を受け

られる機会を確保いただくようお願いする。

各市町村におかれては、管内の放課後児童クラブの職員が各種研修

を受講できるよう、研修日程等について管内放課後児童クラブへの情

報提供をお願いする。

⑦ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る支援について

（関連資料10・11参照）

ⅰ 令和４年度第二次補正予算について

放課後児童クラブにおいて、感染症に対する強い体制を整え、感染

症対策を徹底しつつ、事業を継続的に実施していくため、

・ 新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が発生した場合に、職

員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくた

めに必要な経費

・ 感染症対策のための改修（トイレ、非接触型の蛇口の設置等）に

必要な経費

を補助することとしている。

「事業を継続的に実施していくために必要な経費」の具体的な内容

としては、職員の感染等による人員不足に伴う職員の確保等の費用
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（緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当等）や職場環境の復旧・環境

整備等に係る費用（消毒清掃費用等）に充当していただくことを想定

している。

また、放課後児童クラブの職員の業務負担軽減等を図る観点から、

連絡帳の電子化やオンライン会議の実施等に必要な経費や、外国人の

子育て家庭が事業を円滑に利用できるよう、多言語音声翻訳システム

等を導入するための経費など、放課後児童クラブのＩＣＴ化を推進す

るための経費も計上している。

なお、感染症対策に関する事業における地方負担分については、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による支援を受けら

れるため、各市町村におかれては、支援を必要とするすべての放課後

児童クラブへ支援が行き渡るよう、予算措置にご配慮いただきたい。

ⅱ 小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブの対応に係る財政支援等

について

現在、子ども・子育て支援交付金（内閣府所管）において、小学校

の臨時休業に伴い、午前中から放課後児童クラブを開所する場合等へ

の財政支援や、放課後児童クラブを臨時休業させた場合等に市町村が

保護者へ返還する日割り利用料への財政支援を行っている。

この財政支援については、新型コロナウイルス感染症感染拡大初期

段階において、地域における感染拡大を防ぐ観点から小学校の臨時休

業を要請する中で、放課後児童クラブは原則開所していただくことを

要請してきたことや、市町村からの要請により放課後児童クラブを臨

時休業した場合等に利用料を保護者に返還する必要が生じたこと等か

ら、その対応に係る費用への補助を行ってきたものである。

一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行

わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な

考え方としており、小学校における臨時休業の状況についても全国的

に低い水準となっていることから、小学校の臨時休業に伴う放課後児

童クラブの対応に係る財政支援等については、令和４年度をもって終

了することとしているのでご承知おきいただきたい。

⑧ 10人未満の放課後児童クラブについて

受入児童数が10人未満の放課後児童クラブのうち、山間地、漁業集

落、へき地及び離島で実施している場合や、当該放課後児童クラブを

実施する必要があると厚生労働大臣が認める場合は、平成27年度から

国庫補助対象としている。

また、国庫補助対象となる10人未満の放課後児童クラブについては、
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毎年、厚生労働大臣への協議を実施している。一方、前年度において

結果的に10人未満となった放課後児童クラブについての遡りの協議は

受け付けていないので、協議時点で受入児童数が10人以上の場合でも、

年度を通じて10人未満となる可能性がある場合には、協議を行ってい

ただきたい。

⑨ 会計検査院の処置要求事項への対応について （関連資料12参照）

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に関する平成30年度

及び令和元年度に実施した会計検査の結果、利用児童が少ない土曜日

等の開所要件を満たしていなかった放課後児童クラブがあり、その要

因について、以下の指摘内容が確認されたことから、会計検査院法第

34条に基づく是正改善の処置が求められたもの。

（指摘内容）

ア 土曜日等の低利用開所日は複数の支援単位を合同するなどして

支援員等を２人配置していれば、全ての支援単位において開所日

や開所時間として取り扱うことができると誤認。

イ 土曜日等の低利用開所日であれば、一の支援単位ごとに支援員

を１人配置するなどしていれば、開所の要件を満たしているとし

て、開所日や開所時間として取り扱うことができると誤認。

ウ 開所日に配置する支援員の勤務時間割を事前に作成して体制を

整えてさえいれば、開所予定日には実際に開所しなくても、開所

の要件を満たしているとして、開所日や開所時間として取り扱う

ことができると誤認。

内閣府及び厚生労働省として以下の対応を行っているので、内容に

ついてあらためてご承知おきいただきたい。

（処置要求後の対応）

ア 内閣府において過大に交付されていた自治体に対して、速やか

に返還手続きを取るよう通知。

イ 内閣府においてチェックシートを作成し、都道府県や市町村は

事業実績報告書を提出する際に、必要な確認審査を実施。また、

全ての自治体に対し、検査結果と同様の事案が無いかどうかの調

査を実施。

ウ 厚生労働省において全ての市町村に対し、利用児童の少ない日

の開所要件について、再度、周知徹底を図る。

また 第208回国会における 令和２年度決算審査措置要求決議 令、 「 （

和４年６月13日 」において、再度、放課後児童健全育成事業における、）

利用児童が少数の土曜日等の支援員の配置等に係る開所要件の周知徹

底が求められたところであり、令和４年６月24日付け事務連絡で、土
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曜日等の利用児童が少数の場合の開所要件等についてあらためて周知

しているので、利用児童が少ない土曜日等における交付金の算定につ

いて適切に対応いただくようお願いする。

⑩ 障害児の受入れ体制の確保について

放課後児童クラブにおける障害児の受入れについては、令和４年５

月１日現在で、15,801クラブ（全クラブの59.2％）で53,813人となっ

ており、年々着実に増加している。

また 第210回国会における衆議院の 障害者の日常生活及び社会生、 「

活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する

附帯決議」において、放課後児童クラブのインクルーシブ化を推進す

ることが盛り込まれている。

障害の有無に関わらず、こども同士が交流し、お互いを理解し合い、

共に成長することができる環境を整えることは、こどもの健全育成の

観点から大変重要であり、また、障害のあるこどもの保護者の就労を

支援する観点からも重要なものである。

障害児の受入れ体制の確保に向けては、これまで障害児の受入れに

必要となる専門的知識を有する職員の配置に要する経費や医療的ケア

児の受入れのための看護職員等の配置に要する経費等への支援を行っ

ているところである。

また、学校敷地外の放課後児童クラブと学校・自宅との間の送迎の

実施に必要な経費への補助も行っているところである。

これらの補助については、令和５年度予算案においても引き続き計

上しているところであり、各市町村におかれては、管内放課後児童ク

ラブと相談しながら、放課後児童クラブにおける障害児の受入れ推進

に向けて、国庫補助の活用を含め、積極的に取り組んでいただきたい。

（参考）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

（令和４年11月８日 衆議院厚生労働委員会 （抜粋））

九 放課後児童クラブのインクルーシブ化を推進するとともに、

障害児の特性に応じた適切な支援に努めること。

（４）放課後児童クラブの質の確保等について

① 都道府県等認定資格研修講師養成研修の実施

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 平成26年「 」（

厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という ）第10条において、。
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放課後児童支援員となるためには、都道府県知事等が行う研修（認定

資格研修）を修了しなければならないこととしている。

平成27年度から、この認定資格研修の講師となる者を養成するため、

放課後児童クラブにおいて放課後児童支援員として従事するために必

要なアイデンティティ、役割及び育成支援の内容等の共通の理解とそ

れを実践する際の基本的な考え方や心得を共通の認識として持ち、講

師としての一定の資質及び水準を確保することを目的として、厚生労

働省主催の都道府県等認定資格研修講師養成研修を実施しており、令

和５年度も引き続き実施することとしている。開催時期等、詳細が決

まり次第お知らせするので、令和４年度と同様、自治体担当者を含め

積極的な受講者の推薦をお願いしたい。

（ ）② 都道府県等認定資格研修の実施 関連資料13参照

認定資格研修は、放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補

完し 設備運営基準及び 放課後児童クラブ運営指針 平成27年３月、 「 」（

31日雇児発0331第34号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下

運営指針 という に基づく放課後児童支援員としての役割及び育「 」 。）

成支援の内容等についての共通の理解を得ることを目的として実施す

るものである。

認定資格研修は、放課後児童支援員という全国共通の認定資格を付

与するための研修として位置づけられているものであるため、講義内

容や担当する講師等に関して全国共通の一定程度の質が確保されてい

ることが必要である また 研修科目の講師要件の中には 放課後児。 、 、「

童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児

童支援員等」を設けているが、当該都道府県等内で長年放課後児童ク

ラブに従事してきた者が担当することで、その域内における人材育成

にも寄与することを想定しているものであるため、研修を委託により

実施するに当たっては、こうした趣旨も踏まえて、委託先を選定する

必要がある。

放課後児童支援員のうち当該研修を修了した者の割合は、令和４年

５月１日現在で93.6％であった。都道府県等におかれては、放課後児

童支援員の質の確保の観点から多くの放課後児童支援員が研修受講で

きるよう、可能な限り、研修受講の機会を確保いただくとともに、計

画的な研修の実施に特段のご配慮をいただきたい。

放課後児童クラブの運営費において、設備運営基準第10条第３項各

号のいずれかに該当するものであって、令和５年３月31日までに認定

資格研修を修了することを予定している者であれば放課後児童支援員

としてみなすことができる経過措置を設けている。令和５年度からは、
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本経過措置が終了することを踏まえ ①研修計画を定めること ②採、「 、

用から２年以内に研修修了を予定していること」という２つの要件を

満たす場合には、放課後児童支援員としてみなすことができることと

する予定である。

なお、このような場合でも、放課後児童支援員の質の確保を図る観

点から、早期に研修を受講いただくことが望ましいため、都道府県等

におかれては、当該者が早期に認定資格研修を受講できるよう機会の

確保に努めていただきたい。

研修の実施にあたっては、市町村や関係団体等と十分な連携を図り、

・ 認定資格研修の開催日、時間帯等の設定

・ 受講人数枠及び研修回数、研修開催場所

等について、都道府県等の実情に応じて受講者が受講しやすいよう適

宜工夫するなど、効果的で円滑な実施が図られるよう努められたい。

また 研修の内容を実施要綱 職員の資質向上・人材確保等研修事、 （「

業の実施について に則ったものにするとともに 都道府県等におい」） 、

て研修の内容の検討、検証に努めていただきたい。

なお、指定都市、中核市が所在する都道府県においては、都道府県、

指定都市、中核市の間で十分協議を行い、地域によって研修が受講で

きないといったことが起きないよう、都道府県内全体として研修受講

機会の確保、研修内容の質の確保に努めていただきたい。

加えて、研修の開催に当たっては、遠隔地での実施を容易にするこ

とや、感染症対策等の観点から、オンライン研修の導入を検討・実施

している都道府県等もある。導入に際しては、認定資格研修の趣旨を

損なわないことが求められることから、令和２年度子ども・子育て支

援推進調査研究事業において、オンライン研修を同時に複数箇所で効

果的・効率的に実施できる手法の実施手順や留意点等を整理している

ことから、内容についてご確認いただき、適切な実施をお願いしたい。

③ 放課後児童支援員等資質向上研修の実施

放課後児童支援員等資質向上研修事業については、平成27年３月に

とりまとめられた「放課後児童クラブに従事する者の研修体系の整理

－放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会まとめ－」に

おいて 放課後児童支援員等の資質の向上を図るためには 個々の職、「 、

員の経験年数や保有資格 スキルに応じて 略 計画的に育成してい、 、（ ）

くシステムを構築していくことが必要」とされている。また、放課後

児童支援員キャリアアップ処遇改善事業のうち、経験年数が概ね５年

以上の放課後児童支援員に対する支援については、一定の研修を修了

した者を対象とすることとしているため、当該研修事業を活用するな
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どして、地域における現任研修に積極的に取り組んでいただきたい。

なお、当該研修事業は、講師がクラブを訪れ職員に対し講習等を行

う形式の研修や通信形態による研修も対象となるため、地域の実情に

応じて対象者が容易に研修受講できるようご検討いただきたい。

④ 「放課後児童クラブ運営指針解説書」の活用について

平成27年３月に策定した運営指針は、最低基準としてではなく、望

ましい方向に導いていくための全国的な標準仕様としての性格を有す

るとともに、こどもの発達過程や家庭環境なども考慮して、異なる専

門性を有して放課後児童健全育成事業に従事している放課後児童支援

員等が、放課後児童クラブが果たす役割や機能を再確認し、こどもと

どのような視点で関わることが求められるのかという共通の認識を得

ていただくために策定したものである。

このため、運営指針の内容が広く都道府県、市町村担当者や事業者

（運営主体）及び実践者に浸透し、その趣旨が正確に理解されるよう

に、また、運営指針の基本的な考え方を踏まえた上で、放課後児童ク

ラブの多様性を生かしつつ、放課後児童クラブにおける育成支援の一

定水準以上の質の確保を図るために 厚生労働省において 放課後児、 、「

童クラブ運営指針解説書」を作成しているので、関係者に周知いただ

きたい。なお、令和２年度より都道府県等認定資格研修のテキストと

して当該解説書を使用することを必須としているので、ご了知いただ

きたい。

また、特に放課後児童健全育成事業の実施主体である市町村担当に

おかれては、本事業の趣旨、目的、事業内容を十分にご理解いただき、

こどもの生活環境の更なる向上のために考えていただく必要があるた

め、設備運営基準に加えて、運営指針及び解説書を熟読していただく

ことが求められる。このため、実践者と同じ場で運営指針及び解説書

の学習会を開催するなど、双方で共通の理解を深め、放課後児童クラ

ブの質の向上を図るための方策についてご検討いただきたい。

⑤ 放課後児童クラブの運営内容の評価等について

設備運営基準第５条第４項及び運営指針第７章において、放課後児

童健全育成事業者は、その運営の内容について自己評価を行い、その

結果を公表するように努めるものとしている。

自己評価の実施率については、令和４年５月１日現在で55.9％とな

っている。自己評価は職員個人の取組を基礎としながら、職員として

の議論を経て、その課題等が共有され、放課後児童クラブ全体で育成

支援の質の向上に取り組むきっかけを得る上で重要な取組であること
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から、各市町村においては放課後児童健全育成事業者に対する実施な

らびに結果公表につき周知いただきたい その際 令和元年５月7日付。 、

け事務連絡において周知させていただいた「自己チェックリスト」を

適宜ご活用いただきたい。

また 放課後児童対策に関する専門委員会 中間とりまとめ 平成、「 」 （

30年7月27日 では 質の確保のために第三者評価の導入が提案されて） 、

いる。

このような状況を踏まえ、令和元年度ならびに令和２年度子ども・

子育て支援推進調査研究事業において第三者評価を実施する上での必

要な方策や事項を明らかにすると共に、福祉サービス第三者評価事業

の枠組みにおける放課後児童クラブ版の評価基準ガイドラインについ

て検討し 放課後児童健全育成事業における第三者評価基準ガイドラ、「

インについて 令和３年３月29日付け子発0329第８号 社援発0329第」（ 、

36号）を発出し、周知したところである。

各都道府県においては、通知内容を了知の上、都道府県推進組織、

管内市町村等の関係者に対する周知をお願いしたい。

なお、放課後児童クラブの運営費において、令和３年度より、第三

者評価を受審した場合に必要となる費用に対する補助を実施している

ところである。当該事業は、この評価基準を利用した第三者評価機関

との契約による評価実施を想定しているため、ご了知いただきたい。

⑥ 放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について

「放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について」

平成28年９月20日雇児総発0920第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭（

局総務課長通知）や「保護者が在宅勤務の場合における放課後児童ク

ラブの入所決定について 令和４年６月30日厚生労働省子ども家庭局」（

子育て支援課事務連絡）を発出しているので、ご了知願いたい。特に、

放課後児童クラブの待機児童については イ 情報収集及び利用手続、「

等について」の趣旨をご理解の上、適切な把握に努めていただきたい。

また、行政手続きコストの削減の観点から、事業者からの届出等につ

いては郵送やメールでの申請を受け付けるなど、事業者が申請に要す

る時間の削減を図れるよう検討いただきたい。

ア 優先利用の基本的考え方について

放課後児童健全育成事業の対象は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号 上 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童とされてい） 、

るが、その家庭の様態は多種多様であり、地域によっては、こども

の受入れに当たって、優先順位を付けて受入れを実施しているとこ
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ろもある。

平成25年12月に取りまとめられた「社会保障審議会児童部会放課

後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書 以下 専門委員会」（ 「

報告書 という においては 市町村は 放課後児童健全育成事業」 。） 、 、

の提供体制を整備する必要があるものの、利用ニーズの増加に対し

ては優先順位を付けて対応することも考えられ、優先的に受け入れ

るべきこどもの考え方について国として例示を示すべき、とされた

ところである。

これらを踏まえ、放課後児童健全育成事業の優先利用に関する基

本的考え方として、優先利用の対象として考えられる事項について

例示すると次のとおりである。ただし、それぞれの事項については、

適用されるこども・保護者、状況、体制等が異なることが想定され

るため、運用面の詳細を含め、実施主体である市町村において、そ

れぞれ検討・運用する必要があることにご留意いただきたい。

・ ひとり親世帯

・ 生活保護世帯

・ 主として生計を維持する者の失業により、就労の必要性が高い

場合

・ 虐待又はＤＶのおそれがあることに該当する場合など、社会的

養護が必要な場合

・ こどもが障害を有する場合

・ 低学年のこどもなど、発達の程度の観点から配慮が必要と考え

られるこども

・ 保護者が育児休業を終了した場合

・ 兄弟姉妹 多胎で生まれた者を含む についての同一の放課後（ 。）

児童クラブの利用を希望する場合

・ その他市町村が定める事由

イ 情報収集及び利用手続等について

放課後児童健全育成事業の利用手続については、現状では、利用

申込先や利用決定機関が市町村である場合や各放課後児童クラブで

ある場合など様々である。

市町村が情報の収集を行い、利用のあっせん、調整及び事業者へ

の要請を行うとした児童福祉法第21条の11の趣旨に基づき、可能な

限り利用申込み先及び利用決定機関を市町村とすることが考えられ

る。地域の実情に応じ市町村以外の者を利用申込み先及び利用決定

機関とする場合にも、市町村が放課後児童クラブの利用申込や待機

児童の状況等について随時報告を受ける等により、利用状況を的確
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に把握し、利用のあっせん、調整及び事業者への要請を行うことが

できるような実施体制を構築することが求められているので、ご対

応いただきたい。

ウ 保護者が在宅勤務の場合における放課後児童クラブの入所決定に

ついて

規制改革推進に関する答申 令和４年５月27日規制改革推進会「 」（

議）において、放課後児童クラブにおける入所決定の在り方に関し、

保護者が在宅勤務の場合に、居宅外就労と比べて入所の優先度（利

用調整指数）が低くなる取り扱いを受けている事例があることにつ

いての是正措置を講ずるべきとの指摘がなされた。

入所決定については、保護者が居宅内での労働か、居宅外での労

働かという点のみをもって、一律に点数に差を設けること等はせず、

家庭の状況、こどもの年齢や職務の内容等を十分に勘案した上で判

断すべきものであり、各市町村におかれては、こうした家庭の状況

等を踏まえ、適切にご判断いただくとともに、管内放課後児童クラ

ブへの周知をお願いする。

⑦ 放課後児童支援員の雇用にあたって （関連資料14・15参照）

運営指針第４章１（３）で示している通り、育成支援を行うに当た

っては、こどもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、放課

後児童支援員の雇用は、長期的安定した形態とすることが求められる。

また、放課後児童支援員等の人材の確保にあたり、長期にわたって安

心して就業できるよう、勤続年数等に応じた賃金改善の実施などの処

遇改善にも努めていただきたい。

これは、指定管理者制度により放課後児童クラブを運営する場合や

会計年度任用職員制度により放課後児童支援員を雇用する場合も同様

である。なお、指定管理者制度及び会計年度任用職員制度の運用に当

たっては、総務省より通知が発出されているので、当該通知も参考に

適切な放課後児童支援員の雇用に努めていただきたい。

⑧ 市町村における放課後児童クラブの基礎情報の公開等について

「令和４年（2022年）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラ

ブ の実施状況 令和４年 2022年 ５月１日現在 において 市町） （ （ ） ）」 、

村のホームページ等に放課後児童クラブの基礎情報（施設名や所在

地）を公開している市町村数は、放課後児童クラブを実施している1,

627か所のうち、1,528か所（93.9％）となっている。放課後児童クラ

ブの利用を希望する保護者が利用したい放課後児童クラブを選択でき
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るよう、放課後児童クラブを実施している全ての市町村において、基

礎情報の公開に努めていただきたい。

また 放課後児童クラブにおいても 放課後児童クラブ運営指針解、 、「

説書 において 放課後児童クラブの運営主体は 利用の募集に当た」 、「 、

り、事業目的・内容、利用要件、利用料、申込手続方法等についてわ

かりやすく掲載した入所案内を作成した上で、放課後児童クラブの利

用を希望する保護者に必要な情報を提供することが求められます と。」

されていることから、利用要件等の入所案内について、ホームページ

に掲載するなどにより、広く周知するとともに、利用する保護者が、

当該放課後児童クラブが児童福祉法に基づく届出をしている放課後児

童クラブであることが分かるようにしておくこと等に努めていただき

たい。

⑨ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案に

対する附帯決議について

平成27年通常国会において、裁判員の参加する刑事裁判に関する法

律（平成16年法律第63号）の一部が改正され、衆議院及び参議院の附

帯決議において、裁判員候補者の出席率が低下するなどしていること

を踏まえ、裁判員裁判に対する国民の参加意欲を高めるため、できる

限り国民が裁判員として裁判に参加できるような環境の構築に向けて、

更に積極的に取り組むことが求められたところである。

特に、衆議院の附帯決議においては、政府及び最高裁判所が本法の

施行に当たり格段の配慮をすべき事項として、放課後児童クラブを日

常的に利用していない者がこれらの施設を利用することの確保等が盛

り込まれたところである。

これを踏まえ、地方裁判所所在地をはじめとする各市町村において

は、小学生のこどもの保護者が希望する場合には、放課後児童クラブ

を一時的に活用し、裁判員として裁判に参加することができるよう、

積極的な対応をお願いしたい。

（参考）裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法

（ ）律案に対する附帯決議 平成27年5月15日 衆議院法務委員会

（抜粋）

五 事業者による特別な有給休暇制度の導入などの職場環境改

善の促進、保育所・学童保育等を日常的に利用していない者

がこれらの施設を利用することの確保等、できる限り国民が

裁判員として裁判に参加できるような環境の構築に向けて、

更に積極的に取り組むこと。
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（５）放課後児童クラブにおける安全確保等について

① 放課後児童クラブにおける事故防止について

運営指針第６章等において、事故等を防止するための室内外の毎日

の点検や必要な設備の補修、事故等の発生時のマニュアル作成等、こ

どもが安全に安心して過ごせるために放課後児童クラブとして実施す

べき事項が規定されているので、引き続き安全への意識の喚起や取組

への指導をお願いしたい。また、こどもの支援にあたっては、職員体

制を整え、こどもの安全はもとより職員も含めた事故やケガの防止に

向けた対策を組織として講じていただくようお願いしたい。加えて、

「放課後児童クラブ等への児童の来所・帰宅時における安全点検リス

トについて （平成30年７月11日付け子子発0711第２号 ）や「放課後」 。

児童クラブの来所・帰宅経路の安全点検の実施について（依頼 （令）」

和３年10月18日付け子子発1018第１号 を発出しており 通知内容を。） 、

了知の上、放課後児童クラブ等への児童の来所・帰宅時における児童

の安全確保に努めていただくようお願いしたい。

なお、設備運営基準において、事故の発生又は再発を防止するため

の措置及び事故が発生した場合における市町村、家族等に対する連絡

等の措置を講ずることとされており 特定教育・保育施設等における、「

事故の報告等について 平成29年11月10日付け通知 に基づき 放課」（ ） 、

後児童クラブにおいて発生した

・ 死亡事故

・ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等

（意識不明（人工呼吸器を付ける、ＩＣＵに入る等）の事故を含み、

意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じ

た時点で報告すること ）。

について報告をお願いしているところである。

集約した情報については、データベース化し、内閣府ＨＰ「特定教

育・保育施設等における事故情報データベース」において公表するこ

ととしているので、ご了知願いたい。

放課後児童クラブの来所・帰宅経路の安全点検の実施結果（フォロ②

） （ ）ーアップ調査結果 について 関連資料16参照

令和３年６月の千葉県八街市の事故を受けて開催された「交通安全

対策に関する関係閣僚会議」において取りまとめられた「通学路等に

おける交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」等を踏ま

え、令和３年10月に、全国の自治体に対して、安全点検の実施と結果
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の報告をいただき、令和４年５月にフォローアップ調査を実施させて

いただいた。

全国4,312クラブにおいて安全点検を実施し 危険と考えられる箇所、

は6,139箇所発見され このうちフォローアップ調査時点において未対、

応だった箇所は493箇所となっていた 未対応の493箇所のうち 491箇。 、

所はクラブや学校から利用児童等に対して注意喚起が行われる予定

（又は行われている）という状況であり、各市町村、各クラブにおい

てはご対応いただき感謝申し上げる。放課後児童クラブを利用するこ

どもの安全確保に向けて、来所・帰宅経路の安全点検については、今

後も継続的に行っていただくようお願いする （未対応の493箇所のう。

ち、２箇所については、当該経路を利用する児童がいないため対応未

定）

また、学校、警察、道路管理部局等から構成される「通学路の交通

安全確保の推進体制 （以下「推進体制」という ）への参画状況につ」 。

いては、放課後児童クラブを実施している市町村の約３割となってい

る。未参画の市町村におかれては、来所・帰宅経路の安全確保に向け

て、推進体制への参画を積極的にご検討いただくとともに、推進体制

に参画していない場合であっても、学校、警察、道路管理部局等と個

別に情報共有できる体制を構築いただき、放課後児童クラブを利用す

るこどもの安全確保に向けた対応を行っていただきたい。

③ 児童福祉施設等における業務継続計画等について

（関連資料17参照）

令和４年11月30日に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等

の一部を改正する省令 令和４年厚生労働省令第159号 以下 改正省（ 。 「

令」という ）が公布され、令和５年４月１日より施行される。。

改正省令では、児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方

に関する研究会報告書（令和４年１月31日とりまとめ）を踏まえ、児

童福祉施設、小規模住居型児童養育事業所、家庭的保育事業所等、児

童自立生活援助事業所及び放課後児童健全育成事業所に対して、

・ 業務継続計画を策定し、職員に対し周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施すること。定期的に業務継続計画の見直

しを行うこと

・ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修・訓練を実

施すること

を努力義務として定めている。

児童福祉施設等における業務継続計画等について 令和４年12月「 」（

23日付け事務連絡）において、業務継続計画の策定にあたって配慮す
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べき事項をまとめたガイドラインや業務継続計画のひな形等について

周知を行っているので、ガイドライン等を参考にしつつ、業務継続計

画の策定を進めていただきたい。

④ 放課後児童クラブ等における安全計画の策定について

（関連資料18参照）

第208回国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第66号）において、都道府県等が条例で定めることと

されている児童福祉施設等の運営に関する基準のうち 児童の安全の、「

確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければなら

ないこととする改正が行われた。

上記改正を受け 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一、「

部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第159号 」において、放課）

後児童健全育成事業や児童館については、令和５年４月１日より安全

に関する事項についての計画（以下「安全計画」という ）を各事業。

所・施設において策定することを義務付ける（令和５年４月１日から

１年間は努力義務とし、令和６年４月１日から義務化）こととしてい

る。

「放課後児童クラブ等における安全計画の策定に関する留意事項等

について 令和４年12月21日付け事務連絡 において 安全計画を各」（ ） 、

放課後児童クラブ等に策定いただくにあたり、既存の取組を踏まえた

留意事項等をお示ししているので、各都道府県・市町村の放課後児童

クラブ等の担当部局におかれては、当該内容を十分御了知の上、貴管

内の放課後児童クラブ等に対して遺漏なく周知していただくようお願

いする。

⑤ 放課後児童クラブにおけるバス送迎にあたっての安全管理の徹底に

（ ）ついて 関連資料19・20参照

令和４年９月に静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園において、

送迎用バスに園児が置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事

故が発生し、令和４年10月に「こどものバス送迎・安全徹底プラン」

が取りまとめられた。

令和４年12月28日付けで「児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第175号 」が公布）

され、同省令において、放課後児童健全育成事業所においても、設備

運営基準において、バス送迎に当たっての安全管理の徹底に係る規定

を加える改正が行われ、令和５年４月１日から施行されることとなっ

ている。
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各市町村におかれては、設備運営基準の改正を踏まえた条例改正の

手続き等を進めていただくとともに、管内放課後児童クラブに対する

周知徹底をお願いする。

放課後児童クラブについては、こどもの自動車への乗降車の際に、

点呼等の方法によりこどもの所在を確認することが義務づけられる。

なお、送迎用バス等への安全装置の設置については義務づけの対象

外となっているが、安全装置の設置に係る費用は国庫補助の対象（１

台当たり8.8万円 となっているので 詳細は厚生労働省が発出する補） 、

助要綱等を参照いただき、送迎用バス等への安全装置の設置について

積極的に検討していただきたい。

また、安全装置については、国土交通省が令和４年12月20日に策定

したガイドラインに適合したものである必要があり、内閣府ホームペ

ージにおいて適合した装置のリストを公表しているのでご確認いただ

きたい。

参考 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライ（ ）「

ン」に適合する安全装置のリスト（内閣府ホームページ）

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/

list.html

⑥ 放課後児童支援員等の採用にあたっての留意事項について

設備運営基準第12条において 利用者に対し 児童福祉法第33条の、「 、

10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない」としている。児童福祉法第33条の10各号に掲げ

る行為等は、どのような理由があっても許されるものではなく、すべ

てのクラブにおいて、研修等の実施や採用時のチェックなどを十分に

行っていただくことが必要である。

（参考：児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為）

一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴

行を加えること。

二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等を

してわいせつな行為をさせること。

三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又

は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による

前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての

養育又は業務を著しく怠ること。

四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その

他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
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また、放課後児童支援員等の採用にあたっては、面接の実施や履歴

書等で上記に該当する者でないかを十分に確認することが望ましい。

なお、運営指針において、以下のとおり規定していることから、放

課後児童支援員等の採用にあたって参考にしていただくとともに、適

切な人材の採用及び人材育成に努めていただきたい。

【運営指針】

第７章 職場倫理及び事業内容の向上

１．放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理

（１）放課後児童クラブには、社会的信頼を得て育成支援に取り

組むことが求められる。また、放課後児童支援員等の言動は

こどもや保護者に大きな影響を与えるため、放課後児童支援

員等は、仕事を進める上での倫理を自覚して、育成支援の内

容の向上に努めなければならない。

（２）放課後児童クラブの運営主体は、法令を遵守するとともに、

次の事項を明文化して、すべての放課後児童支援員等が職場

倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組む。

・ こどもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人ひ

とりの人格を尊重する。

・ 児童虐待等のこどもの心身に有害な影響を与える行為を

禁止する。

・ 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いを禁止

する。

・ 守秘義務を遵守する。

・ 関係法令に基づき個人情報を適切に取り扱い、プライバ

シーを保護する。

・ 保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築する。

・ 放課後児童支援員等が相互に協力し、研鑽を積みながら、

事業内容の向上に努める。

・ 事業の社会的責任や公共性を自覚する。

⑦ 放課後児童クラブにおける虐待等の不適切な行為に関する対応につ

（ ）いて 関連資料21参照

先般、静岡県裾野市の保育所において不適切な保育が行われたとい

う事案が発生するなど、全国で不適切な保育が行われた事案が発生し

ている。

放課後児童クラブにおけるこどもへの支援にあたっては、設備運営

基準第12条の規定や運営指針等に基づき、各市町村や各クラブにおい
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て、これまでも虐待等の不適切な事案発生の防止に努めていただいて

いるところであるが、引き続き、放課後児童クラブにおけるこどもへ

の支援が適切に行われるよう、各市町村におかれては管内放課後児童

クラブに対し、注意喚起をお願いする。

また 放課後児童クラブにおける虐待等の不適切な行為に関する対、「

応について 令和５年１月23日付け事務連絡 において 虐待等の不」（ ） 、

適切な行為の防止や、虐待等の不適切な行為が疑われる事案が発生し

た場合の対応等についてお示ししているので、内容をご確認いただく

とともに、各市町村におかれては管内放課後児童クラブへの周知徹底

をお願いする。

４．利用者支援事業について
（１）利用者支援事業の推進について（関連資料22・23参照）

① 利用者支援事業の取組について

子ども・子育て支援法第２条第１項第３号には 子ども及びその保、「

護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、

多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子

ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体

制を確保すること」と規定されている。

これを受けて市町村には、市町村子ども・子育て支援事業計画の策

定が義務づけられ、その計画において潜在的なニーズも含め、地域の

子育て家庭や妊産婦等 以下 利用者 という の多様なニーズを把（ 「 」 。）

握し、需要の見込みを立てるとともに、これに応えるべく、多様な子

育て支援に関する施設や事業等を組み合わせ、計画的に供給体制を整

備していくこととなっている。

しかしながら、子育て支援に関する施設や事業等を実際に利用する

利用者が、自らのニーズを把握し、多種多様な施設や事業等の中から

どれを利用するのが適当なのか自ら判断・選択することは必ずしも容

易でなく、また自らのニーズ自体を的確に認識できない場合も多く見

受けられる。

利用者支援事業は、こうした状況において適切に対応することを目

的に「一人ひとりのこどもが健やかに成長することができる地域社会

の実現に寄与する」という大きな目標の下、

ア 利用者支援

利用者にとって身近な場所で相談に応じ、その個別のニーズを把

握して、適切な施設や事業等を円滑に利用できるよう支援する。
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イ 地域連携

このような機能を果たすために、日常的に地域の様々な関係機関

や子育て支援団体等とネットワークを構築し、状況に応じて不足し

ている社会資源を開発していく。

の２つの取組を基本として実施する事業である。

市町村におかれては、子育て支援に関する多様な施設や事業等の体

制整備とともに、それらの体制を効率よく活用するために極めて重要

な本事業について、積極的な実施をお願いしたい。

なお、利用者支援事業の普及と円滑な実施に資するため、主として

基本型及び特定型の事業の目的や基本的な内容、実施方法等について

整理した 利用者支援事業ガイドライン 平成26年10月６日府政共政「 」（

第950号、26文科初第704号、雇児発1006第１号内閣府子ども・子育て

本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長連名通知）を発出しているので、事業の実施にあたっての

参考とされたい。特に、実施主体である市町村におかれては、本事業

の趣旨、目的、事業内容等を十分ご理解いただき、子育て家庭にとっ

て、適切な施設や事業等の円滑な利用につなぐ支援や、地域の子育て

支援の更なる向上を図る必要があるため、本ガイドラインを必ず熟読

していただくことが求められる。さらに、本事業を委託等により実施

している市町村におかれては、委託事業者に対し、本事業の趣旨が正

確に理解されるよう学習会を開催するなど、委託事業者の資質向上に

努めるとともに、事業が適切に実施されるよう継続的な指導をお願い

したい。

また、各都道府県におかれても、本ガイドラインの重要性を再度認

識し、管内市町村への周知徹底をお願いしたい。

② 利用者支援事業の事業類型について

利用者支援事業は、以下のとおり「基本型 ・ 特定型 ・ 母子保健」「 」「

型」の３つの事業類型があり、利用者支援事業を実施する際は、支援

の対象や目的、地域の特性などを総合的に考慮した上で実施するよう

お願いしたい。

ア 基本型

「利用者支援」の取組として、身近な立場である利用者支援専門

員が利用者の目線に立ち、利用者の個別ニーズを的確に把握した上

で、子育て支援に関する施設や事業等のみならず、医療・保健等の

隣接する他の領域のフォーマルな事業や、近隣住民やボランティア

などによるインフォーマルな取組も含め、その利用者に最もふさわ
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しい支援のあり方を提示し、最適な子育て支援に関する施設や事業

等の円滑な利用につなげていくよう支援する。

また 地域連携 の取組として より効果的に利用者が必要とす、「 」 、

る支援につながるよう、地域の関係機関との連絡調整・連携・協働

の体制づくりや、子育て支援に関する施設や事業等のほか、隣接す

る他の領域のフォーマルな事業、あるいは地域のインフォーマルな

取組も含め、地域の子育て支援に関わる社会資源について必要な情

報を収集・蓄積し整理するものである。

なお、利用者の目線に立った寄り添い型の支援が重要となるため、

地域子育て支援拠点や保育所など利用者が日常的、継続的に利用で

きる敷居の低い場所で実施することが有効と考えられる。

また、一定の場所での実施のみならず、両親（母親・父親）学級、

乳幼児健康診査や地域で開催されている交流の場等に出向いて、子

育てに関する全般的な相談や子育てサービスに関する情報提供、保

育に関する相談や情報提供等の取組を併用することも有効な手段で

ある。

さらに、障害児、多胎児のいる家庭等においては、身体的・精神

的な負担や経済的な問題、社会からの孤立などの困難を抱えるケー

スが少なくなく、個別の支援を求める声が増えてきていることから、

配慮が必要な子育て家庭等に対応するための加算も併せてご活用い

ただきたい。

【具体的な相談内容例】

・ 子育て全般に関すること

・ 突発な事情等によるこどもの預かりに関すること

・ こどもの発達状況に関すること

・ 保育所や保育サービスに関すること

イ 特定型

待機児童の解消等を図ることを主たる目的として実施するため、

主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう「利用者

、 、支援」を実施することとしている。なお 「地域連携」については

行政が地域連携の機能を果たすことを前提としているため、行政職

員によるサポートが可能となる行政の窓口等が主たる実施場所にな

ると想定される。

特定型の実施に当たり、行政における利用者支援事業の担当職員

は、こうした特定型の特徴・意義を十分理解し、利用者の個別ニー

ズを引き出しやすい相談姿勢と寄り添い型の支援を心がけるととも

に、一般の子育て支援に関する相談など特定型の守備範囲外の施
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設・事業等の利用が適当と思われる場合には、速やかにこれらの施

設・事業等の担当部署につなぐ必要があることにご留意願いたい。

【具体的な相談内容例】

・ 保育所の入所に関すること

・ 保育サービスに関すること

ウ 母子保健型

市町村保健センター等の母子保健に関する相談機能を有する施設

を実施場所として、保健師等が妊娠期から子育て期にわたるまでの

母子保健や育児に関する様々な相談支援や情報提供等を実施するも

のである。

また、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援は本事業に基づく

支援のみならず、妊娠・出産包括支援事業などの様々な母子保健施

策による支援等も必要であるため、関係機関とのネットワークを通

じ、地域において不足している妊産婦への支援を整備するための体

制作りを行うこととなっている。

【具体的な相談内容例】

・ 妊娠・出産・子育てに関すること

・ 母子保健サービスに関すること

なお、令和３年度の交付決定ベースによる実施箇所数は、基本型が

981箇所 特定型が379箇所 母子保健型が1,675箇所となっており 実、 、 、

施市町村数は、1,316市町村（76%）と前年度（1,237市町村、71%）と

比べて着実に実施いただいてるところであるので、各自治体におかれ

ては、引き続き本事業の積極的な実施をお願いしたい。

③ 相談等の記録及び管理について

相談を受けた際には、相談内容や個別ニーズの把握内容、支援等の

事例経過について記録し管理しておくことが重要である。

これらの記録は、継続的な支援の資料とするほか、関係機関や関係

者等との適切な情報共有や、継続的な支援を受けている利用者の状態

に合わせた適切な支援内容の見直しの資料とするなど、幅広く活用す

るようお願いしたい。

なお、相談支援の記録の作成、関係機関や関係者等への閲覧等に関

しては、前もって利用者の承諾を得ることが原則となる。

また、業務上知り得た個人情報を適切に管理するため、保管方法、

保管場所、閲覧権限、保存年限、個人情報に留意した廃棄方法等の記

録の管理方法について、各自治体の条例や規則等に基づき実施するよ
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うお願いしたい。

さらに、本事業を委託等により実施する場合、本事業に係る個人情

報の具体的な管理方法等について一定の規程を設けるなど、委託等に

係る業務上知り得た個人情報を適切に管理し、秘密を保持するために

必要な措置を講じるとともに、委託先の職員に対して、個人情報保護

や守秘義務に関する研修を受講させるよう努めていただきたい。

（２）加算事業について（関連資料22・24参照）

利用者の置かれた状況やニーズは多様であり、就労している利用者へ

の対応や、身近な場所であっても実施場所に出向くこと自体に困難が伴

う利用者への対応など、個別の家庭状況に即した支援が必要となる。

また、障害児や多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等に

対しては、きめ細やかで専門性の高い支援が求められる。

市町村におかれては、利用者の視点に立った機能強化の推進を図る必

要があるため、以下の加算事業について積極的な活用をお願いしたい。

① 夜間・休日の時間外相談加算

基本型と特定型において、就労している利用者など、主に、通常の

開設時間帯に相談できない利用者などに対して、夜間や休日の相談支

援を実施し、きめ細かいニーズや意向、状況を丁寧に把握し、利用者

のニーズに応じた適切な支援につなげている場合に加算することとし

ている。

実施に当たっては、年間を通して計画的、継続的に実施することが

望ましいが、本事業の目的を踏まえ、次年度の保育所等入所申込時期

（期間）などの繁忙期のみの実施についても補助の対象としているの

で、市町村におかれては積極的な活用をお願いしたい。

【実施か所数：184か所（令和３年度交付決定ベース 】）

② 出張相談支援加算

基本型と特定型において、様々なニーズに対応するため、常設の場

所での実施のみならず、状況に応じて、両親（母親・父親）学級や乳

幼児健診、地域で開催されている交流の場など様々な場所に出向き、

子育てに関する全般的な相談や情報提供、地域の保育所や保育の利用

に関する相談支援を実施した場合や、多胎児のいる家庭など、身近な

場所であっても実施場所に出向くこと自体に困難が伴う利用者への戸

別訪問相談支援を実施した場合に加算することとしている。

特に戸別訪問相談支援については、困難な事情を抱えた子育て家庭
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のニーズや状況をいち早く把握することで、予防的な働きかけを行い、

状態の更なる悪化の防止となるため、これらを積極的に活用し、早期

発見・早期対応に努められたい。

また、実施に当たっては、年間を通して計画的、継続的に実施する

ことが望ましいが、出張相談支援が必要と判断した時期（年度当初や

乳幼児健診実施日等）に限った実施や、出張相談支援が必要と判断し

た家庭への不定期的な実施についても補助の対象としているので、市

町村におかれては積極的な活用をお願いしたい。

【実施か所数：160か所（令和３年度交付決定ベース 】）

③ 機能強化のための取組加算

待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について の対応方「「 」

針について 平成28年４月７日雇児発0407第２号雇用均等・児童家庭」（

局長通知）に基づき、待機児童解消に向けて緊急的に対応する取組を

実施する市町村が、継続した支援を実施するため、平成29年度より、

基本型と特定型において、夜間・休日の相談支援の実施や様々な場所

への出張相談等を実施した上で、基本事業に従事する専任職員を２名

以上配置し、利用者のきめ細かいニーズや意向、状況等を積極的かつ

丁寧に把握し、利用者のニーズに応じた適切な支援の提供につなげる

ための相談支援機能を強化した場合に加算することとしている。

なお、本加算については、①又は②の加算事業の実施が要件となっ

ており、①又は②の加算事業を実施しない月は対象外となるため、ご

留意願いたい。

【実施か所数：21か所（令和３年度交付決定ベース 】）

④ 多言語化のための取組加算

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 （平成30年12月」

25日関係閣僚会議決定 において 外国人子育て家庭や妊産婦が 保） 、「 、

育施設、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるよう、市

町村が実施する「利用者支援事業」における多言語化対応を促進し、

外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援に関する情報提供等の

取組を推進する とされていることから 令和元年度より 利用者支。」 、 、

援事業で、通訳者の配置や通訳タブレットサービス等の利用により、

外国人子育て家庭等に対してもきめ細やかな支援を行う場合に加算を

行っている。

なお、令和元年12月20日関係閣僚会議決定において改訂された「外

国人材の受入・共生のための総合的対応策 改訂 においても 上記（ ）」 、

取組については引き続き推進するとされている。
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【実施か所数：219か所（令和３年度交付決定ベース 】）

⑤ 配慮が必要な子育て家庭等への支援加算

障害児、多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等の状況

に対応して、よりきめ細かい相談支援等ができるよう、利用者支援事

業所に、専門的な知識・経験を有する職員を配置した場合に加算する

こととしている。

【実施か所数：96か所（令和３年度交付決定ベース 】）

⑥ 多機能型地域子育て支援の取組への加算

利用者の視点に立った機能強化を推進するため、多機能型事業とし

て、子育て家庭が身近な地域で安全にかつ安心して子育てができるよ

う、利用者支援事業を核とした多機能型地域子育て支援の新たな展開

に向けた取組を進めることとしている。具体的には、基本型において、

地域の支援員が各事業所等を巡回し、連携・協働の体制づくりや情報

連携システムの構築等を行う場合に加算することとしている。

【実施か所数：６か所（令和３年度交付決定ベース 】）

⑦ 身近な相談機関としての取組への加算

市区町村において、保育所や地域子育て支援拠点等の子育て関係施

設・事業所による身近な相談機能の整備を推進するため、基本型を実

施する事業所等が、地域の子育て家庭と継続的につながる方法による

相談・助言の実施や全ての妊産婦・子育て世帯・こどもを対象とする

こども家庭センターとの連携など身近な相談機関としての機能を果た

すために必要な取組を行う場合に加算することとしている。

（３）整備費について（関連資料25参照）

利用者支援事業の実施事業所の整備に対する支援は、

・ 次世代育成支援対策施設整備交付金〔ハード交付金〕

・ 子ども・子育て支援交付金（開設準備経費 〔ソフト交付金〕）

により実施しており、それぞれの特色は次のとおりである。

① 次世代育成支援対策施設整備交付金〔ハード交付金〕

市町村が、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村整備計画によ

り整備を行うための経費に対する補助を行うものであり、建物の新設

や増改築、大規模な改修などの整備を実施する場合に活用できる。

これまで、公立施設や社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、
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公益財団法人が設置する施設を対象としてきたが、平成29年度より多

様な主体の参画による地域の支え合いの実現に向けて、その対象をＮ

ＰＯ法人等が設置する施設まで拡充したところであるので、多様な主

体の参画を積極的に進めていただきたい。

② 子ども・子育て支援交付金（開設準備経費 〔ソフト交付金〕）

利用者支援事業を新たに開設する場合に必要となる簡易な修繕や備

品の購入に係る費用の支援に対して必要な予算を計上している。

開設準備経費の簡易な修繕とは、あらかじめ相談機能等を有する既

存施設を活用して利用者支援事業を実施する場合に必要となる

・ カウンター等の設置

・ カーペットの張り替え

・ 壁紙の張り替え

・ 空調設備の設置

などを想定しており、躯体など、建物を構成する構造体（柱や梁、壁、

天井、基礎など）に関わる改修工事は想定していないため十分ご留意

願いたい。

なお、実施に当たっては、予定している工事等が次世代育成支援対

策施設整備交付金〔ハード交付金〕に該当するか、子ども・子育て支

援交付金 開設準備経費 ソフト交付金 に該当するかを適切に判断（ ）〔 〕

し実施するようご留意願いたい。

また、各自治体におかれては、利用者支援事業所の整備が子育て支

援の推進だけでなく、空き店舗の活用等による地域の活性化等にも寄

与するため、各支援メニューを積極的にご活用いただくようお願いし

たい。

（４）多様な子育て支援事業との一体的な実施について

利用者支援事業は こども及びその保護者の身近な場所 を実施場所、「 」

としているが、これは、利用者の個別ニーズは、何気ない日常の会話

（相談）から把握されることが多く、そうした会話（相談）を行うため

には利用者が日常的・継続的に利用できる地域子育て支援拠点や保育所

などの敷居の低い場所が有効と考えられるためである。

こうした地域子育て支援拠点や保育所等において利用者支援事業を一

体的に実施するとともに、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・センター事業）なども併せて実施する子育て

支援の取組について、以下のような効果が確認されている。

・ 地域子育て支援拠点にこどもと遊びに来たついでに、利用者支援専
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門員と会話することで、少し気になっていたことを聞くことができる

ため、子育てに関する不安や悩みの早期対応、早期解決が図られ、子

育て家庭に対して予防的な関わりを持つことができる。

・ 地域子育て支援拠点で併せて利用者支援事業を実施する場合、利用

者にとって地域子育て支援拠点が通い慣れた日常的な場所であるため、

利用者が感じる相談に対する抵抗感が軽減されている。

また、特別な相談窓口等に行くわけではなく、顔見知りの利用者支

援専門員が対応してくれるため、利用者の相談に対する精神的負担が

軽減されている。

・ 地域子育て支援拠点において実施されている一時預かり事業や子育

て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）を利用

した「こどもを預けての相談」ができるため、利用者はこどもに気を

とられることなく、相談に集中し、時間をかけてじっくりと話すこと

ができる。

・ 多様な子育て支援事業を同一施設で実施することで、事業種別を超

えた職員同士の情報共有が図られ、特定の事例（ケース）について理

解を深めたり、多面的に見立てることが可能になる。

なお、地域子育て支援拠点において利用者支援事業を併せて実施する

場合は、利用者支援専門員と、地域子育て支援拠点等に従事する者が守

秘義務等に留意しつつ、相互に協力し合うとともに、事業の円滑な実施

のために一体的な運営体制を構築することが必要である。

各自治体におかれては、多様な子育て支援事業との一体的な利用者支

援事業の積極的な実施に向けて、ご検討いただくようお願いしたい。

５.地域子育て支援拠点事業について
（１）地域子育て支援点事業の実施について

① 地域子育て支援拠点事業について （関連資料26・27参照）

現在、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、こどもや子

育てをめぐる環境が大きく変化する中で、３歳未満児のいる家庭の約

６～７割は在宅で子育てをしており、地域における子育て支援機能の

充実や地域全体で子育て家庭を支える取組の推進が求められている。

地域子育て支援拠点事業は、公共施設、空き店舗、公民館、保育所

等の児童福祉施設等の地域の身近な場所で、子育て中の親とそのこど

も（以下 「子育て親子」という ）が気軽に集い、相互交流や子育て、 。

の不安・悩みを相談できる場を設け、子育ての孤立感、負担感の解消

を図るなど、地域における子育て支援の中核的機能として、その取組
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を推進してきたところである。

このため 「地域子育て支援拠点事業の実施について （平成26年５、 」

月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づき事業を

実施する場合に、運営費や子育て支援活動の展開を図る取組（一時預

かり事業等 出張ひろば等の加算事業に対して補助を行っていること）、

から、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお願いしたい。

② 地域子育て支援拠点事業の実施について （関連資料28～31参照）

ア 地域子育て支援拠点事業の実施について

地域子育て支援拠点事業は、以下の４つの基本事業を実施した上

で、事業の実施状況により「一般型」と「連携型」の２つの事業類

型に分けて実施している。

・ 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

・ 子育て等に関する相談、援助の実施

・ 地域の子育て関連情報の提供

・ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上）

このうち、月１回以上開催する講習の内容については、原則地域

子育て支援拠点を利用する子育て親子を対象とした子育て支援に関

する講習等が主となるが、こどもとの時間を確保するための効率よ

い家事のテクニックや歯科（歯磨き）指導、栄養指導などの専門的

な講習など、子育て親子のニーズや要望を幅広く取り入れて柔軟に

対応しながら実施していただきたい。

また、講師については、地域子育て支援拠点に従事する職員が対

応することも想定されるが、謝金等により講師を招いて実施するこ

とも差し支えないので、市町村においては、子育て親子にとって有

意義な講習を検討し、積極的な実施をお願いしたい。

なお、地域子育て支援拠点は、子育て中の親子が気軽に集い、相

互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場であることから、保育

所や認定こども園等の利用の有無に関わらず利用が可能であること、

また、利用年齢についても、児童福祉法において「乳児又は幼児及

びその保護者」とされていることから、小学校就学前の児童までが

対象であることについて、十分ご留意願いたい。

イ 専任職員の配置要件について

地域子育て支援拠点事業の職員配置要件について、実施要綱によ

る一般型の職員配置要件は、専任職員を２名以上配置することとな

っている。専任職員とは、地域子育て支援拠点を開所している時間

帯を通して必ず配置され、開設時間帯は地域子育て支援拠点事業以
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外の業務に従事できない職員であるので、十分ご留意願いたい。

また、連携型は専任職員を１名以上配置することとなっているが、

これは連携型の実施場所である児童館等の児童福祉施設等に従事し

ている職員等のバックアップ（協力）を受ける体制を整えることが

要件となっているので、この点も十分ご留意願いたい。

ウ 出張ひろばについて

出張ひろばは、平成19年度に策定された「地域子育て支援拠点事

業実施要綱 において 出張ひろばは 開設年度の翌年度に ひろ」 、「 、 、

ば型に移行することを念頭において実施すること と要件が記載さ。」

れ、本格的な地域子育て支援拠点事業へ移行するための準備期間と

して実施する加算事業として位置づけられた。

この要件は、平成22年度の実施要綱から削除されたが、これまで

出張ひろばの開催場所や開設日数等の要件は、原則年間を通して同

じ場所で実施することと運用してきた。

しかしながら、子育て親子を取り巻く環境は大きく変化し、特に

人口減少や少子化が加速している地域などにおいては、地域子育て

支援拠点の必要性を感じてはいるが、人材不足や利用親子数が少な

いことなどにより常設の地域子育て支援拠点の設置が難しく、出張

ひろばで対応せざるを得ない状況となっている。

このような状況を踏まえ、平成30年度より、これまでの実施要件

に加え、実施元である地域子育て支援拠点が複数の場所において出

張ひろばを週１～２日、かつ１日５時間以上実施する場合も加算の

対象とする運用の見直しを行ったので、市町村におかれては、出張

ひろばの実施について、積極的な活用に努めていただきたい。

エ 地域支援について

地域全体でこどもの育ち・親の育ちを支援するため、地域の実情

に応じ、地域に開かれた運営を行う等の取組を実施した場合に加算

を行っている。多胎育児家庭等においては、身体的・精神的な負担

や経済的な問題、社会からの孤立などの困難を抱えるケースが少な

くなく、個別の支援を求める声が増えてきていることから、当該加

算を活用して、地域子育て支援拠点を利用できない家庭に対しての

訪問支援等により、子育てに関する相談・情報提供を行うなどの対

応をお願いしたい。

オ 子ども・子育て支援交付金交付要綱における国庫補助基準額の月

割りについて
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これまで、交付要綱における地域子育て支援拠点事業の国庫補助

基準額については、年額のみとしていたが、平成30年度より、事業

実施月数が12月に満たない場合の国庫補助基準額は、各基準額ごと

に算定された額に「事業実施月数÷12」を乗じて算出された月割り

額としているので、ご留意願いたい。

なお、年度途中に開設日数の変更等により比較する基準額が複数

となる場合は、それぞれの事業実施月数に応じて算出された基準額

（月割り額）と比較するようお願いしたい。

カ 子ども・子育て支援交付金交付要綱における常勤職員の取り扱い

について

交付要綱における「常勤職員を配置する場合」の常勤職員とは、

原則として地域子育て支援拠点事業に「週40時間程度従事する者」

を想定している。

しかしながら 常勤 は法令等による定義がないため 最終的に、「 」 、

は、実施主体である市町村が、地域性や地域における雇用環境、勤

務体系などを考慮した上で、条例等により「常勤職員」の定義を定

めている場合を含め 常勤職員 について柔軟に判断することが必、「 」

要となる。

このため、判断に当たっては、第三者に対して的確に「常勤職

員」の考え方を説明できるように論拠を整理しておくようご留意願

いたい。

キ 子育て親子の安全確保について

地域子育て支援拠点を利用する子育て親子の安全確保については、

従来より種々ご尽力いただいているところであるが、各市町村にお

かれては、事故等の発生の予防や発生した場合の迅速、的確な対応

が図られるよう引き続き子育て親子の安全・安心な居場所づくりを

進めていただきたい。

さらに、利用親子の入退館を管理・記録し、利用親子の状態を見

極めた予防的な関わりに努めるとともに、安全な利用環境の確保に

努めていただきたい。

ク 妊娠中の方の利用について

妊娠中から子育て関連情報を得られることや、現に子育てをして

いる子育て親子との交流による不安の解消が図られること等につな

がることから、妊娠中の方やその家族も地域子育て支援拠点事業を

利用することができるため、事業者、利用者等へ周知をお願いした
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い。

ケ 障害児等への支援について

令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、発達

が気になるこどもや障害児及びその保護者に対する地域子育て支援

拠点における支援の実態調査や全国の先進的な取組事例の把握を行

い、障害児等への支援の取組・方法やその効果、課題等に関する詳

細な分析や事例集の作成を行った。本調査研究の成果物について、

以下の通りお示ししているので、事業者、利用者等への積極的な周

知をお願いしたい。

（掲載先）

・報告書

https://nfu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_i

d=3629&file_id=22&file_no=1

・事例集

https://kosodatehiroba.com/pdf/22box/2021mhlwchosa-jirei

shu.pdf

コ 外国人の子育て家庭への支援について

地域子育て支援拠点は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流

や子育ての不安・悩みを相談できる場であり、国籍を問わずに利用

することができる。

令和４年６月に外国人の受入れ・共生に関する関係閣僚会議で決

定された「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」にお

いて、地域子育て支援拠点がライフステージ・ライフサイクルに応

じた支援として位置づけられたことを受けて、外国人の子育て家庭

が地域子育て支援拠点をより円滑に利用できるよう、多言語音声翻

訳システム等を導入するための費用を令和４年度第２次補正予算に

計上しているので、外国人の子育て家庭が子育てしやすい環境整備

を促進するために積極的に活用していただきたい。

サ 地域子育て支援拠点におけるオンライン利用者の取り扱いについ

て

地域子育て支援拠点事業については、新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止の観点から、オンラインを活用した交流や相談等を行

っている場合もある。こうしたオンラインによる交流等についても、

子育てに関する不安・悩みの解消や子育て家庭の孤独・孤立の防止

につながることから、オンラインによる交流等の参加者についても、
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地域子育て支援拠点の利用者として実績に含めて差し支えない。

（２）整備費について （関連資料32参照）

地域子育て支援拠点事業の実施場所の整備に対する支援は、

・ 次世代育成支援対策施設整備交付金〔ハード交付金〕

・ 子ども・子育て支援交付金（開設準備経費 〔ソフト交付金〕）

・ 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金（仮称 〔統合補助金〕）

により実施しており、それぞれの特色は次のとおりである。

① 次世代育成支援対策施設整備交付金〔ハード交付金〕

市町村が、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村整備計画によ

り整備を行うための経費に対する補助を行うものであり、建物の新設

や増改築、大規模な改修などの整備を実施する場合に活用できる。

これまで、公立施設や社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、

公益財団法人が設置する施設を対象としてきたが、平成29年度より多

様な主体の参画による地域の支え合いの実現に向けて、その対象をＮ

ＰＯ法人等が設置する施設まで拡充したところであるので、多様な主

体の参画を積極的に進めていただきたい。

② 子ども・子育て支援交付金（開設準備経費 〔ソフト交付金〕）

地域子育て支援拠点を新たに開設する場合に必要となる簡易な修繕

や備品の購入に係る費用の支援に対して必要な予算を計上している。

本経費での簡易な修繕とは、あらかじめ相談機能等を有する既存施

設を活用して地域子育て支援拠点事業を実施する場合に必要となる

・ カウンター等の設置

・ カーペットの張り替え

・ 壁紙の張り替え

・ 空調設備の設置

などを想定しており、躯体など、建物を構成する構造体（柱や梁、壁、

天井、基礎など）に関わる改修工事は想定していないため十分ご留意

願いたい。

③ 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金（仮称 〔統合補助金〕）

既に実施している地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するため

に必要な簡易な修繕、備品の購入に係る費用の支援に対して必要な予

算を計上している。

本事業での簡易な修繕とは、これまで実施している施設の改修及び、
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移転に伴う既存施設の改修により地域子育て支援拠点事業を実施する

場合に必要となる

・ カウンター等の設置

・ カーペットの張り替え

・ 壁紙の張り替え

・ 空調設備の設置

などを想定しており、躯体など、建物を構成する構造体（柱や梁、壁、

天井、基礎など）に関わる改修工事は想定していないため十分ご留意

願いたい。

なお、②又は③については、地域子育て支援拠点事業が新規か継続

かを確認した上で実施するようご留意願いたい。

また、各自治体におかれては、地域子育て支援拠点の整備が、子育

て支援の推進だけでなく、空き店舗の活用等による地域の活性化等に

も寄与するため、各支援メニューを積極的にご活用いただくようお願

いしたい。

（３）指導者養成等研修（地域の子育て支援機能等強化事業）の実施

について

地域子育て支援拠点事業の従事者等を対象として、平成27年度から厚

生労働省の委託事業により「地域の人材による子育て支援活動強化研

修」を実施しているところである。本研修は、地域で実施されているこ

ども・子育てに関する先駆的・創意工夫のある取組等について、知識の

習得や情報共有等を行い、受講者の知見や支援技術の向上を図るととも

に、各受講者が地域の指導者的立場に立ち、その地域の実践者等に対し

て、研修で得た情報や事例等を周知し、効果的な実践につなげていくこ

とで、地域の子育て支援の一層の充実を図ることを目的としている。

【実施主体：国（※公募により民間団体に委託。令和４年度は、ＮＰＯ

法人子育てひろば全国連絡協議会が受託 】）

令和４年度においては、全国セミナーを１か所（福岡県）及びブロッ

ク研修を４か所（愛知県、大阪府、宮城県、東京都）で開催し、地域子

育て支援拠点において取り組むべき４つの基本事業の再確認や利用者支

援事業及び子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター

事業）等他の子育て支援事業との連携の必要性、効果的な実践方法等を

研修内容として実施したところである。

地域の子育て支援の強化には、こうした研修を通じて、各地域での取

組の経験・ノウハウの共有や普段の活動内容の評価などを行うことが必
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要であり、令和５年度も引き続き本研修を実施することとしているので、

自治体担当者を含め積極的な受講をお願いしたい。

なお、令和５年度における本研修の開催地は今後決定することとなる

が、開催地となる都道府県におかれてはご協力をお願いしたい。

（４）地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業について

（関連資料33参照）

地域子育て支援拠点事業の職員研修については ３ の指導者養成等、（ ）

研修のほか、

・ 新たに地域子育て支援拠点に従事する者や経験年数が浅い職員を対

象とした基礎的研修として「子育て支援員研修（地域子育て支援コー

ス・地域子育て支援拠点事業 」）

【実施主体：都道府県、市町村】

・ 中堅職員に必要となる知識・技能等の習得等資質の向上を図るため

の「地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業」

【実施主体：都道府県、市町村】

の実施に係る費用に対して必要な予算を計上しており、都道府県や市町

村において専門的な研修を実施するために必要な費用を補助している。

地域子育て支援拠点において、経験年数等や求められる役割等に応じた

職員の質の確保・向上を図るため、積極的に取り組んでいただきたい。

また、一部の自治体におかれては、独自の研修事業として、地域子育

て支援拠点事業の質向上のための職員研修を実施していると承知してい

るが、本研修事業をご活用いただき、受講対象者枠の拡大や、研修回数

を増やすなど、職員の資質の更なる向上にご尽力いただきたい。

各都道府県におかれては、積極的に管内市町村に周知いただくととも

に、市町村が本研修事業を実施する際に、地域子育て支援拠点事業に精

通した者や大学の教職員等を講師として紹介するなど、職員の資質向上

に向けた積極的な事業の推進に取り組んでいただくようお願いしたい。

（５）多様な子育て支援事業との一体的な実施について

地域子育て支援拠点において、一時預かり事業や子育て援助活動支援

事業 ファミリー・サポート・センター事業 利用者支援事業などを併（ ）、

せて実施する子育て支援の取組を展開することは、地域における総合的

な子育てに関する支援拠点として多様かつ複合的な支援効果が期待でき

ることから、このような取組を実施する市町村が増えつつある。

多機能型支援の取組状況等に関する調査研究（平成28・29年度子ど

も・子育て支援推進調査研究事業）によると、
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・ 地域子育て支援拠点での交流支援を中心として、子育て援助活動支

援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の登録や必要に応じ

て他の子育て支援サービスにつなぐことができるため、無理なく子育

て支援事業の活用が図られ、子育てに関する不安や悩みの早期対応、

早期解決に向けた支援の予防的な機能が発揮される。

・ 子育て親子にとって日常的な場所である地域子育て支援拠点におい

て利用者支援事業を利用できるため、相談に対する抵抗感や精神的負

担が軽減される。

・ 多機能型支援を同一施設で実施することで、事業種別を超えた職員

同士の情報共有が図られ、特定の事例（ケース）について理解を深め

たり、多面的に見立てることが可能になる。

・ 訪問支援によりつながった、心配な家庭を地域子育て支援拠点や利

用者支援事業につなぐことで、親子の見守り（モニタリング）機能を

果たせる。

・ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

を入り口として、地域子育て支援拠点や利用者支援事業の利用に結び

つくことで、より幅広い利用者層をカバーできる。

などの支援効果が見込まれるため、子育て支援の有効な取組であると考

えられる。

このため、各自治体におかれては、地域における総合的な子育て支援

拠点としての役割が一層高まることが期待される多様な子育て支援事業

との一体的な実施の必要性・有効性について十分了知いただくとともに、

積極的な実施に向けて、ご検討いただくようお願いしたい。

（６）地域子育て支援拠点と関係機関との連携について

発達障害者支援法 平成16年12月10日法律第167号 では 発達障害者（ ） 、

の家族が地域から孤立してしまい、その結果児童虐待につながってしま

うということがないよう、都道府県及び市町村は発達障害者の家族及び

その関係者への支援に努めることとしており 厚生労働省では ペアレ、 、「

ントプログラムの導入促進について 平成29年９月22日付け厚生労働省」（

子ども家庭局子育て支援課ほか連名事務連絡）を発出し、保護者に対し

てより前向きに子育てに臨める自信を持たせる取組であるペアレントプ

ログラムの実施について周知を図ったところである。

ペアレントプログラムは、子育てに難しさを感じる保護者が、こども

の「行動」の客観的な理解の仕方を学び、より前向きに子育てに臨む自

信を身につけることを目的としたものであり、育てにくさを感じている

保護者に対し、こどもの個性に合った子育てを実現するためのサポート
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を行い、保護者の子育てに対する考え方をより前向きにすることで、虐

待予防としての効果も期待できるものであるため、発達障害やその傾向

のあるこどもをもつ保護者だけでなく、さまざまな子育てに関する悩み

をもつ保護者にも有効とされている。

また、地域子育て支援拠点での講習等においてペアレントプログラム

を実施することにより、子育て親子が抱える子育てに関する悩みや不安

を軽減するとともに、地域子育て支援拠点の職員が子育てに関する理解

を深め、資質向上につながることも期待されるため、市町村におかれて

は、積極的に活用いただくようお願いしたい。

【参考】ペアレントプログラムについて

http://www.rehab.go.jp/ddis/howto/parents/

国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援（

センターHP）

６．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン

ター事業）について
（１）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事

業）の実施について （関連資料34参照）

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）は、

地域における育児の相互援助活動を推進するため、乳幼児や小学生等の

こどもを有する子育て中の保護者等を会員として、こどもの預かりの援

助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、

調整等を行う事業である。

「子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･センター事業）の

実施について 平成26年５月29日付け雇児発0529第17号厚生労働省雇用」（

均等・児童家庭局長通知）に基づき事業を実施する場合は、子ども・子

育て支援交付金において、運営費や土日実施等の加算事業に対する補助

を行っているので、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお

願いしたい。

一方で、ファミリー･サポート･センター事業の実施に当たっては、子

ども・子育て支援交付金の対象か否かに関わらず、預かり中のこどもの

安全確保のため、援助を行う会員の質の確保・向上を図るための取り組

み等が適切に行われることが重要であることから 子育て援助活動支援、「

事業 ファミリー･サポート･センター事業 の適切な実施について 令（ ） 」（

和元年９月20日付け子発0920第５号厚生労働省子ども家庭局長通知）に
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おいて、事業の実施に当たり必要な基本的事項を示していることから、

事業の実施に当たってはご留意いただきたい。

（２）援助を行う会員及びアドバイザーの資質向上等について

（関連資料34参照）

預かり中のこどもの安全対策等のため、ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生

等の実習を含んだ緊急救命講習及び事故防止に関する講習について、援

助を行う会員全員に対して必ず実施することとし、また、少なくとも５

年に１回、これらの講習のフォローアップ講習について、援助を行う会

員全員に対して必ず実施することとしていることから、適切な講習実施

についてお願いしたい。

また、問題を抱えた親、多胎児や障害児のいる家庭、ひとり親家庭な

どの配慮が必要なケースの増加、依頼内容の多様化等に伴い、相互援助

活動の調整等を行うアドバイザーの役割に関して重要性・専門性が増し

てきていることから、アドバイザーの資質向上を図り、ファミリー・サ

ポート・センター事業の効果的な運営に資するため、アドバイザー研修

事業の趣旨もご理解いただきたい。

令和５年度予算案では、引き続き、援助を行う会員への講習やアドバ

イザー向け研修に係る経費について子ども・子育て支援交付金の助成対

象としているほか、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費におい

ても助成対象として都道府県・市町村へ補助することとしている。令和

３年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費における当該研修の

交付申請件数が非常に少ない状況であるため、預かり中のこどもの安全

対策等の観点から、当該事業を活用し、積極的な研修実施に加え、子育

て支援員研修の地域保育コースのファミリー･サポート･センター事業専

門研修についても、積極的な研修実施をお願いしたい。

（３）援助を行う会員の確保方策等について （関連資料35参照）

令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、援助を行

う会員の確保方策、配慮が必要な子育て家庭等への対応方法等、ファミ

リー・サポート・センターが抱える課題及び対応方策について、実態把

握や課題の整理、援助を行う会員の確保等に関する各センターの取組事

例の収集を行った。これを踏まえ、令和４年度は、具体的な対応方策の

検討に関する調査研究を実施しているところであり、本調査研究の成果

物については、ホームページなどで追ってお示しすることとしているの

で、関係者への積極的な周知をお願いしたい。

なお、援助を行う会員の確保については、里親や地域ボランティアな
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ど援助を行う会員となり得る方々に対して、個別のアウトリーチを行い、

会員数を一定程度増やした場合の加算を計上しているので、積極的に活

用いただき、援助を行う会員の確保に努めていただきたい。

（参考）令和３年度調査研究報告書

https://www.jaaww.or.jp/securewp/wp-content/uploads/2022

/07/report_research_reiwa3.pdf

（４）事故報告等について

平成29年11月10日付けで児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が

公布・施行され、市町村に対して、本事業に関わる事故の把握及び事故

が発生した場合には事業に関する指導監督権限を持つ都道府県知事へ報

告することが義務づけられた。

また 「特定教育・保育施設等における事故の報告等について （平成、 」

、29年11月10日付け府子本第912号、29初幼教第11号、子保発1110第１号

子子発1110第１号、子家発1110第１号内閣府子ども・子育て本部参事官

子ども・子育て支援担当及び認定こども園担当 文部科学省初等中等（ ）、

教育局幼児教育課長及び健康教育・食育課長並びに厚生労働省子ども家

庭局保育課長、子育て支援課長及び家庭福祉課長連名通知）において、

重大事故については、都道府県等を経由して国へ報告を行うこととして

いるので、ご了知の上、管内市町村及び事業者に対し、援助を行う会員

に事故発生時の速やかな報告を求める等の措置を講ずるよう周知をお願

いする。

○重大事故の内容

・ 死亡事故

・ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等

（意識不明（人工呼吸器を付ける、ＩＣＵに入る等）の事故を含

み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案

が生じた時点で報告すること ）。

集約した重大事故に係る報告の情報については、データベース化し、

内閣府ＨＰ「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」

（※）において公表することとしているので、ご了知願いたい。

（※）掲載先

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html

なお、児童福祉法施行規則に、市町村は、事故の発生又は再発防止に
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努める旨規定されているため、報告のあった事故については、類似事故

の再発防止のため、事案に応じて公表を行うとともに、事故が発生した

要因や再発防止策等について、援助を行う会員に情報提供するなどの対

応をお願いする。

７．児童厚生施設について
（１）児童館の運営について （関連資料36参照）

児童館については、地域におけるこどもの遊びの環境の充実と健全育

成の推進を目的として 「児童館ガイドライン （平成30年10月1日子発、 」

1001第１号）において、地域のニーズに応えるための基本的事項、望ま

しい方向性を提示している。

各都道府県等におかれては、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、児童館

の運営の向上に努めるとともに、遊び及び生活を通じてこどもの発達を

促し、子育て支援活動等の役割が十分に発揮されるよう、管内市町村及

び児童館関係者に対して周知を図られたい。

また、児童館ガイドラインにおいては、下記の通り具体的な活動内容

を示している。

＜児童館の活動内容＞

①遊びによるこどもの育成 ②こどもの居場所の提供

③こどもが意見を述べる場の提供 ④配慮を必要とするこどもへの対応

⑤子育て支援の実施 ⑥地域の健全育成の環境づくり

⑦ボランティア等の育成と活動支援⑧放課後児童クラブの実施と連携

こどもの健全育成を図る地域の中核的な活動拠点である児童館は、子

ども・子育て支援新制度と相まって地域を支えていく社会資源として、

大きな期待が寄せられているところである。

虐待の発生予防、地域の子育て支援、こどもの主体性を尊重した活動

の支援、放課後児童クラブの実施など地域に根ざした取組を進め、こど

もの健全な育成を地域ぐるみで取り組む中核施設としての役割を担って

いただきたい。

特に、児童虐待の発生予防と早期発見は、こどもと子育て家庭が抱え

ている問題について早い段階から適切に対応していくことが求められる

ため、地域の関係機関等が連携する要保護児童対策地域協議会への児童

館の参加が期待されるところであり、各地域での児童館の積極的な参画

が図られるようご配慮いただきたい。
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さらに、放課後児童クラブに待機児童が生じていることに鑑み、特に

高学年児童については、こどもの状況や保護者のニーズに応じて、放課

後児童クラブに限らず、児童館も含めてこどもの放課後の居場所の確保

を図っていただきたい。

なお、今後の児童館のあり方については、令和５年４月から創設され

る こども家庭庁 において 継続した議論が行われるよう 放課後児「 」 、 、「

童対策に関する専門委員会 児童館のあり方に関するワーキンググルー

プ 令和４年８月～11月までに３回開催 において 現状や課題 今後」（ ） 、 、

のあり方等に関する検討を行い、

・こどもの居場所としての児童館機能・役割の強化

・ソーシャルワークを含めた福祉的課題への対応強化

・大型児童館を中心とした、地域における児童館全体の機能強化

の３点を柱とした、児童館の機能強化等の方向性をとりまとめたのでご

承知おきいただきたい。

（２）子ども・子育て支援新制度等における児童館の活用について

① 地域子育て支援拠点事業について

地域子育て支援拠点事業については、子育て中の親子の交流促進や

育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解消を図り、すべて

の子育て家庭を地域で支える取組として事業展開されている。子ど

も・子育て支援新制度においても重要な事業として位置づけられてお

り このうち 連携型 については 児童館等を主な実施場所として、 、「 」 、

いるので、児童館を活用した積極的な事業実施に努めていただきたい。

② 利用者支援事業について

利用者支援事業については、子育て家庭にとって身近な場所で相談

に応じ、その個別のニーズを把握して、適切な施設や事業等を円滑に

利用できるよう支援することを内容としており、地域の子育て家庭の

ニーズを実際の施設や事業等の利用に結び付けるうえで、市町村子ど

も・子育て支援事業計画の策定と「車の両輪」ともなる極めて重要な

事業である。

本事業の実施場所は「こども及びその保護者の身近な場所」とされ

ており、保護者等が日常的、継続的に利用できる敷居の低い場所が有

効とされているので、その実施に際しては、児童館の積極的な活用を

ご検討いただきたい。

③ 乳幼児触れ合い体験の推進について
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少子化社会対策大綱（平成27年３月20日閣議決定）では、学校・家

庭・地域において、乳幼児触れ合い体験（中学生や高校生等が乳幼児

と触れ合う体験）等の子育てに対する理解を広める取組を推進するこ

ととしている。また、ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日

閣議決定）においても、自分の職業や家庭、将来について考える機会

を提供するための体験・交流活動の一つとして、乳幼児触れ合い体験

等の強化に取り組むこととしている。児童館ガイドラインにおいても、

「乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験の取組」を示している。

各都道府県におかれては、乳幼児触れ合い体験に関する内容が次世

代育成支援対策推進法 平成15年法律第120号 に基づく行動計画策定（ ）

指針に盛り込まれていることを踏まえ、地域少子化対策重点推進交付

金 優良事例の横展開支援事業 内閣府 等を活用して 乳幼児親（「 」（ ）） 、

子と中･高校生世代をともに利用の対象としている児童館において 乳、

幼児触れ合い体験を積極的に実施していただき、必要な支援等を行っ

ていただくようお願いしたい。

（３）児童館等に従事する者の人材育成について

① 全国子どもの健全育成リーダー養成セミナーについて

厚生労働省では、児童館及び放課後児童クラブにおいて、社会的問

題である児童虐待の発生予防と早期発見、地域の子育て支援、こども

の主体性を尊重した活動の支援などの取組を進め、地域でこどもの健

全な育成や成長・発達を支えていくことができる人材の育成と専門性

の向上を図ることを目的として、地域でこどもの健全育成に携わる指

導者及び実践者や行政担当者等を対象とする「全国子どもの健全育成

リーダー養成セミナー」を実施している。

本年度においては、令和５年１月29日(日)に開催したところである

が、令和５年度においても同様に実施する予定である。詳細が決まり

次第、追ってお知らせするので、児童館、放課後児童クラブ等に周知

していただきたい。

② 児童厚生員等研修事業について

児童館は、総合的な放課後対策としてこどもの健全育成上重要な役

割を担っているため、都道府県及び市町村が児童厚生員（児童の遊び

を指導する者）等の資質の向上を図るための研修の実施に必要な経費

の補助を行っている。

児童館ガイドラインの普及啓発も含め、すべてのこどもを対象とし

た遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を担う人材の育成に
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寄与するよう、本事業の趣旨をご理解いただき、積極的な事業実施に

ご尽力いただきたい。

（４）社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委

員会」について （関連資料37・38参照)

社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委員会」

平成27年５月設置 以下 専門委員会 という では 17回にわたっ（ 。 「 」 。） 、

て、児童館等における遊びのプログラム等の普及啓発や開発についての

検討、地域の児童館等の果たすべき機能及び役割の検討を行ってきた。

専門委員会における検討内容及び結果は 遊びのプログラム等に関す、「

る専門委員会の終了に当たって 令和４年７月14日 として提言にまと」（ ）

められている （URL；https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000。

991606.pdf）

令和５年４月のこども家庭庁設置に伴い、専門委員会は令和４年度を

もって廃止となるが、提言書で示された課題等も踏まえ、遊びのプログ

ラム等の普及啓発や開発、今後の地域の児童館のあり方等について引き

続き検討していく予定である。

また、令和５年度予算案においても、引き続き「児童館等における遊

びのプログラム等の開発・普及」に係る経費を計上し、これまでの成果

を踏まえ、さらに地域の児童館等での遊びのプログラム等の普及・浸透

を図ることとしている。

（５）児童館における第三者評価基準ガイドラインについて

児童館における第三者評価基準ガイドラインについては「 福祉サー「「

ビス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」の一

部改正について 平成30年３月26日付け子発0326第10号 社援発0326第」（ 、

７号、老発0326第７号）並びに「児童館ガイドラインの改正について」

（平成30年10月１日付け子発1001第１号）の内容を踏まえ、福祉サービ

ス第三者評価事業の全国推進組織である全国社会福祉協議会に設けられ

た「福祉サービス質の向上推進委員会」で、見直しに向けた検討を行い、

令和２年９月３日付けで改正を行ったところである。

各都道府県においては、本ガイドラインについて都道府県推進組織、

貴管内市町村等の関係者に対する周知をお願いする （URL；http://sh。

akyo-hyouka.net/evaluation4/）

（６）児童厚生施設に対する財政支援措置について

① 令和５年度予算案について （関連資料39参照）
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児童館については、

・ 発達段階等に配慮した健全育成活動やこどもの権利を基盤とする

健全育成活動

・ 要支援児童・家庭への支援、地域における見守り支援体制の構築

・ 他施設（地域子育て支援拠点事業、公民館、児童遊園等）へのア

ウトリーチ

等総合的に展開できることが求められているが、具体的な対応例が示

されていないことから、取組が進んでいない。

このため、令和４年度予算より、以下のとおり設定したテーマに対

する事業を実践し、アウトプット評価の実施を行い、横展開が可能に

なるような事例集の作成に向けた「児童館における健全育成活動開発

事業」を実施している。

（参考：テーマ例）

・ 発達段階等に配慮した健全育成活動

年齢や発達に応じた 児童センター 体力増進機能が付加 児、 （ ）、

童遊園を活用した体力向上や運動機会提供に資するもの 等

・ こどもの権利を基盤とする健全育成活動

こどもの意見尊重や主体的な活動、児童館ガイドラインで示し

たこどもを運営協議会等の構成員にすることを促進するもの 等

・ 福祉的な課題への対応

相談支援体制の構築、関係機関との連携や地域住民との協働事

業、配慮を要する児童・家庭を対象としたもの 等

令和５年度予算案においても、引き続き、同事業を実施するととも

に、これまでのテーマに加え、特定テーマとして、

・ 改正児童福祉法（令和４年法律第66号）に基づく「児童育成支援

拠点事業」や「地域子育て相談機関」の実施に向けて、その基盤と

なる取組

・ 障害児の受け入れの推進に向けて、専門的知識等を有する児童厚

生員等を配置し、障害児を含めたこども達の遊びの充実や保護者等

からの相談体制の充実を図るもの

を新たに設定することとしている。

児童館については、今後「こども家庭庁」において議論されること

となる「全てのこどもの居場所づくり」において、重要な役割を担う

ことが期待されることから、都道府県等におかれては、本事業を積極

的に活用いただき、児童館の機能強化等を進めていただきたい。

② 令和４年度第二次補正予算について （関連資料40・41参照）
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ア 新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援について

児童厚生施設における新型コロナウイルス感染症対策の支援とし

て、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が発生した場合に、職

員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくた

めに必要な経費のほか、感染対策のための改修に必要な経費を計上

しているので、積極的な事業の実施をお願いしたい。

なお、地方負担分については、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の対象事業となっているので、各都道府県等にお

かれては、支援を必要とする児童厚生施設へ支援が行き渡るよう、

予算措置にご配慮いただきたい。

イ 児童館におけるＩＣＴ化について

児童館におけるＩＣＴ化に向けて、入退館やこどもの記録管理、

研修のオンライン化などの職員の業務負担軽減につながる機器の導

入や、利用者同士の交流、相談支援のオンライン化など支援の質の

向上につながる機器の導入などに必要な経費を計上している。

児童館におけるＩＣＴ化は、職員の業務効率化・負担軽減に資す

るだけではなく、こどもにとっても児童館をより利用しやすく、ま

た、交流の場を広げることができる効果があり、保護者にとっても

子育て等に関する相談がしやすい環境を整えることができると考え

られることから、各都道府県等におかれては、積極的な事業の実施

をお願いしたい。

③ 民営児童館に対する財政支援措置について

「民間児童館活動事業」及び「児童福祉施設併設型民間児童館事

業」に係る国庫補助金については、平成22年度税制改正による年少扶

養控除の廃止等に伴う地方増収分について、国と地方の負担調整を行

った結果、平成23年度末で一般財源化されたが、これらの事業に係る

経費相当分については、基準財政需要額に算入することにより地方交

付税措置を講じているので、各自治体におかれては、地域におけるこ

どもの健全育成を図るため、引き続き、民営児童館を活用した取組の

実施に努めていただきたい。

８．児童委員・主任児童委員について
（１）児童委員・主任児童委員の円滑な活動について

少子化や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化、児童虐待、いじ

め、少年非行、こどもの自殺や貧困等、こどもや家庭をめぐる課題が複
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雑かつ深刻化している。また、都市化、核家族化に伴う地域のつながり

の希薄化等が課題となっており、社会全体で子育て家庭を支援する必要

性が高まっている。このような状況の中で、住民の立場に立ち、住民と

の信頼関係の中でこどもや子育て家庭への支援をボランティアとして行

う児童委員・主任児童委員への期待は高まっているが、一方、児童委

員・主任児童委員の活動について、地域住民や関係機関における理解・

浸透が十分ではないことが課題となっている。

乳幼児のいる子育て中の親子への訪問支援、中・高校生の居場所づく

りに配慮した活動など、児童委員・主任児童委員が地域の実情に即した

様々な活動に取り組んでいただいていることを踏まえつつ、今後も地域

における身近な相談役として活躍できるよう、各自治体におかれては、

活動環境の整備について一層のご協力をお願いしたい。

また、新型コロナウイルス感染症対策に関しては、各自治体において、

引き続き最新かつ正確な情報を保健所等の関係機関と十分連携しつつ収

集し、これらの情報を民生委員・児童委員に提供されたい。

（２）関係機関との連携について

児童委員の職務は、地域の実情の把握、地域での相談・支援活動の他、

関係機関（市区町村、児童相談所、学校、保健所等）との連携、こども

の健全育成のための地域活動(児童館、子育てサークル、子ども会等)の

援助・協力など、情報の共有を含めた地域との関係づくりが必要である。

児童委員の中から指名される主任児童委員は、関係機関と区域担当の児

童委員との連絡調整や援助・協力などの活動が求められている。児童相

談所や学校等の関係機関と顔の見える関係をつくり、地域のこどもやそ

の家庭の実情を把握することで、ひとり親家庭や多子世帯等の自立支援、

児童虐待の発生予防・早期発見を図る上でも大きな役割を果たすことが

期待されている。

特に 虐待を受けているこどもをはじめとする要支援児童等 児童福、 （

祉法（昭和22年法律第164号）第25条の２第２項に規定する「支援対象

児童等 をいう 以下同じ の早期発見や適切な支援・保護を図るため」 。 。）

には 関係機関等がそのこども等に関する情報や考え方を共有し 適切、 、

な連携の下で対応していくことが重要であるため 要保護児童対策地域、

協議会の構成員として児童委員・主任児童委員の積極的な参加が求めら

れる。児童委員・主任児童委員が要保護児童対策地域協議会の構成員と

なることで、児童福祉法第25条の５に基づく守秘義務が課せられ、支援

対象児童等に関する情報の共有と支援方策に係る協議・対応の円滑化が

期待できる。なお、児童福祉法第25条の３に基づく資料又は情報の提供
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や必要な協力は、個人情報保護法（平成15年法律第57号）上の「法令に

基づく場合」に該当し、法令違反には当たらないので留意されたい。

また、就学中のこどもに関しては、学校だけでは抱えきれない課題や

問題が多く、学校に配置されるスクールソーシャルワーカーや養護教諭

と児童委員・主任児童委員が連携することで、効果的な支援が期待でき

るため、行政において児童福祉部局、教育委員会及び学校等の関係機関

との連携を強化し、児童委員・主任児童委員と学校関係者が協力・連携

してこどもや子育て家庭への支援活動に積極的に取り組むことができる

環境づくりに努めていただきたい。

各自治体におかれては、児童委員の職務が円滑・適切に遂行されるよ

う、児童福祉施策等に関する知識や対人援助技術等の習得、守秘義務の

遵守及び違反した場合の罰則規定（児童福祉法第61条の３）に関するこ

と、こども家庭支援に関する関係機関との情報の交換・共有を含む役割

や連携のあり方などをカリキュラムに盛り込んだ児童委員・主任児童委

員向け研修を計画的に企画・実施していただくようお願いしたい。

また、研修の企画・実施にあたっては、従前の研修課題に加え、新た

な施策や社会的課題等を踏まえた研修内容の充実を図るようお願いする。

（３）こども家庭庁創設に伴う民生委員・児童委員制度の運用等につ

いて （関連資料42参照）

「こども家庭庁創設に伴う民生委員・児童委員制度の運用等につい

て 令和４年６月22日厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 社会・援」（ 、

護局地域福祉課事務連絡）によりご連絡しているとおり、令和５年度か

ら 児童委員 主任児童委員を含む 以下同じ 制度は 児童福祉法を、 （ 。 。） 、

所管することとなるこども家庭庁へ移管されることとなる。一方で、こ

ども家庭庁の設置後においても、民生委員・児童委員に関する制度の一

体的運用が行われるよう、民生委員・児童委員の委嘱、主任児童委員の

指名は引き続き厚生労働大臣が行うこととするとともに、民生委員法及

び児童福祉法において、運用に当たっての連携規定を新設している。

各地方公共団体においては、その内容をご了知いただくともに、民生

委員・児童委員制度の担当部局が相互に連携を図りながら、引き続き円

滑な制度の運用に格別の配慮をお願いしたい 。

９．母親クラブ等の地域組織活動等について
母親クラブや子育てＮＰＯ等の地域組織においては、地域における親

子交流・世代間交流をはじめとするこどもの健全育成の向上のための事
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業の実施やこどもの事故防止等のための活動など、各地域で多様な子育

て支援活動を実施している。

次世代育成支援対策推進法 平成15年法律第120号 に基づく行動計画（ ）

策定指針に「乳幼児触れ合い体験」に関する内容が盛り込まれているが、

「乳幼児触れ合い体験」の実施に当たり、地域の乳幼児親子と関わりの

ある母親クラブや子育てＮＰＯ等の地域組織と中学校や高等学校等との

協力関係・連携が図られるよう、管内市町村への情報提供及び助言等を

お願いしたい なお 乳幼児触れ合い体験 等を実施する際は 地域少。 、「 」 、

子化対策重点推進交付金 結婚 妊娠・出産 子育てに温かい社会づく（「 、 、

り・機運醸成事業 （令和５年度よりこども家庭庁所管)）の活用が見込」

めるので、積極的に実施していただくようお願いしたい。

なお、母親クラブ等の活動費の助成については、平成22年度税制改正

による年少扶養控除の廃止等に伴う地方増収分について、国と地方の負

担調整を行った結果、平成23年度末で一般財源化されたが、これらの事

業に係る経費相当分については、基準財政需要額に算入することにより

地方交付税措置を講じているところであるので、各自治体におかれては、

こどもの健全育成のため、引き続き母親クラブ等と連携し、地域組織活

動の推進に努めていただきたい。
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新・放課後子ども総合プラン

○そのため、引き続き共働き家庭等の「小1の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活
動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な整備等を推進するため、下記のとおり目標を設定し、新たなプ
ランを策定。

■放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整備し、待機児童解消を目指し、その
後も女性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万人分の受け皿を整備（約122万人⇒約152万人）

（2018（平成30）年９月14日公表）

「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる目標（2019～2023年）

○現行プランにおける放課後児童クラブ、放課後子供教室の両事業の実績は、放課後児童クラブの約30万人分整備が順調に進むなど、大きく伸びて
いるが、近年の女性就業率の上昇等により、更なる共働き家庭等の児童数の増加が見込まれており、「小1の壁」を打破するとともに待機児童を
解消するため放課後児童クラブの追加的な整備が不可欠な状況。

○小学校内で両事業を行う「一体型」の実施は、増加傾向にあるものの目標への到達を果たしていない。一方で、地域の実情に応じて社会教育施設
や児童館等の小学校以外の施設を活用して両事業を行い、多様な体験・活動を行っている例も見られる。

背景・課題

■全ての小学校区で、両事業を一体的に又は連携して実施し、うち小学校内で一体型として１万箇所
以上で実施することを目指す。

■子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの
自主性、社会性等のより一層の向上を図る。

■両事業を新たに整備等する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放課
後児童クラブの約80％を小学校内で実施することを目指す。

「新・放課後子ども総合プラン」において示す目標（抜粋）
放課後児童クラブの量的拡充を図り、2021年度末までに約25万人分を整備し待機児童の解消を目指し、女性就業率
の上昇を踏まえ2023年度末までにさらに約５万人分を整備し、５年間で約30万人分の受け皿を整備する。
122万人⇒152万人

放課後児童クラブの受け皿整備（「新・放課後子ども総合プラン」）

「放課後子ども総合プラン」
（４年間）

2015（Ｈ27）年度
2018（Ｈ30）
年度末

2023年度末

約30万人増

2021年度末

待機児童数

女性(25-44歳)就業率

ゼロ

80％

小１の壁の解消、小１の利用率が保
育（３～５歳児）の８割程度
３年間で約25万人分の受け皿を整備

約1.7万人（H29.5)

約25万人増

72.7％(H28)

自治体を支援し､３年間で待機児童を解消

約5万人増

目標値
122万人

目標値
152万人

放課後子ども総合

プランの１年前倒し

「新・放課後子ども総合プラン」
（５年間）

登録児童数 約117万人（H29.5)

（2018（平成30）年９月14日公表）
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2021年4月1日

厚生労働省 子ども家庭局子育て支援課

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の参酌化に伴う条
例改正等の状況について（令和４年４月１日時点）＜調査結果のポイント＞

１．調査結果の概要

２．放課後児童支援員の配置及び数

３．放課後児童支援員の資格

４．職員の配置（専任規定）

５．参酌化による影響

1

110

YSPMG
テキスト ボックス
資料５




１．調査結果の概要
○ 第９次地方分権一括法により、放課後児童クラブの職員に関する基準（人員配置・資格要件）が、「従うべき基準」から「参酌すべき
基準」に改正（令和２年４月１日施行）された。

＜職員に関する基準の概要＞
・ 放課後児童支援員を２人以上配置（うち１人を除き補助員の代替可）
・ 放課後児童支援員の資格要件は『保育士等の基礎資格＋認定資格研修修了（令和２年３月末までは修了予定者含む）』
・ 放課後児童支援員及び補助員は、原則、専任であること

○ 今般の参酌化に伴い、各自治体における条例の改正状況についてこれまで調査を実施した。（直近は令和４年4月１日）
○ その結果、放課後児童クラブを実施している自治体1,629か所のうち、649か所（39.8%）において、条例改正が行われた。
◯ 具体的な改正内容は、以下のとおりとなっている。

2

令和４年４月１日時点
（①）

令和３年７月１日時点
（②）

令和２年９月30日時点
（③） 増減（①ー②）

放課後児童支援員の配置及び数に関する改正 64か所 44か所 32か所 ＋20か所

放課後児童支援員の資格要件に関する改正 11か所 11か所 10か所 ±0か所

認定資格研修修了要件の経過措置延長 622か所 606か所 560か所 ＋16か所

職員の専任規定に関する改正 2か所 2か所 2か所 ±0か所

【概要】
○ 放課後児童支援員の配置及び数に関する基準について、国の基準と異なる規定を設けている自治体数は、放課後児童クラ
ブを実施している自治体の約４％の６４カ所。

◯ 放課後児童支援員の資格に関する基準について、国の基準と異なる規定を設けている自治体数は、放課後児童クラブを実施
している自治体の約１％の１１カ所。

○ なお、条例を改正した自治体の多くでは、認定資格研修修了要件に係る経過措置期間の延長の改正が行われている。

※放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
（職員）
第十条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
２ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに二人以上とする。ただし、その一人を除き、補助員（放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をい
う。第五項において同じ。）をもってこれに代えることができる。

２．放課後児童支援員の配置及び数に関する改正状況

令和４年４月１日時点（①） 令和３年７月１日時点（②） 令和２年９月30日時点（③） 増減（①ー②）
放課後児童支援員の１人配置可能 46か所 32か所 27か所 ＋14か所

補助員の２人配置可能 5か所 ４か所 ２か所 ＋1か所
補助員の１人配置可能 ７か所 ５か所 １か所 ＋2か所
その他 ６か所 ３か所 ２か所 ＋3か所

令和４年４月１日時点（①） 令和３年７月１日時点（②） 令和２年９月30日時点（③） 増減（①ー②）
利用児童が20人未満の事業所 26か所 15か所 10か所 ＋11か所
夕方等の特定の時間帯 13か所 11か所 ８か所 ＋2か所
土曜日等の特定の曜日 11か所 ８か所 ５か所 ＋3か所
その他 22か所 16か所 14か所 ＋6か所
特段の制限は設けていない 6か所 ４か所 ２か所 ＋2か所

①規定の内容

②①を認める場合の要件（複数回答）

3

令和４年４月1日時点（①） 令和３年７月１日時点（②） 令和２年９月30日時点（③） 増減（①ー②）
条例で規定 12か所 ８か所 ７か所 ＋ ４か所
施行規則、要綱、通知等で規定 46か所 30か所 12か所 ＋16か所
その他 6か所 ６か所 13か所 ±0か所

③安全確保策の規定状況

➣ 国の基準※と異なる規定を設けている自治体数 は６４か所となっている。
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※放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
（職員）
第十条
３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が行う研修を修了したものでなければならない。
一 保育士の資格を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 高等学校卒業者等であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
四 教育職員の免許状を有する者
五 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
六 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、大
学院への入学が認められた者
七 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
九 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
十 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

３．放課後児童支援員の資格に関する改正状況（基礎資格の規定状況等）

➣ 国の基準※と異なる規定を設けている自治体数 は11か所となっている。

4

令和４年４月1日時点（①） 令和３年７月１日時点（②） 令和２年９月30日時点（③） 増減（①ー②）
国の基準と異なる基礎資格を規定 6か所 ６か所 ５か所 ±0か所

①基礎資格の規定状況

②放課後児童支援員認定資格研修修了義務の有無

令和４年４月1日時点（①） 令和３年７月１日時点（②） 令和２年９月30日時点（③） 増減（①ー②）
修了義務なし 6か所 ６か所 ５か所 ±0か所

３．放課後児童支援員の資格に関する改正状況（認定資格研修に係る経過措置）

➣ 認定資格研修に係る経過措置を設けている自治体数 は622か所となっている。

5

○放課後児童支援員認定資格研修修了に係る経過措置延長の状況

令和４年４月1日時点（①） 令和３年７月１日時点（①） 令和２年９月30日時点（②） 増減（①ー②）
１年未満 15か所 15か所 ー ±0か所

１年以上２年未満 43か所 46か所 53か所 ▲3か所
２年以上３年未満 73か所 72か所 64か所 ＋１か所
３年以上４年未満 187か所 175か所 158か所 ＋12か所
４年以上 140か所 138か所 126か所 ＋２か所
その他 164か所 158か所 159か所 +6か所

※放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
附 則
（職員の経過措置）
第二条 この省令の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間、第十条第三項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの（平成三十二
年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。）」とする。

○経過措置を延長した主な理由（複数回答）

令和４年４月１日時点
急な退職等の人員不足に対応するため 159か所
基礎資格を持った新規採用者をみなし支援員として取扱い、人員不足に対応するため 223か所
年度途中に採用された者等について、年度内に研修が受けられない可能性があるため 45か所
研修回数や定員が不足しており、年度内に全ての研修対象者が受講できないため 56か所
その他 139か所
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４．職員の配置に関する改正状況（専任規定）

➣ 国の基準※と異なる規定を設けている自治体数 は２か所となっている。

6

○職員の考え方（設備運営基準第10条第５項）

令和４年４月1日時点（①） 令和３年７月１日時点（①） 令和２年９月30日時点（②） 増減（①ー②）
原則専任だが、兼務規定を国の基準より幅
広くしている 2か所 2か所 2か所 ±０か所

※放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
（職員）
第十条
５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が二十人未満の放課後児童健全育成事業所であっ
て、放課後児童支援員のうち一人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限
りでない。

５．参酌化による影響
➣ 条 例 を 改 正 し た 自 治 体 （ ６ ４ ９ か 所 ） の う ち 、 参 酌 化 に よ る 影 響 が あ っ た と 回 答 し た 自 治 体 数 は
４００か所となっている。

7

○影響ありの場合の具体的な内容（複数回答）

令和４年４月1日時点（①） 令和３年７月１日時点（①） 令和２年９月30日時点（②） 増減（①ー②）
事業の継続が困難であったが、参酌化により
事業の継続が可能となった 303か所 283か所 273か所 ＋20か所

これまで放課後児童クラブを実施していな
かったが、参酌化により新たに事業を開始し
た（する予定）

19か所 21か所 17か所 ▲２か所

利用児童の少ない夕方の時間帯の開所時
間を延長する等、より保護者のニーズに応え
る対応が可能となった

17か所 16か所 15か所 ＋１か所

急な退職があった場合でも、設備運営基準
の参酌化により運営に支障を来さなくなった 133か所 94か所 ー ＋39か所

その他 30か所 30か所 34か所 ±０か所
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令和４年度予算額 １，０６５億円 → 令和５年度予算案 １，２０５億円

○ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学
校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため
に要する運営費及び施設整備費に対する補助。

○ 実施主体：市町村（特別区を含む） ※市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる

運営費（基本分）の負担の考え方

1 / 3
1 / 3
1 / 3国1 / 6

都道府県1 / 6

市町村1 / 6

保護者
1 / 2

※国(1/6)は事業主拠出金財源

子ども・子育て支援交付金 令和４年度 ９８１億円 → 令和５年度予算案 １，０４６億円

子ども・子育て支援施設整備交付金 令和４年度 ８４億円 → 令和５年度予算案 １５９億円

「新・放課後子ども総合プラン」（平成30年９月14日策定）を踏まえ、放課後児童クラブについて、2023年度末までに計約30万人分（約
122万人から約152万人）の受け皿整備を図る。また、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底
し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図る。

2018年度

約122万人
(予算)

新たなプランの期間（2019～2023年度）

約130万人
(予算)

約139万人
(予算)

約147万人
(予算)

約152万人
(新プランに
掲げる目標値)

約30万人分

2019年度 2020年度 2021年度 2023年度

約150万人
(予算)

2022年度

１．運営費等（主な内容）

（１）放課後児童健全育成事業（運営費）

放課後児童クラブの運営に必要な経費に対する補助

（２）放課後子ども環境整備事業

既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するための改修等に必要
な経費に対する補助

（３）放課後児童クラブ支援事業
① 障害児を受け入れた場合の加配職員の配置等に必要な経費に対する補助

② 待機児童が存在している地域等において、アパート等を活用して、新たに放課
後児童クラブを実施するために必要な賃借料等に対する補助

③ 放課後児童クラブへの移動や帰宅する際の送迎支援に必要な経費に対する補助

（４）障害児受入強化推進事業等

（３）の①に加え、障害児を３人以上受け入れた場合の加配職員及び医療的ケア
児に対する支援に必要な専門職員の配置等に必要な経費に対する補助

（５）放課後児童支援員の処遇改善

① 18:30を超えて開所するクラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善に必要な
経費に対する補助

② 放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善に必要な経費に対す
る補助

③ 収入を3％程度(月額9,000円)引き上げるための措置に係る補助

（６）放課後児童クラブ育成支援体制強化事業

遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行え
る環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要な経費に対す
る補助

放課後児童クラブ関係予算のポイント

施策の目的

新・放課後子ども総合プランについて

３．研修関係（主な内容）

（１）放課後児童支援員認定資格研修

放課後児童支援員として認定されるために修了が義務づけられている
研修を実施するために必要な経費に対する補助

（２）放課後児童支援員等資質向上研修事業

現任職員向けの研修を実施するために必要な経費に対する補助

２．施設整備費（主な内容）

放課後児童クラブの施設整備に必要な経費に対する補助

＜国庫補助率嵩上げ（平成28年度からの継続）＞

公立の場合：（嵩上げ前）国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
→（嵩上げ後）国２／３、都道府県１／６、市町村１／６

民立の場合：（嵩上げ前）国２／９、都道府県２／９、市町村２／９、社会福祉法人等１／３
→（嵩上げ後）国１／２、都道府県１／８、市町村１／８、社会福祉法人等１／４

2

４．その他（保育対策総合支援事業費補助金により実施）

（１）放課後居場所緊急対策事業

待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、待機児童が10人以上の
市町村における放課後児童クラブを利用できない児童を対象に、児童館や
公民館等の既存の社会資源を活用し、放課後等に安全で安心な子どもの居
場所を提供する。【拡充】

※主に４年生以上を対象にしていたものを全学年に拡大

（２）小規模多機能・放課後児童支援事業

地域の実情に応じた放課後の子どもの居場所を提供するため、小規模の
放課後児童の預かり事業及び保育所などを組み合わせた小規模・多機能の
放課後児童支援を行う。

Ⅰ 子どもの居場所の確保

（１）放課後児童クラブ巡回アドバイザーの配置（「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事
業」の中で実施）

利用児童の安全確保や、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上が図られるよう、放課後
児童クラブを巡回するアドバイザーを市町村等に配置する。

（２）放課後児童クラブの人材確保支援（「保育士・保育所支援センター設置運営事業」及び
「保育人材等就職・交流支援事業」の中で実施）

放課後児童支援員の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するため、保育士・保育所支援
センター等において、求人情報の提供や事業者とのマッチングを行う。また、同センターと連携
し、市町村において就職相談等の支援を行う。

Ⅱ 育成支援の内容の質の向上

５．令和５年度予算案における運営費の主な拡充内容

① 放課後児童健全育成事業（運営費）（子ども・子育て支援交付金）【拡充】

放課後児童支援員は、基礎資格＋研修受講という仕組みになっているところ、子ども・子育て支援交付金の算定上、この研修受講について、令和５年３月31日ま
でに研修を修了することを予定している者まで含む経過措置を設けている。

本経過措置が終了することを踏まえ、卒業してすぐに就職する職員などに一定の猶予が必要なこと、急な退職時等の職員確保が難しいこと等を考慮し、研修受講
については、「①研修計画を定めること、②採用から２年以内に研修修了を予定していること」という２つの要件を満たす場合は、研修を修了していない者も放課
後児童支援員とみなすことができるものとする。

② 放課後児童クラブ運営支援事業（子ども・子育て支援交付金）【拡充】

待機児童解消に向けた緊急対応として、学校敷地外の民家・アパート等を活用して事業を実施するための賃借料補助の対象に、プレハブの設置に係る経費（リー
ス代）を加えることとする。

③ 放課後児童クラブ利用調整支援事業（子ども・子育て支援交付金）【新規】

待機児童が生じている又は生じる見込みのある市町村において、放課後児童クラブの利用ができなかった児童等に対して、他の放課後児童クラブや児童館等、放
課後に利用可能な施設等の利用を斡旋するとともに、障害児の受入れに向けた調整を行うなど、待機児童解消への取組に係る経費を補助する事業を創設する。
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居
場
所
づ
くり
に

向
け
た
協
議
を行
う場
（
以
下
「関
係
者
協
議
会
」と
い
う。
）
を設
け
、市
町
村
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ担
当
部
署
や
学
校
・教
育
委
員
会
等
の
関
係
者
を
集
め
、学
校
施

設
の
利
用
促
進
の
観
点
（
学
校
施
設
の
管
理
運
営
の
責
任
所
在
や
利
用
の
時
間
帯
な
ど）
も
含
め
、両
事
業
を連
携
又
は
一
体
的
に
実
施
す
る
上
で
の
課
題
を整
理
し、

具
体
的
な
対
応
策
を検
討
す
る
。

イ
関
係
者
協
議
会
に
は
、市
町
村
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ
担
当
部
署
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
職
員
、学
校
・教
育
委
員
会
関
係
者
や
放
課
後
子
供
教
室
関
係
者
な
ど両
事

業
の
関
係
者
が
参
画
す
る
とと
も
に
、放
課
後
児
童
クラ
ブ等
を利
用
して
い
る
子
ども
な
どの
意
見
を反
映
させ
る
仕
組
み
を設
け
る
。

ウ
関
係
者
協
議
会
は
定
期
的
に
開
催
し、
協
議
会
に
参
画
す
る
者
・開
催
回
数
・利
用
者
か
らの
意
見
聴
取
方
法
等
を定
め
た
「協
議
実
施
計
画
」を
あ
らか
じめ
策
定
す
る
。

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
の
連
携
又
は
一
体
的
実
施
に
向
け
た
効
果
的
な
実
施
方
法
等
の
検
証

ア
関
係
者
協
議
会
に
お
い
て
議
論
され
た
課
題
や
対
応
策
に
つ
い
て
、事
業
の
準
備
か
ら実
施
ま
で
の
実
際
の
運
用
を
通
して
把
握
した
効
果
や
新
た
な
課
題
を
整
理
し、
よ
り

実
践
的
・効
果
的
な
実
施
方
法
等
の
検
証
を行
う。

イ
検
証
に
当
た
って
は
、関
係
者
協
議
会
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
とし
、実
際
の
運
用
期
間
中
及
び
運
用
終
了
後
に
お
い
て
検
証
を
行
うも
の
とし
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
等
を

利
用
して
い
る
子
ども
や
保
護
者
か
ら意
見
を聴
取
す
る
な
どし
、利
用
者
の
意
見
も
踏
まえ
な
が
ら検
証
を行
う。

ウ
検
証
結
果
に
つ
い
て
は
、関
係
者
協
議
会
に
参
画
す
る
者
の
み
な
らず
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
等
を
利
用
して
い
る
子
ども
や
保
護
者
、そ
の
他
両
事
業
の
関
係
者
が
閲
覧
で

きる
よう
に
す
る
とと
も
に
、国
に
報
告
す
る
。

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

○
「新
・放
課
後
子
ども
総
合
プラ
ン」
に
基
づ
き、
放
課
後
児
童
クラ
ブと
放
課
後
子
供
教
室
が
連
携
して
事
業
を実
施
し、
放
課
後
の
子
ども
の
居
場
所
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
、両
事
業
に
関

わ
る
者
の
連
絡
調
整
の
場
の
設
置
、連
携
に
資
す
る事
前
準
備
か
ら事
業
実
施
の
検
証
を行
うこ
とに
より
、両
事
業
の
連
携
又
は
一
体
的
実
施
を
促
進
す
る
。

１
事
業
の
目
的

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算
１
億
円

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
連
携
促
進
実
証
モ
デ
ル
事
業

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金
）

◆
実
施
主
体
：
市
町
村

◆
補
助
率
：
定
額
（
国
：
１
０
／
１
０
）

◆
補
助
基
準
額
（
１
事
業
所
当
た
り）
：
1,
68
5千
円

連
絡
の
場
、検
証
の
場
の
設
置

課
題
の
整
理
・実
施
方
法
の
検
討
・検
証

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

放
課
後
子
供
教
室

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

参
加
に
向
け
た

準
備
・調
整
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令和４年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

※①…非常勤を含む職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業を実施している市町村
②…常勤職員を配置するための追加費用（賃金改善に必要な費用を含む）の一部を補助する事業を実施している市町村

No. 都道府県
実施市区
町村数

1 北海道 8 札幌市①② 函館市① 帯広市① 江別市① 名寄市② 当別町① 鷹栖町① 更別村①

2 青森県 5 弘前市①② 藤崎町①② 三戸町① 田子町① 新郷村①

盛岡市①② 大船渡市① 花巻市①② 北上市① 久慈市① 一関市① 陸前高田市① 釜石市② 奥州市①② 滝沢市①②

大槌町①

4 宮城県 3 仙台市① 石巻市① 登米市①②

5 秋田県 3 能代市① 鹿角市① 潟上市②

山形市①② 米沢市①② 鶴岡市①② 酒田市① 新庄市② 寒河江市①② 村山市① 長井市① 天童市①② 東根市①②

山辺町① 大江町② 大石田町①② 三川町② 庄内町① 遊佐町①

7 福島県 3 福島市①② 会津若松市①② いわき市①②

水戸市① 石岡市① 常総市② 北茨城市① つくば市① ひたちなか市①② 潮来市① 常陸大宮市①② かすみがうら市①② 小美玉市①②

東海村①

9 栃木県 8 足利市① 栃木市①② 佐野市① 日光市①② 大田原市① 矢板市② 那須塩原市① 野木町②

前橋市① 高崎市① 桐生市② 伊勢崎市① 太田市① 沼田市① 館林市①② 渋川市① 藤岡市① 富岡市①

安中市① 榛東村① 下仁田町① みなかみ町① 玉村町② 明和町① 邑楽町①

さいたま市①② 熊谷市①② 行田市② 秩父市① 飯能市① 加須市①② 本庄市①② 東松山市① 鴻巣市① 深谷市①②

上尾市② 草加市② 越谷市① 蕨市① 戸田市①② 入間市① 朝霞市①② 和光市①② 新座市① 桶川市①

久喜市① 北本市② 八潮市① 富士見市① 三郷市①② 蓮田市① 坂戸市② 幸手市① 鶴ヶ島市① 日高市①②

吉川市① ふじみ野市① 白岡市① 伊奈町① 滑川町①② 小川町① 川島町① 吉見町① 鳩山町② ときがわ町①②

小鹿野町① 上里町① 寄居町① 宮代町① 杉戸町①

千葉市① 市川市② 船橋市① 松戸市①② 野田市① 成田市① 習志野市① 市原市① 八千代市① 鴨川市①②

鎌ケ谷市① 四街道市① 印西市①② 酒々井町①

13 東京都 10 新宿区① 渋谷区① 板橋区①② 葛飾区①② 武蔵野市①② 青梅市①② 調布市①② 町田市② 清瀬市① 多摩市①

横浜市② 相模原市① 横須賀市①② 平塚市① 鎌倉市① 藤沢市① 茅ヶ崎市①② 逗子市① 三浦市① 伊勢原市①

座間市① 綾瀬市① 葉山町①② 真鶴町①

15 新潟県 4 燕市① 上越市① 佐渡市① 南魚沼市①②

16 富山県 5 富山市① 高岡市① 氷見市① 射水市① 舟橋村①

17 石川県 8 金沢市① 七尾市① 小松市① 加賀市①② 羽咋市① 白山市①② 野々市市① 津幡町①

18 福井県 1 永平寺町①

19 山梨県 1 北杜市①

20 長野県 4 松本市② 上田市② 須坂市① 佐久市①②

21 岐阜県 4 大垣市② 中津川市① 瑞浪市① 恵那市①②

22 静岡県 5 三島市② 伊東市① 島田市② 焼津市① 藤枝市①

名古屋市①② 豊橋市①② 岡崎市①② 一宮市① 瀬戸市① 春日井市① 豊川市① 津島市①② 犬山市① 小牧市①

東海市① 大府市①② 知立市① 尾張旭市①② 豊明市① 日進市① 長久手市①②

市区町村

17

11

14 神奈川県 14

23 愛知県 17

11 埼玉県 45

3 岩手県

6 山形県 16

8 茨城県 11

12 千葉県 14

10 群馬県

令和４年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

津市①② 四日市市① 松阪市①② 鈴鹿市① 亀山市①② 熊野市① 志摩市① 朝日町① 川越町① 多気町①

紀北町②

25 滋賀県 10 大津市① 長浜市① 近江八幡市① 栗東市① 野洲市② 湖南市①② 高島市① 東近江市①② 日野町①② 竜王町①

26 京都府 1 向日市①

堺市① 豊中市② 池田市① 守口市①② 枚方市① 茨木市① 富田林市① 寝屋川市① 泉南市① 大阪狭山市①

熊取町① 河南町①

28 兵庫県 7 神戸市①② 明石市① 西宮市①② 宝塚市 三木市① 川西市① 播磨町①

29 奈良県 8 奈良市① 天理市① 橿原市① 御所市② 生駒市① 三宅町① 田原本町①② 王寺町②

30 和歌山県 8 海南市② 橋本市① 御坊市② 新宮市① 湯浅町① 広川町② 有田川町② 串本町①②

31 鳥取県 2 鳥取市① 倉吉市①

32 島根県 3 大田市①② 安来市① 雲南市①

33 岡山県 7 岡山市① 倉敷市①② 総社市① 瀬戸内市① 赤磐市① 和気町① 吉備中央町①

34 広島県 0

35 山口県 0

36 徳島県 6 徳島市① 小松島市①② 吉野川市① 美馬市① 石井町① 神山町①

37 香川県 1 高松市①②

38 愛媛県 0

39 高知県 3 高知市① 南国市② 香美市①②

40 福岡県 6 古賀市①② 志免町①② 粕屋町① 鞍手町① 大刀洗町① 大木町①

41 佐賀県 3 鳥栖市① 嬉野市① 有田町①

長崎市①② 佐世保市① 諫早市① 大村市① 五島市① 西海市①② 長与町① 時津町① 川棚町① 波佐見町①

佐々町②

八代市①② 玉名市①② 菊池市① 宇土市① 阿蘇市① 天草市① 合志市①② 玉東町② 菊陽町① 御船町①

嘉島町① 益城町① 山都町① 湯前町① あさぎり町①

44 大分県 2 中津市①② 宇佐市②

45 宮崎県 3 都城市① 延岡市① 串間市①

鹿屋市①② 阿久根市① 出水市① 垂水市② 薩摩川内市①② 曽於市① 霧島市① 南さつま市①② 東串良町① 錦江町①

南大隅町① 肝付町① 屋久島町①

那覇市① 宜野湾市① 石垣市①② 浦添市① 名護市① 糸満市① 沖縄市①② 豊見城市① うるま市①② 宮古島市①

南城市① 国頭村① 大宜味村① 今帰仁村① 本部町② 恩納村① 金武町① 嘉手納町① 北谷町①② 中城村①

西原町①② 与那原町① 南風原町①② 久米島町① 八重瀬町①

374(23.0%)

市区町村

24 三重県 11

27 大阪府 12

合計 ※（　）内はクラブ実施市区町村数（1,627市区町村）に対する割合である。

47 沖縄県 25

42 長崎県 11

46 鹿児島県 13

43 熊本県 15

※①の合計：334市区町村 ②の合計：133市区町村 ①、②の合計：93市区町村
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令和４年度 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

札幌市 函館市 小樽市 旭川市 帯広市 苫小牧市 名寄市 根室市 恵庭市 石狩市
当別町 八雲町 京極町 仁木町 栗山町 月形町 鷹栖町 豊浦町 厚真町 安平町
音更町 士幌町 大樹町 池田町 弟子屈町 白糠町

2 青森県 3 五所川原市 三沢市 むつ市

盛岡市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 一関市 陸前高田市 奥州市 滝沢市 住田町
大槌町

4 宮城県 7 石巻市 塩竈市 登米市 富谷市 利府町 大和町 大郷町

能代市 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市 潟上市 大仙市 北秋田市 にかほ市
三種町 八峰町
山形市 米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市 寒河江市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市
南陽市 山辺町 河北町 大江町 大石田町 鮭川村 白鷹町 飯豊町 庄内町 遊佐町

7 福島県 10 福島市 会津若松市 いわき市 須賀川市 南相馬市 伊達市 川俣町 湯川村 会津美里町 飯舘村

水戸市 日立市 石岡市 結城市 常総市 北茨城市 つくば市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
かすみがうら市 小美玉市 大洗町 東海村 八千代町 境町
足利市 栃木市 小山市 真岡市 大田原市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 益子町 茂木町
芳賀町 壬生町 那須町
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 富岡市 安中市
榛東村 下仁田町 中之条町 みなかみ町 玉村町 千代田町 大泉町 邑楽町
さいたま市 川越市 熊谷市 秩父市 飯能市 加須市 本庄市 春日部市 狭山市 鴻巣市
上尾市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 北本市 八潮市
蓮田市 幸手市 鶴ヶ島市 白岡市 滑川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 小鹿野町
美里町 上里町 寄居町 宮代町 松伏町
千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 勝浦市 市原市 流山市 鴨川市 富津市
浦安市 四街道市 印西市 酒々井町 東庄町
文京区 中野区 豊島区 板橋区 足立区 武蔵野市 青梅市 町田市 日野市 清瀬市
多摩市

14 神奈川県 9 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市 座間市 葉山町 開成町

15 新潟県 3 新潟市 魚沼市 南魚沼市

16 富山県 1 舟橋村

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 加賀市 羽咋市 白山市 野々市市 津幡町 宝達志水町
穴水町

18 福井県 6 福井市 勝山市 鯖江市 越前市 坂井市 越前町

19 山梨県 2 中央市 昭和町

20 長野県 5 松本市 上田市 須坂市 佐久市 木曽町

大垣市 高山市 多治見市 関市 中津川市 瑞浪市 恵那市 美濃加茂市 可児市 本巣市
岐南町 池田町

22 静岡県 9 三島市 伊東市 島田市 磐田市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 小山町

名古屋市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 豊田市 大府市 知立市
豊明市 日進市 北名古屋市 長久手市 扶桑町

24 三重県 8 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 尾鷲市 熊野市 志摩市 紀北町

23 愛知県 15

東京都 11

17 石川県 11

8 茨城県 16

21 岐阜県 12

10 群馬県 18

11 埼玉県 35

12 千葉県 15

13

9 栃木県 13

市区町村

1 北海道 26

3 岩手県 11

5 秋田県 12

6 山形県 20

令和４年度 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

大津市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 湖南市 高島市 東近江市
米原市 日野町 竜王町

26 京都府 3 京都市 木津川市 大山崎町

27 大阪府 5 大阪市 河内長野市 泉南市 島本町 忠岡町

28 兵庫県 10 神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市 三木市 川西市 三田市 播磨町 上郡町

29 奈良県 6 天理市 橿原市 生駒市 三宅町 田原本町 王寺町

田辺市 新宮市 かつらぎ町 九度山町 湯浅町 広川町 有田川町 美浜町 印南町 白浜町
上富田町

31 鳥取県 2 鳥取市 倉吉市

32 島根県 4 松江市 大田市 安来市 邑南町

岡山市 倉敷市 津山市 笠岡市 井原市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 和気町
里庄町 矢掛町

34 広島県 4 広島市 三原市 東広島市 安芸高田市

35 山口県 6 宇部市 山口市 下松市 美祢市 周防大島町 和木町

36 徳島県 2 小松島市 石井町

37 香川県 5 高松市 三豊市 土庄町 小豆島町 多度津町

38 愛媛県 1 松山市

39 高知県 10 高知市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 土佐清水市 香美市 奈半利町 いの町 佐川町

北九州市 大牟田市 久留米市 筑後市 行橋市 うきは市 宮若市 嘉麻市 朝倉市 みやま市
志免町 大刀洗町 みやこ町

41 佐賀県 8 佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 武雄市 嬉野市 有田町 太良町

42 長崎県 10 長崎市 佐世保市 諫早市 大村市 平戸市 西海市 長与町 時津町 東彼杵町 佐々町

熊本市 八代市 玉名市 菊池市 宇土市 合志市 大津町 菊陽町 嘉島町 益城町
山都町 氷川町 湯前町 あさぎり町

44 大分県 9 別府市 中津市 日田市 臼杵市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市

45 宮崎県 8 宮崎市 都城市 延岡市 日向市 串間市 三股町 綾町 高鍋町

枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 曽於市 南さつま市 志布志市
奄美市 南九州市 姶良市 さつま町 長島町 肝付町 屋久島町 大和村 瀬戸内町 龍郷町
喜界町 徳之島町 和泊町
宜野湾市 石垣市 名護市 沖縄市 うるま市 宮古島市 南城市 国頭村 大宜味村 今帰仁村
本部町 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 与那原町 久米島町

475（29.2%）

鹿児島県 23

47 沖縄県 18

合計 ※（）内はクラブ実施市区町村数（1,627市区町村）に対する割合である。

市区町村

33 岡山県 12

40 福岡県 13

43 熊本県 14

30 和歌山県 11

46

25 滋賀県 13
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放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施状況（変更交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

札幌市 函館市 旭川市 室蘭市 帯広市 北見市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市

稚内市 美唄市 芦別市 江別市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市

深川市 恵庭市 北広島市 石狩市 北斗市 当別町 木古内町 森町 八雲町 今金町

南幌町 栗山町 月形町 雨竜町 鷹栖町 東神楽町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町

和寒町 剣淵町 下川町 美深町 幌加内町 羽幌町 初山別村 斜里町 清里町 小清水町

置戸町 興部町 大空町 豊浦町 白老町 厚真町 洞爺湖町 安平町 平取町 浦河町

新ひだか町 音更町 士幌町 芽室町 更別村 釧路町 弟子屈町 白糠町 中標津町 羅臼町

青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市

西目屋村 藤崎町 大鰐町 田舎館村 板柳町 鶴田町 野辺地町 七戸町 六戸町 おいらせ町

三戸町 五戸町 田子町 南部町 階上町 新郷村

盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市

二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 雫石町 紫波町 矢巾町 西和賀町 金ケ崎町 平泉町

住田町 大槌町 田野畑村 野田村 洋野町

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市

東松島市 富谷市 丸森町 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町

色麻町 涌谷町

秋田市 能代市 横手市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市 北秋田市 にかほ市 仙北市 上小阿仁村

三種町 美郷町 東成瀬村

山形市 米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市

東根市 尾花沢市 南陽市 山辺町 中山町 河北町 大江町 大石田町 最上町 高畠町

川西町 小国町 白鷹町 飯豊町 三川町 庄内町 遊佐町

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 相馬市 田村市 南相馬市 伊達市

本宮市 川俣町 大玉村 南会津町 西会津町 会津美里町 小野町 川内村

水戸市 日立市 土浦市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市

那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 美浦村 阿見町 八千代町 五霞町 境町

宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市

那須塩原市 さくら市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 壬生町 野木町 塩谷町 那須町

那珂川町

市区町村

1 北海道 70

2 青森県 26

7 福島県 18

5 秋田県 13

6 山形県 27

3 岩手県 25

4 宮城県 22

8 茨城県 40

9 栃木県 21

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施状況（変更交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市

安中市 みどり市 榛東村 下仁田町 甘楽町 東吾妻町 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町

明和町 大泉町 邑楽町

さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市

東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市

戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市

伊奈町 毛呂山町 滑川町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町

皆野町 長瀞町 小鹿野町 美里町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸町 松伏町

千葉市 銚子市 市川市 船橋市 館山市 木更津市 松戸市 野田市 茂原市 佐倉市

東金市 習志野市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鴨川市 鎌ケ谷市 君津市

富津市 浦安市 四街道市 袖ケ浦市 八街市 印西市 白井市 富里市 南房総市 香取市

山武市 いすみ市 大網白里市 酒々井町 多古町 東庄町 芝山町 横芝光町 鋸南町

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区

大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区

葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市

町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市

東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町 大島町

横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市

三浦市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 葉山町

寒川町 大磯町 二宮町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町 清川村

新潟市 長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 小千谷市 加茂市 十日町市 見附市 村上市

燕市 妙高市 上越市 阿賀野市 佐渡市 魚沼市 南魚沼市 胎内市 弥彦村 出雲崎町

関川村

富山市 高岡市 魚津市 氷見市 小矢部市 射水市 舟橋村 上市町 立山町 入善町

朝日町

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市

川北町 津幡町 内灘町 志賀町 宝達志水町 中能登町 穴水町 能登町

福井市 敦賀市 小浜市 大野市 鯖江市 越前市 坂井市 永平寺町 池田町 南越前町

越前町 おおい町

11 埼玉県 60

12 千葉県 39

10 群馬県

17 石川県 18

18 福井県 12

23

15 新潟県 21

16 富山県 11

13 東京都 50

14 神奈川県 29

市区町村
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放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施状況（変更交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

19 山梨県 10 甲府市 富士吉田市 大月市 南アルプス市 北杜市 笛吹市 上野原市 中央市 昭和町 富士河口湖町

松本市 上田市 岡谷市 飯田市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市

大町市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 青木村 長和町 富士見町

辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 松川町 高森町 豊丘村 上松町 木祖村

木曽町 山形村 朝日村 池田町 坂城町 小布施町 高山村 山ノ内町 木島平村

岐阜市 大垣市 高山市 多治見市 中津川市 瑞浪市 羽島市 恵那市 各務原市 可児市

瑞穂市 飛騨市 郡上市 下呂市 海津市 岐南町 笠松町 神戸町 輪之内町 大野町

坂祝町 川辺町

静岡市 浜松市 三島市 富士宮市 伊東市 島田市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市

藤枝市 御殿場市 袋井市 湖西市 伊豆市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 函南町 清水町

長泉町 森町

名古屋市 豊橋市 岡崎市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 豊田市

西尾市 常滑市 稲沢市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 豊明市 日進市

田原市 愛西市 北名古屋市 弥富市 みよし市 長久手市 東郷町 豊山町 大口町 蟹江町

阿久比町

津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 名張市 尾鷲市 亀山市 鳥羽市

熊野市 志摩市 伊賀市 木曽岬町 菰野町 朝日町 川越町 明和町 玉城町 南伊勢町

紀北町 御浜町 紀宝町

大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市

高島市 東近江市 米原市 日野町 竜王町 愛荘町 甲良町

京都市 福知山市 綾部市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 京丹後市 木津川市 精華町

京丹波町

大阪市 堺市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 河内長野市

松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 藤井寺市 東大阪市

交野市 大阪狭山市 阪南市 島本町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町

千早赤阪村

神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 相生市 豊岡市

加古川市 赤穂市 西脇市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 加西市

丹波篠山市 養父市 丹波市 朝来市 宍粟市 加東市 たつの市 猪名川町 多可町 稲美町

播磨町 福崎町 神河町 太子町 上郡町 佐用町 香美町 新温泉町

22 静岡県 22

23 愛知県 31

20 長野県 39

21 岐阜県 22

26 京都府 11

27 大阪府 31

24 三重県 23

25 滋賀県 17

28 兵庫県 38

市区町村

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施状況（変更交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市 葛城市

川西町 田原本町 高取町 上牧町 王寺町 広陵町 吉野町 大淀町

海南市 橋本市 有田市 御坊市 新宮市 紀の川市 紀美野町 かつらぎ町 九度山町 高野町

湯浅町 広川町 有田川町 美浜町 日高町 由良町 印南町 日高川町 白浜町 上富田町

那智勝浦町 串本町

31 鳥取県 7 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 琴浦町 南部町 伯耆町

松江市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 奥出雲町 邑南町 津和野町 吉賀町

海士町 西ノ島町 隠岐の島町

岡山市 倉敷市 津山市 笠岡市 井原市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市

美作市 浅口市 和気町 里庄町 矢掛町 勝央町 美咲町

広島市 呉市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市

廿日市市 安芸高田市 府中町 海田町 熊野町 坂町 北広島町

35 山口県 10 宇部市 山口市 下松市 岩国市 柳井市 美祢市 山陽小野田市 周防大島町 和木町 田布施町

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 勝浦町 上勝町 佐那河内村

松茂町

高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 土庄町 小豆島町 宇多津町 綾川町

多度津町 まんのう町

宇和島市 八幡浜市 新居浜市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 久万高原町 松前町 砥部町

伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

高知市 安芸市 南国市 土佐市 土佐清水市 香美市 奈半利町 いの町 中土佐町 佐川町

越知町 四万十町

北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市 筑後市

大川市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市

古賀市 福津市 うきは市 宮若市 嘉麻市 朝倉市 みやま市 糸島市 那珂川市 宇美町

篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 粕屋町 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 小竹町

鞍手町 筑前町 大刀洗町 大木町 広川町 香春町 添田町 糸田町 川崎町 赤村

苅田町 みやこ町 築上町

佐賀市 唐津市 鳥栖市 武雄市 鹿島市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町

みやき町 有田町 江北町 白石町 太良町

市区町村

30 和歌山県 22

32 島根県 13

29 奈良県 18

36 徳島県 11

37 香川県 12

33 岡山県 17

34 広島県 17

福岡県 53

41 佐賀県 15

38 愛媛県 14

39 高知県 12

40
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放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施状況（変更交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市

西海市 雲仙市 南島原市 長与町 時津町 東彼杵町 川棚町 波佐見町 佐々町 新上五島町

熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 山鹿市 菊池市 宇土市 上天草市

宇城市 天草市 合志市 美里町 玉東町 南関町 和水町 大津町 菊陽町 小国町

高森町 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町 氷川町 芦北町 津奈木町 錦町

湯前町 相良村 山江村 あさぎり町 苓北町

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市

宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 日出町 玖珠町

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 三股町

高原町 綾町 高鍋町 新富町 木城町 川南町 門川町 美郷町 高千穂町

鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 日置市 曽於市

霧島市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市 南九州市 伊佐市 姶良市 さつま町 長島町

湧水町 大崎町 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 中種子町 屋久島町 大和村 宇検村

瀬戸内町 龍郷町 徳之島町 天城町 伊仙町 知名町 与論町

那覇市 宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市

南城市 国頭村 大宜味村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町

北谷町 北中城村 中城村 西原町 与那原町 南風原町 久米島町 八重瀬町

1,145 (70.4％)

市区町村

合計 ※（　）内はクラブ実施市区町村数（1,627市区町村）に対する割合である。

46 鹿児島県 37

47 沖縄県 28

44 大分県 16

45 宮崎県 19

42 長崎県 20

43 熊本県 35
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
継
続
支
援
事
業

３
実
施
主
体
等

【
実

施
主

体
】
市
区
町
村
、
市
区
町
村
が
認
め
た
者

【
補

助
割

合
】
国
：
１
／
３
、
都
道
府
県
：
１
／
３
、
市
区
町
村
：
１
／
３

【
補

助
基
準
額
】

①
は
以
下
の
と
お
り

。
②
感
染
症
対
策
の
た

め
の
改
修

１
か
所
等
当
た
り
1,
00
0千

円
以
内

＜
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
＞

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算
：
2
6
億
円

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
の
支
援
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
者
や
濃
厚
接
触
者
が
発
生
し
た
場
合
に
、
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
事
業
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て

補
助
を
行
う
。
ま
た
、
感
染
症
対
策
の
た
め
の
簡
易
な
改
修
に
か
か
る
経
費
に
つ
い
て
補
助
を
行
う
。

【
事

業
内

容
】
①

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
者
や
濃
厚
接
触
者
が
発
生
し
た
場
合
に
、
職
員
が
感
染
症
対
策

の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
、
事
業
を
継

続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
経
費

②
感
染
症
対
策
の
た
め
の
改
修
(ト

イ
レ
、
非
接
触
型
の
蛇
口
の
設
置
等
)(
簡
易
な
も
の
を
対
象
：
補
助
基
準
額
10
0万

円
)

【
対
象
施
設
等

】
(1
)放

課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
、
(2
)延

長
保
育
事
業
、
(3
)利

用
者
支
援
事
業
、
(4
)子

育
て
短
期
支
援
事
業
、

(5
)乳

児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

、
(6
)養

育
支
援
訪
問
事
業
、
(7
)地

域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
(8
)一

時
預
か
り
事
業
、

(9
)病

児
保
育
事
業
、
(1
0)
フ

ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
（
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
）

①
緊
急
時
の

職
員
確
保

に
係
る
費

用
・

職
員
の

感
染
等

に
よ
る
人

員
不

足
に

伴
う
職

員
の
確
保

等
の

費
用

※
緊
急
雇
用

に
か
か
る
費

用
、
割

増
賃
金
・

手
当
等

②
職
場
環
境

の
復
旧

・
環
境
整

備
等
に
係

る
費
用

・
地
域
子

ど
も
・

子
育
て
支

援
事

業
所
の

消
毒

清
掃
費
用

等

(1
)放

課
後

児
童
健
全
育
成
事
業

利
用

定
員
19

人
以
下

１
支
援

の
単
位
当
た

り
30
0
千

円
以

内
利
用

定
員
20

人
以
上
59

人
以
下

１
支
援

の
単
位
当
た

り
40
0
千

円
以

内
利
用

定
員
60

人
以
上

１
支
援

の
単
位
当
た

り
50
0
千

円
以

内

(2
)
延

長
保

育
事
業

※
事
業
を

実
施
す
る

保
育
所
等
の
利
用
定
員

利
用

定
員
1
9人

以
下

１
か
所
当

た
り
1
5
0千

円
以
内

利
用

定
員
2
0人

以
上
5
9人

以
下

１
か
所
当

た
り
2
0
0千

円
以
内

利
用

定
員
6
0人

以
上

１
か
所
当

た
り
2
5
0千

円
以
内

(1
)・

(2
)以

外
の
事
業

１
か

所
等

（
※

）
当
た

り
30
0千

円
以
内

（
※

）
（
5)

,(
6)
,(
10
)の

事
業

は
１
市

区
町
村

当
た
り
、
そ

の
他
事

業
は
１

か
所
当
た
り

。
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
い
て
、
業
務
の
IC
T化

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
や
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
を
行
う
た
め
に
必

要
な
経
費
や
通
訳
サ
ー
ビ
ス
等
の
使
用
に
必
要
な
経
費
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
環
境
を
整
備
し
、
職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
を
図

る
。

１
．
事
業
の
趣
旨
・
内
容

①
IC
T化

の
推
進

連
絡
帳
の
電
子
化
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
や
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
相
談
支
援
に
必
要
な
IC
T機

器
の
導
入
等
の
環
境
整
備
に
係
る
費

用
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
業
務
の
IC
T化

を
推
進
す
る
。

②
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
研
修
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
受
講
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
シ
ス
テ
ム
基
盤
の
導
入
に
か
か
る
費
用
等
を
補
助
す
る
。

③
通
訳
サ
ー
ビ
ス
等
使
用

外
国
人
の
子
育
て
家
庭
が
事
業
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
多
言
語
音
声
翻
訳
シ
ス
テ
ム
等
を
導
入
す
る
た
め
の
費
用
を
支
援
す
る
。

４
．
実
施
主
体

５
．
補
助
率

市
区
町
村
、
市
区
町
村
が
認
め
た
者

国
：
1
／
3
、
都
道
府
県
：
1／

3、
市
区
町
村
：
1／

3

２
．
対
象
事
業

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
利
用
者
支
援
事
業
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

３
．
補
助
基
準
額

１
か
所
等
（
※
）
当
た
り

①
，
②
の
導
入
の
場
合

50
0千

円
③
の
場
合

15
0千

円
※
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
は
１
支
援
の
単
位
当
た
り
、
利
用
者
支
援
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
は
１
か
所
当
た
り
、
そ
の
他
事
業
は
１
市
区
町
村
当
た
り
。

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

1
6
億
円

＜
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
＞
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放課後児童支援員に係る都道府県等認定資格研修ガイドラインの概要

○ 本ガイドラインは、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下「基準」という。）
に基づき、基準第１０条第３項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童支援員として必要となる基本的生活習慣の習得の援助、
自立に向けた支援、家庭と連携した生活支援等に必要な知識及び技能を習得し、有資格者となるための都道府県知事、指定都市市長、
中核市市長が行う研修（以下 「認定資格研修」という。）の円滑な実施に資するために策定するもの。

○ 認定資格研修は、一定の知識及び技能を有すると考えられる基準第１０条第３項の各号のいずれかに該当する者等が、放課後児童健全
育成事業（放課後児童クラブ）に従事する放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補完し、新たに策定した基準及び放課後児童
クラブ運営指針（平成２７年３月３１日雇児発０３３１第３４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく放課後児童支援員としての
役割及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本
的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施するもの。

基本的考え方

研修内容等

事 項 主 な 内 容

実施主体 都道府県、指定都市、中核市（以下、「都道府県等」と表記）
（都道府県等が認定資格研修を実施する上で適当と認める市区町村、民間団体等に一部委託可）

研修内容・時間数 次項のとおり（１６科目２４時間）（都道府県等の実情に応じて研修科目等を追加しての実施も可）。

修了の認定・
修了証の交付

都道府県等は、認定資格研修の全科目を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識及び技能を習得したと認め
られる者に対して、修了の認定を行い、全国共通様式による「放課後児童支援員認定資格研修修了証」［賞状形式
及び携帯用形式］を都道府県知事名、指定都市市長名、中核市市長名で交付（委託は不可）。

認定の取消 都道府県等は、認定を受けた者が、次の事由に該当すると認められる場合、当該者の認定者名簿からの削除が可能。
① 虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合
② 虐待等の禁止（基準第１２条）に違反した場合
③ 秘密保持義務（基準第１６条第１項）に違反した場合
④ その他放課後児童支援員としての信用失墜行為を行った場合 など

研修会参加費用 資料等に係る実費相当部分、研修会場までの受講者の旅費及び宿泊費については、受講者又は運営主体が負担。

費用に対する支
援

国は、都道府県等に対して、認定資格研修の実施に要する経費について、別に定めるところにより補助。
（※）認定資格研修を受講する際の代替職員の雇上げ経費及び研修会場までの旅費については、運営費に計上。

令和5年2月16日現在【「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」（平成２７年５月２１日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）より】

認定の仕組み（都道府県等の事務の主な流れ）

認定資格研修の実
施

認定資格研修修了→認定→修了証交付

認定者名簿の作成・管理
【永年保存】

全
国
共
通
で
通
用
す
る

修
了
証
と
し
て
位
置
づ
け

※個人情報の保護に十分留意

受講資格等の確認

市区町村 都道府県等

連
携
・協
力

基準第１０条
第３項第９号
の認定は
市区町村が
実施

受講申込書の提出

修
了
前
に
、
他
の
都
道

府
県
に
転
居
又
は
病
気

等
で
欠
席
し
た
場
合

既
修
了
科
目
は
履
修
し

た
も
の
と
み
な
し
、
一

部
科
目
修
了
証
を
交

付 未
修
了
科
目
を
他
の
都

道
府
県
等
で
履
修

全
国
共
通
の

「認
定
者
名
簿

管
理
シ
ス
テ
ム
」

を
導
入

１．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の理解 【４．５時間（90分×3）】
① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容
② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護
③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ

２．子どもを理解するための基礎知識 【６．０時間（90分×4）】

④ 子どもの発達理解
⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達
⑥ 障害のある子どもの理解
⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解

３．放課後児童クラブにおける子どもの育成支援 【４．５時間（90分×3）】

⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援
⑨ 子どもの遊びの理解と支援
⑩ 障害のある子どもの育成支援

４．放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力

【３時間（90分×2）】

⑪ 保護者との連携・協力と相談支援
⑫ 学校・地域との連携

５．放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 【３時間（90分×2）】

⑬ 子どもの生活面における対応
⑭ 安全対策・緊急時対応

６．放課後児童支援員として求められる役割・機能 【３時間（90分×2）】

⑮ 放課後児童支援員の仕事内容
⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守

合計 ２４時間（１６科目）

放課後児童支援員に係る都道府県等認定資格研修の項目・科目及び時間数

令和5年2月16日
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○主として市町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに関
する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育サービスに
関する情報提供や利用に向けての支援などを行う

《職員配置》専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置

※子育て支援員基本研修及び専門研修（地域子育て支援コース）の
「利用者支援事業（特定型）」の研修を修了している者が望ましい

○主として市町村保健センター等で、保健師等の専門職が、妊娠
期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する妊産婦等
からの様々な相談に応じ、その状況を継続的に把握し、支援を必
要とする者が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行うと
ともに、関係機関と協力して支援プランの策定などを行う

《職員配置》母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師
等を１名以上配置 ※職員は専任が望ましい

【利用者支援】
地域子育て支援拠点等の身近な場所で、
○子育て家庭等から日常的に相談を受け、個別のニーズ等を把握
○子育て支援に関する情報の収集・提供
○子育て支援事業や保育所等の利用に当たっての助言・支援

→当事者の目線に立った、寄り添い型の支援

【地域連携】
○より効果的に利用者が必要とする支援につながるよう、地域の関係
機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり

○地域に展開する子育て支援資源の育成
○地域で必要な社会資源の開発等

→地域における、子育て支援のネットワークに基づく支援

○「利用者支援」と「地域連携」の２つの柱で構成。

《職員配置》専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置
※子ども・子育て支援に関する事業（地域子育て支援拠点事業など）
の一定の実務経験を有する者で、子育て支援員基本研修及び専門研
修（地域子育て 支援コース）の「利用者支援事業（基本型）」の
研修を修了した者等

基本型 特定型 （いわゆる「保育コンシェルジュ」）

母子保健型

【基本事業】

○実施か所数の推移（単位：か所数）○実施主体 市町村（特別区を含む）
○負担割合 国（２/３）、都道府県（１/６）、市町村（１/６）
○主な補助単価（令和５年度予算案）

基本型 特定型 母子保健型

7,688千円 3,150千円 14,331千円

夜間開所 休日開所 出張相談支援 機能強化取組 多言語対応 特別支援対応 多機能型事業
一体的相談支援機関

連携等加算

1,451千円 781千円 1,093千円 1,934千円 805千円 774千円 3,270千円 300千円

※母子保健型は、職員が専任の場合

令和５年度当初予算（案） １，９２０億円の内数（１，８００億円の内数）
（子ども・子育て支援交付金（こども家庭庁）及び重層的支援体制整備事業交付金（厚生労働省））

基本型 特定型 母子保健型 合計

Ｒ２年度 ８８８ ３９４ １，５８２ ２，８６４

Ｒ３年度 ９８１ ３７９ １，６７５ ３，０３５【加算事業】

【開設準備経費】改修費等 4,000千円

利用者支援事業

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身
近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う。

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

～地域子育て支援拠点における多機能型支援の先進事例①～
神奈川県横浜市「港北区地域子育て支援拠点どろっぷ」の取組

多機能型支援実施拠点の概要

今後の展望・課題
多機能型支援による効果

ＮＰＯ法人びーのびーのが運営する地域子育て支援拠点事業「港北区地域子育て支援拠点どろっぷ」は、専用施設で実施
しており、そこでファミリー・サポート・センター事業（以下「ファミサポ事業」という。）と利用者支援事業を併せて実施している。
平成１３年度から社会福祉協議会に委託されていたファミサポ事業が平成２２年度に拠点に移管され、また、利用者支援事
業は拠点事業の地域機能強化型を引き継ぎ、平成２８年１月から実施している。

横浜市
人口：３，７４５，７９６人（平成３１年１月１日）
出生数：２７，８９１人（平成３０年）

拠点開始年度 平成１７年度から

運営主体 ＮＰＯ法人びーのびーの

多機能型支援
の実施事業

ファミサポ事業 （平成２２年度から）
利用者支援事業 （平成２８年１月から）

職員数
常勤職員６名、非常勤職員６名
その他ボランティア等

当該施設の
利用件数

（平成３０年度）

拠点事業 約５０組～７０組（１日平均）
ファミサポ事業 約９００～１，０００件

（１か月）
利用者支援事業 約４０件
（相談件数） （１か月平均）

基礎データあ

利用者支援事業が拠点にあることで、親が他の親に支えられることや、親子を他者との関わりの中で見ることで、利用者支
援担当者が支援の手立てや方向性の検討が多方面からできるようになり、子育て支援の幅が拡がった。
○

ファミサポ事業は小学校６年生まで利用が可能のため、拠点自体は未就学児対応施設ではあるが、下の子が拠点を利用
した際に、上の子の相談に関わるケースに対応する他、学童・思春期まで見通せる場となった。
○

拠点でファミサポ事業を利用した親子が別の日に拠点に遊びに来た際に、ファミサポ事業の感想や意見を聞き取り、ファミ
サポ事業が更に利用しやすくなるよう、利用方法などを見直し改善することができた。
○

拠点でファミサポ事業を実施していることから、拠点利用者がファミサポ事業の様子などを自分の目で見ることで、子どもを
他者に預けても安心であることを理解してもらう機会となり、また、拠点利用の際にファミサポの登録ができるなど「ワン
ストップ」の効果などにより、拠点でファミサポ事業を実施してから登録数が２０倍以上になった。

○

柔軟な一時預かりの必要
性、閉館後の夜間のフォ
ロー体制

○

情報共有や支援のあり方
を検討する時間の確保

○

支援に関する協働視点、
エンパワメントの視点、支援
に関する意識の共有

○

包括的な調整役の配置○

多機能型支援のポイント

敷居が低い「安心できる場所」で、ファミサポ事業など他の支援活動を見て知ることがで
きる。

（知っている顔がいつでもいる「安心できる居場所」で他の子育て支援活動の様子を実際に
自分の目で見て、どんな雰囲気で活動しているかを理解することができる。）

○

子育て親子の不便を解消できる。

（複数の子育て支援事業がワンストップで行われることで、様々な子育て支援事業を利用す
るために、親子連れで拠点以外の場所に出向いて登録等をする手間が省ける。）

○

妊娠期からの切れ目ない支援が効果を上げている。

（産前からのアプローチにより、地域で子育てを体現できる場となっている。）

○

～ 親子の居場所となる「場」での多機能化支援は、高い効果が見込まれる ～
「ひろば＝場」を持っていることは、かけがえのない財産である。

（常設の場があるという強みが多様な人との出会いや交流を生み出し、必然的に子育て家
庭に必要な資源、多機能化をもたらす。）

○

【活動の様子】
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～地域子育て支援拠点における多機能型支援の先進事例②～
石川県白山市「親子よろこびの広場あさがお」の取組

多機能型支援実施拠点の概要

今後の展望・課題
多機能型支援による効果

白山市
人口：１１３，７００人（平成３１年１月１日）
出生数：８５１人（平成３０年）

拠点開始年度 平成１４年度から

運営主体 ＮＰＯ法人おやこの広場あさがお

多機能型支援
の実施事業

一時預かり事業 （平成２６年度から）

利用者支援事業 （平成２９年度から）

職員数
常勤職員４名、非常勤職員４名
利用者支援事業担当３名

当該施設の
利用件数

（平成３０年度）

拠点事業 １９，６７８人
一時預かり事業 ３３８人
利用者支援事業 １１５件

基礎データ多機能型支援のポイント
～ つながりを持ちながら長期的、継続的に支援ができる敷居の低い相談場所～

〇 利用者支援事業の実施により、利用者や地域に「相談窓口」として示せるようになった。拠点でうける相談で複合的支援が必要と思われるケースは、
子育て世代包括支援センター会議で検討し、支援プランと各事業による支援の役割分担を決めるので、拠点や利用者支援事業の役割が明確になる。

〇 拠点での相談の際には、拠点事業の職員が一緒に来た子どもをさりげなく見守ることで、子どもへの負担が少なくなり、相談者はじっくり相談すること
ができる。 また、子どもが気になって相談に集中できない時などは、拠点のひろばで実施している一時預かり事業を活用し、子どもを預けて相談に集
中することもできる。

〇 拠点の一時預かり事業は、他の保護者にも事業の様子を見ることができる。 また、いつも遊んでいる場所で顔なじみの職員が対応するため、子どもに
とっても保護者にとっても安心感を持って、事業を活用することができる。
さらに、いつも来ている拠点事業だからこそ、拠点で知り合った他の保護者が預かり中の子に声をかけたり、拠点に来た仲の良い子どもたちが一緒に遊

ぶなど、預かっている子どもがストレスや不安感を感じることなく事業の利用が図られる。
〇 職員が兼任していることも多いので、お互いの内容や課題について共有している。さらに、各事業の専門的スキルを学ぶことが拠点事業の運営に活か
されている。

ＮＰＯ法人おやこの広場あさがおが運営する地域子育て支援拠点事業「親子よろこびの広場あさがお」は、公共施設で実施（平成30年4月より近隣
の公的施設を改修して単独施設となる）、そこで一時預かり事業と利用者支援事業を併せて実施。子育て世代包括支援センター機能も併せ持つ。
一時預かり事業については、別室の保育ルームはなく拠点のひろばで実施している。さらに、平成２７年９月より訪問型支援事業（ホームスタート）、
平成３０年4月より子ども食堂、平成３０年１０月より産前産後安心ヘルパー派遣事業を併せて実施し、子どもの年齢で区切らない家族まるごとの支
援やアウトリーチによる支援の強化に取り組んでいる。

〇 多職種や職員間の相互連携が図りやすく、支援のコーディネートがしやすい。
（拠点内で複数の事業を併せて実施していることで、多職種と日常的につながっており、また、職員間においても
利用者の情報共有が的確に行われ、迅速かつ柔軟な対応ができる。）

〇 常日頃から関わりがある拠点で複数の支援メニューがうけられることで、利用者の心理的負担の軽減が
図られる。
（それぞれ別の窓口に行かなくても、利用者との信頼関係が築ける身近な拠点で、必要な支援が得られ、利用者
の心理的負担の軽減が図られる。）

〇 発見の窓が多様。子育て支援事業の層が厚くなる。
（拠点において各事業を実施することで、個別支援から拠点事業、拠点事業から個別支援と双方の機能が活か
されることとなり、子育て支援事業の層が厚くなる。また、各事業のリピーターの存在が地域で活かされている。）

〇 気軽に集える場に専門的な相談窓口をプラスすることで、一連の支援が可能となる。
（拠点で利用者支援事業を併せて実施することにより、特別な相談窓口に行かなくても身近な場所に専門的な
相談窓口がプラスされ、利用者に関して一連のマネジメントが行える。）

〇 妊娠期からプレママプレパパ講座（両親学級）で利用者とつながる機会をつくり、関係性や支援が継続されていくことで、利用者が利用する側から支え
る側へと循環して行われることも多くなっている。

○ 予防的支援の強化

○ 相談援助スキルの
向上及び人材確保

○ 就労環境の整備

○ 福祉、教育などの部
署間の縦割りや、事業
予算に区切られずに
子ども世代まるごと支
えるシステムの整備

～地域子育て支援拠点における多機能型支援の先進事例③～
愛知県名古屋市「NPO法人子育て支援のNPOまめっこ」の取組
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利用者支援事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース①）

都道府県
実施

市町村数
札幌市：① 20 ② 9 ③ 11 函館市：③ 1 小樽市：① 1 ② 1 ③ 1 旭川市：① 1 ③ 2 室蘭市：① 1 ③ 1 釧路市：① 3 ③ 1 帯広市：① 1 ② 1 ③ 1 網走市：③ 1

苫小牧市：② 1 ③ 1 美唄市：③ 1 芦別市：① 1 ③ 1 江別市：① 2 ③ 1 紋別市：③ 1 士別市：① 1 ③ 1 名寄市：② 1 ③ 1 千歳市：① 2 ③ 1

滝川市：① 1 ③ 1 登別市：③ 1 恵庭市：① 1 ③ 1 伊達市：③ 1 北広島市：① 1 ③ 1 石狩市：① 1 ③ 1 当別町：③ 1 鹿部町：③ 1

北海道 93 八雲町：① 1 ③ 2 乙部町：③ 1 奥尻町：③ 1 今金町：③ 1 せたな町：③ 1 寿都町：③ 1 黒松内町：③ 1 倶知安町：③ 1

〔179〕 (52.0%) 岩内町：③ 1 南幌町：③ 1 由仁町：③ 1 長沼町：③ 1 栗山町：① 1 ③ 1 月形町：③ 1 浦臼町：③ 1 新十津川町：③ 1

秩父別町：③ 1 北竜町：③ 1 東神楽町：③ 1 当麻町：③ 1 上富良野町：① 1 ③ 1 中富良野町：① 1 ③ 1 南富良野町：① 1 和寒町：① 1 ③ 1

剣淵町：① 1 ③ 1 増毛町：③ 1 初山別村：③ 1 天塩町：③ 1 猿払村：③ 1 中頓別町：③ 1 美幌町：③ 1 清里町：③ 1

小清水町：③ 1 湧別町：③ 1 滝上町：③ 1 雄武町：③ 1 豊浦町：③ 1 白老町：① 1 厚真町：① 1 ③ 1 洞爺湖町：③ 1

安平町：③ 1 むかわ町：① 2 日高町：③ 1 浦河町：③ 1 新ひだか町：③ 1 音更町：③ 1 士幌町：③ 1 鹿追町：③ 1

清水町：③ 1 芽室町：① 1 ③ 1 中札内村：③ 1 更別村：③ 1 大樹町：③ 1 広尾町：③ 1 幕別町：① 1 ③ 1 池田町：③ 1

豊頃町：③ 1 本別町：① 1 ③ 1 足寄町：① 1 釧路町：③ 2 厚岸町：③ 1 標茶町：③ 1 弟子屈町：② 1 ③ 1 白糠町：③ 1

中標津町：① 1 ③ 1 妹背牛町：① 1 ③ 1 七飯町：② 1 ③ 1 鷹栖町：③ 1 津別町：③ 1

青森市：① 1 ③ 1 弘前市：① 1 ③ 1 八戸市：③ 1 黒石市：③ 1 五所川原市：① 1 ③ 1 十和田市：③ 1 三沢市：② 1 ③ 1 むつ市：② 1 ③ 1

青森県 26 つがる市：③ 1 平川市：③ 1 今別町：③ 1 蓬田村：③ 1 鰺ヶ沢町：③ 1 藤崎町：③ 1 中泊町：③ 1 野辺地町：③ 1

〔40〕 (65.0%) 六戸町：③ 1 横浜町：① 1 東北町：③ 1 おいらせ町：③ 1 東通村：③ 1 三戸町：③ 1 五戸町：③ 1 南部町：③ 1

階上町：③ 1 新郷村：③ 1

岩手県 23 盛岡市：② 1 ③ 1 宮古市：③ 1 大船渡市：① 1 ③ 1 花巻市：③ 1 北上市：① 1 ③ 1 久慈市：① 1 ③ 1 一関市：② 1 ③ 1 釜石市：③ 1

〔33〕 (69.7%) 二戸市：③ 1 奥州市：② 1 ③ 1 滝沢市：③ 1 岩手町：③ 1 紫波町：③ 1 金ケ崎町：② 1 平泉町：③ 1 大槌町：③ 1

山田町：③ 1 岩泉町：③ 1 軽米町：③ 1 洋野町：③ 1 一戸町：③ 1 遠野市：③ 1 矢巾町：③ 1

宮城県 22 仙台市：① 5 ② 6 ③ 7 石巻市：① 3 ② 1 ③ 7 塩竈市：③ 1 気仙沼市：① 1 ③ 1 白石市：① 1 名取市：① 1 ③ 1 角田市：② 1 ③ 1 多賀城市：① 1 ③ 1

〔35〕 (62.9%) 岩沼市：③ 1 栗原市：① 1 大崎市：① 1 ③ 1 富谷市：③ 1 大河原町：② 1 ③ 1 村田町：① 1 ③ 1 柴田町：① 1 ③ 1 川崎町：③ 1

亘理町：① 1 ③ 1 山元町：③ 1 利府町：① 1 ③ 1 大郷町：③ 1 大衡村：③ 1 涌谷町：① 2 ③ 1

秋田県 22 秋田市：① 1 ③ 1 能代市：③ 1 横手市：① 1 大館市：② 1 ③ 1 男鹿市：③ 1 湯沢市：③ 1 鹿角市：① 1 ③ 1 由利本荘市：③ 1

〔25〕 (88.0%) 潟上市：③ 1 大仙市：③ 3 北秋田市：③ 1 にかほ市：③ 1 仙北市：③ 1 小坂町：③ 1 藤里町：③ 1 八峰町：③ 1

五城目町：③ 1 井川町：③ 1 大潟村：③ 1 美郷町：③ 1 羽後町：① 1 ③ 1 東成瀬村：③ 1

山形市：② 1 ③ 1 米沢市：② 1 ③ 1 鶴岡市：① 1 ③ 1 酒田市：③ 1 新庄市：③ 1 寒河江市：② 1 ③ 1 上山市：③ 1 村山市：① 1 ③ 1

山形県 26 長井市：② 1 ③ 1 天童市：① 1 ② 1 ③ 1 東根市：③ 1 尾花沢市：③ 1 南陽市：③ 1 山辺町：③ 1 中山町：③ 1 河北町：③ 1

〔35〕 (74.3%) 西川町：① 1 ③ 1 朝日町：③ 1 大江町：③ 1 最上町：③ 1 舟形町：③ 1 高畠町：① 1 ③ 1 川西町：③ 1 白鷹町：③ 1

飯豊町：③ 1 庄内町：① 1 ③ 1

福島市：① 1 ② 1 ③ 1 会津若松市：③ 1 郡山市：② 1 ③ 4 いわき市：① 5 ③ 7 白河市：③ 1 須賀川市：① 1 ③ 1 喜多方市：① 1 ③ 1 二本松市：③ 1

福島県 41 田村市：③ 1 南相馬市：③ 1 伊達市：① 1 ③ 1 本宮市：① 1 ③ 1 桑折町：③ 1 国見町：③ 1 川俣町：③ 1 大玉村：③ 1

〔59〕 (69.5%) 天栄村：③ 1 下郷町：③ 1 只見町：③ 1 南会津町：① 1 西会津町：③ 1 磐梯町：③ 1 猪苗代町：③ 1 湯川村：③ 1

三島町：③ 1 昭和村：③ 1 西郷村：③ 1 泉崎村：③ 1 棚倉町：③ 1 矢祭町：③ 1 塙町：③ 1 鮫川村：③ 1

石川町：③ 1 玉川村：③ 1 浅川町：③ 1 三春町：③ 1 小野町：③ 1 広野町：③ 1 楢葉町：③ 1 浪江町：③ 1

新地町：③ 1

市町村

※①･･･基本型 ②･･･特定型 ③･･･母子保健型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

都道府県
実施
市町村数

水戸市：② 1 ③ 1 日立市：① 1 ② 1 ③ 1 土浦市：① 1 ③ 1 古河市：③ 1 石岡市：① 1 ② 1 ③ 1 結城市：③ 1 龍ケ崎市：② 1 ③ 1 下妻市：② 1 ③ 1

茨城県 36 常総市：③ 1 常陸太田市：③ 1 高萩市：① 1 ③ 1 取手市：① 1 ② 1 ③ 1 牛久市：③ 1 つくば市：② 1 ③ 1 ひたちなか市：① 3 ③ 1 鹿嶋市：③ 1

〔44〕 (81.8%) 潮来市：③ 1 守谷市：① 1 ③ 1 常陸大宮市：① 1 ③ 1 那珂市：② 1 ③ 1 筑西市：① 1 ③ 1 坂東市：① 1 ③ 1 稲敷市：① 1 ③ 1 かすみがうら市：③ 1

桜川市：③ 1 行方市：① 1 ③ 1 鉾田市：① 1 つくばみらい市：① 4 ② 1 ③ 1 小美玉市：③ 1 茨城町：① 1 ③ 1 大洗町：③ 1 城里町：③ 1

東海村：① 1 ③ 1 美浦村：① 1 ③ 1 阿見町：③ 1 河内町：③ 1

栃木県 21 宇都宮市：① 5 ③ 1 足利市：① 1 ③ 1 栃木市：② 1 ③ 1 佐野市：① 1 ③ 1 鹿沼市：③ 1 日光市：③ 1 小山市：① 1 ③ 1 真岡市：③ 1

〔25〕 (84.0%) 大田原市：③ 1 矢板市：③ 1 那須塩原市：① 2 ② 1 ③ 2 さくら市：③ 2 那須烏山市：③ 1 下野市：② 1 ③ 1 上三川町：③ 1 茂木町：③ 1

市貝町：③ 1 芳賀町：③ 1 壬生町：① 1 ③ 1 塩谷町：③ 1 那須町：① 1 ③ 1

前橋市：② 1 ③ 1 高崎市：③ 6 桐生市：① 1 ③ 1 伊勢崎市：② 1 ③ 1 太田市：② 1 ③ 1 沼田市：② 1 ③ 1 館林市：③ 1 渋川市：① 1 ③ 1

群馬県 27 藤岡市：③ 1 富岡市：① 1 ③ 1 安中市：① 1 みどり市：③ 1 榛東村：③ 1 上野村：③ 1 下仁田町：③ 1 甘楽町：③ 1

〔35〕 (77.1%) 長野原町：③ 1 嬬恋村：③ 1 高山村：③ 1 川場村：③ 1 昭和村：③ 1 みなかみ町：③ 1 玉村町：③ 1 明和町：③ 1

千代田町：③ 1 大泉町：③ 1 邑楽町：① 1 ③ 1

さいたま市：① 1 ② 7 ③ 10 川越市：① 2 ② 2 ③ 2 熊谷市：① 4 ② 1 ③ 2 川口市：① 3 ③ 7 行田市：② 1 ③ 1 秩父市：① 1 所沢市：① 1 ② 1 ③ 1 飯能市：① 1 ③ 1

加須市：③ 1 本庄市：① 1 東松山市：① 1 ③ 1 春日部市：③ 1 狭山市：① 1 ② 1 ③ 2 羽生市：③ 1 鴻巣市：② 1 ③ 1 深谷市：③ 1

埼玉県 56 上尾市：① 1 ② 1 ③ 2 草加市：② 2 ③ 1 越谷市：② 1 ③ 2 蕨市：① 1 ③ 1 戸田市：② 1 ③ 1 入間市：① 3 ③ 2 朝霞市：③ 1 志木市：② 1 ③ 1

〔63〕 (88.9%) 和光市：① 4 ③ 4 新座市：① 2 ② 1 ③ 1 桶川市：① 1 ③ 1 久喜市：② 1 ③ 4 北本市：① 1 ③ 1 八潮市：① 1 ③ 1 富士見市：① 1 ③ 1 三郷市：① 1 ② 1 ③ 1

蓮田市：① 1 ③ 2 坂戸市：① 1 ③ 1 幸手市：② 1 ③ 1 鶴ヶ島市：① 1 ③ 1 日高市：① 1 ③ 1 吉川市：① 1 ② 1 ③ 1 ふじみ野市：① 1 ③ 2 白岡市：③ 1

伊奈町：② 1 ③ 1 三芳町：③ 1 毛呂山町：① 1 ③ 1 滑川町：① 1 ③ 1 嵐山町：③ 1 吉見町：① 1 鳩山町：③ 1 横瀬町：③ 1

小鹿野町：③ 1 美里町：③ 1 神川町：③ 1 上里町：② 1 寄居町：③ 1 宮代町：① 1 ③ 1 杉戸町：① 1 ③ 1 松伏町：① 1

千葉市：① 1 ② 5 ③ 6 銚子市：① 1 ③ 1 市川市：② 2 ③ 4 船橋市：① 3 ② 1 ③ 7 館山市：① 1 ③ 1 木更津市：③ 1 松戸市：① 28 ② 1 ③ 3 野田市：② 1 ③ 2

千葉県 45 茂原市：③ 1 成田市：② 1 ③ 1 佐倉市：① 2 ③ 5 東金市：① 1 ③ 1 旭市：③ 1 習志野市：① 1 ② 1 ③ 1 柏市：① 2 ② 1 ③ 4 勝浦市：③ 1

〔54〕 (83.3%) 市原市：② 1 ③ 1 流山市：① 1 ② 1 ③ 3 八千代市：① 1 ③ 1 我孫子市：① 2 ③ 1 鎌ケ谷市：① 1 ③ 1 君津市：③ 1 富津市：① 1 ③ 1 浦安市：① 1 ③ 1

四街道市：② 1 ③ 1 袖ケ浦市：① 1 ③ 1 八街市：③ 1 印西市：① 1 ③ 1 白井市：① 1 ② 1 ③ 1 富里市：① 1 ③ 1 匝瑳市：① 1 ③ 1 香取市：③ 1

山武市：③ 1 大網白里市：③ 1 酒々井町：① 1 栄町：① 1 ③ 1 神崎町：③ 1 多古町：① 1 ③ 1 東庄町：① 1 ③ 1 九十九里町：③ 1

横芝光町：③ 1 一宮町：③ 1 睦沢町：① 1 ③ 1 長生村：③ 1 大多喜町：③ 1

千代田区：① 1 ② 1 ③ 1 中央区：③ 3 港区：① 2 ② 2 ③ 2 新宿区：① 7 ③ 5 文京区：③ 2 台東区：① 1 ③ 2 墨田区：① 18 ② 1 ③ 4 江東区：① 6 ② 2 ③ 4

品川区：② 3 ③ 3 目黒区：① 1 ② 1 ③ 2 大田区：② 1 ③ 5 世田谷区：① 6 ② 5 ③ 5 渋谷区：① 7 ② 1 中野区：① 4 ② 1 ③ 4 杉並区：① 10 ③ 5 豊島区：① 1 ② 1 ③ 2

東京都 54 北区：② 1 ③ 3 荒川区：① 1 ② 1 ③ 1 板橋区：② 1 ③ 6 練馬区：① 4 ② 1 ③ 7 足立区：② 1 ③ 6 葛飾区：② 1 ③ 12 江戸川区：② 4 ③ 8 八王子市：① 20 ② 2 ③ 3

〔62〕 (87.1%) 立川市：① 1 ② 1 ③ 1 武蔵野市：① 3 ② 1 ③ 2 三鷹市：① 6 ② 1 ③ 1 青梅市：① 1 ③ 1 府中市：① 5 ② 2 ③ 1 昭島市：① 1 ② 1 ③ 1 調布市：① 1 ② 1 ③ 1 町田市：① 5 ② 1 ③ 4

小金井市：② 1 ③ 1 小平市：② 1 ③ 1 日野市：② 1 ③ 1 東村山市：① 1 ③ 1 国分寺市：① 3 ② 1 ③ 1 国立市：③ 1 福生市：② 1 ③ 1 狛江市：① 1 ② 1 ③ 1

東大和市：② 1 ③ 1 清瀬市：③ 1 東久留米市：② 1 ③ 1 武蔵村山市：③ 1 多摩市：① 9 ③ 1 稲城市：① 1 ③ 1 羽村市：② 1 ③ 1 あきる野市：① 1 ③ 1

西東京市：② 1 ③ 1 瑞穂町：③ 1 檜原村：① 1 新島村：③ 1 神津島村：③ 1 八丈町：③ 1

横浜市：① 24 ② 18 ③ 18 川崎市：② 9 ③ 9 相模原市：② 3 ③ 3 横須賀市：① 1 ② 1 ③ 1 平塚市：③ 1 鎌倉市：① 1 ③ 1 藤沢市：② 1 ③ 3 小田原市：② 1 ③ 2

神奈川県 30 茅ヶ崎市：① 1 ② 1 ③ 1 逗子市：② 1 三浦市：③ 1 秦野市：② 1 ③ 1 厚木市：② 1 ③ 1 大和市：② 2 ③ 1 伊勢原市：① 1 ③ 1 海老名市：② 1 ③ 1

〔33〕 (90.9%) 座間市：① 3 ② 1 ③ 1 南足柄市：② 1 ③ 1 綾瀬市：② 1 ③ 1 葉山町：① 1 ③ 1 寒川町：① 1 ② 1 ③ 1 大磯町：② 1 ③ 1 二宮町：③ 1 中井町：③ 1

松田町：③ 1 山北町：③ 1 開成町：① 1 ③ 1 箱根町：① 1 ③ 1 湯河原町：① 1 ③ 1 愛川町：③ 1

新潟県 22 新潟市：③ 8 長岡市：① 12 ③ 1 三条市：③ 1 柏崎市：③ 1 新発田市：② 1 ③ 1 小千谷市：③ 1 加茂市：③ 1 見附市：③ 1

〔30〕 (73.3%) 村上市：① 1 ③ 5 燕市：① 1 ③ 1 糸魚川市：③ 1 妙高市：③ 1 五泉市：③ 1 上越市：① 1 阿賀野市：③ 1 魚沼市：③ 1

胎内市：③ 1 弥彦村：③ 1 田上町：③ 1 出雲崎町：③ 1 湯沢町：① 1 関川村：③ 1

市町村

※①･･･基本型 ②･･･特定型 ③･･･母子保健型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）
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都道府県
実施
市町村数

富山県 14 富山市：② 3 ③ 8 高岡市：③ 1 魚津市：① 1 ③ 1 氷見市：① 1 ③ 1 滑川市：③ 1 黒部市：③ 1 砺波市：① 1 小矢部市：① 1 ③ 1

〔15〕 (93.3%) 南砺市：③ 1 射水市：① 1 ③ 1 舟橋村：③ 1 上市町：③ 1 立山町：③ 1 入善町：③ 1

石川県 17 金沢市：① 2 ② 1 ③ 4 七尾市：③ 1 小松市：① 1 ③ 1 輪島市：① 1 ③ 1 珠洲市：① 1 ③ 1 加賀市：① 1 ③ 1 羽咋市：① 1 ③ 1 かほく市：① 1 ③ 1

〔19〕 (89.5%) 白山市：① 2 ③ 2 能美市：① 1 ③ 1 野々市市：① 1 ② 1 ③ 1 津幡町：① 1 ③ 1 内灘町：① 1 ③ 1 宝達志水町：③ 1 中能登町：③ 1 穴水町：① 1 ③ 1

能登町：① 1

福井県 13 福井市：① 1 ③ 2 敦賀市：① 1 ③ 1 大野市：① 1 ③ 1 勝山市：① 1 ③ 1 鯖江市：① 1 ③ 1 あわら市：③ 1 越前市：① 1 ③ 1 坂井市：① 1 ③ 1

〔17〕 (76.5%) 越前町：③ 1 美浜町：③ 1 高浜町：③ 1 おおい町：① 1 若狭町：③ 1

山梨県 19 甲府市：① 1 ③ 1 富士吉田市：① 1 ③ 1 都留市：③ 1 山梨市：③ 1 韮崎市：① 1 ③ 1 南アルプス市：③ 1 北杜市：① 1 ③ 1 甲斐市：③ 1

〔27〕 (70.4%) 笛吹市：③ 1 甲州市：③ 1 中央市：③ 1 市川三郷町：③ 1 富士川町：③ 1 昭和町：③ 1 道志村：③ 1 西桂町：③ 1

山中湖村：③ 1 富士河口湖町：③ 1 丹波山村：③ 1

長野市：① 2 ② 1 ③ 7 松本市：① 5 ③ 1 上田市：① 1 ③ 1 岡谷市：③ 1 飯田市：③ 1 諏訪市：③ 1 須坂市：① 1 ③ 1 小諸市：③ 1

長野県 46 伊那市：③ 1 駒ヶ根市：③ 1 中野市：③ 1 大町市：① 1 ③ 1 飯山市：③ 1 茅野市：③ 1 塩尻市：① 1 ③ 2 佐久市：① 1 ③ 4

〔77〕 (59.7%) 千曲市：① 2 ③ 1 東御市：① 1 ③ 1 安曇野市：③ 1 軽井沢町：① 1 ③ 1 御代田町：③ 1 立科町：③ 1 富士見町：① 1 辰野町：③ 1

箕輪町：① 1 ③ 1 飯島町：① 1 ③ 1 南箕輪村：① 1 中川村：③ 1 宮田村：① 2 阿智村：③ 1 泰阜村：① 1 ③ 1 木曽町：③ 1

生坂村：① 1 山形村：③ 1 朝日村：③ 1 筑北村：① 1 池田町：① 1 松川村：① 1 白馬村：① 1 ③ 1 坂城町：③ 1

小布施町：① 1 高山村：③ 1 山ノ内町：③ 1 木島平村：① 1 信濃町：① 1 飯綱町：① 1 ③ 1

岐阜県 29 岐阜市：② 1 ③ 3 大垣市：① 1 ③ 1 高山市：① 1 多治見市：① 1 ③ 1 関市：③ 1 中津川市：① 1 ③ 1 美濃市：① 1 瑞浪市：① 1 ③ 1

〔42〕 (69.0%) 羽島市：③ 1 恵那市：③ 1 美濃加茂市：① 1 ③ 1 各務原市：③ 1 可児市：① 1 ③ 1 山県市：① 1 ③ 1 瑞穂市：③ 1 郡上市：① 1

海津市：③ 1 岐南町：③ 1 笠松町：③ 1 養老町：③ 1 垂井町：③ 1 輪之内町：③ 1 安八町：③ 1 大野町：① 1 ③ 1

池田町：① 1 北方町：③ 1 坂祝町：③ 1 川辺町：③ 1 御嵩町：① 1 ③ 1

静岡市：① 12 ② 3 ③ 3 浜松市：② 5 ③ 7 沼津市：① 1 ③ 1 三島市：① 1 ③ 1 富士宮市：① 1 ③ 1 伊東市：① 1 ③ 1 島田市：① 1 ③ 1 富士市：① 1 ② 1 ③ 1

静岡県 26 磐田市：① 1 焼津市：① 3 ③ 1 掛川市：① 1 ③ 1 藤枝市：② 1 ③ 1 御殿場市：③ 1 袋井市：② 1 ③ 1 裾野市：③ 1 湖西市：② 1

〔35〕 (74.3%) 御前崎市：③ 1 菊川市：③ 1 伊豆の国市：③ 1 牧之原市：① 1 ③ 1 函南町：③ 1 清水町：② 1 ③ 1 長泉町：② 1 ③ 1 小山町：① 1

吉田町：③ 1 森町：② 1 ③ 1

名古屋市：① 42 ② 12 ③ 16 豊橋市：① 1 ② 1 ③ 1 岡崎市：① 2 ③ 2 一宮市：③ 3 瀬戸市：① 2 ③ 1 半田市：① 1 ③ 1 春日井市：③ 1 豊川市：① 1 ② 1 ③ 1

津島市：① 2 ③ 1 碧南市：③ 1 刈谷市：① 3 ③ 1 豊田市：③ 1 安城市：① 1 ③ 1 西尾市：③ 1 蒲郡市：① 3 ③ 1 犬山市：① 2 ③ 1

愛知県 50 常滑市：① 1 ③ 1 江南市：① 1 ③ 1 小牧市：① 1 ③ 1 稲沢市：② 1 ③ 1 新城市：① 1 東海市：① 1 ③ 1 大府市：① 1 ③ 1 知多市：① 1 ③ 1

〔54〕 (92.6%) 知立市：① 1 ③ 1 尾張旭市：③ 1 高浜市：② 1 ③ 1 岩倉市：① 1 ③ 1 豊明市：② 1 ③ 1 日進市：① 1 ③ 1 田原市：① 1 ③ 2 愛西市：① 1 ③ 1

清須市：① 1 ③ 1 北名古屋市：① 2 ③ 1 弥富市：③ 1 みよし市：③ 1 あま市：① 1 ③ 3 長久手市：② 1 ③ 1 東郷町：③ 1 豊山町：① 1 ③ 1

大口町：① 1 扶桑町：① 2 ③ 1 大治町：① 1 ③ 1 蟹江町：③ 1 阿久比町：③ 1 東浦町：① 1 ③ 1 美浜町：③ 1 武豊町：① 1 ③ 1

幸田町：③ 1 東栄町：③ 1

三重県 28 津市：① 5 ③ 10 四日市市：① 3 ② 1 ③ 1 伊勢市：① 1 ③ 1 松阪市：③ 2 桑名市：① 2 ② 1 ③ 1 鈴鹿市：③ 1 名張市：① 15 ③ 1 尾鷲市：③ 1

〔29〕 (96.6%) 亀山市：③ 1 鳥羽市：① 1 熊野市：③ 1 いなべ市：③ 1 志摩市：③ 1 伊賀市：③ 1 木曽岬町：③ 1 東員町：① 1 ③ 1

菰野町：③ 1 朝日町：① 1 ③ 1 川越町：③ 1 多気町：③ 1 明和町：③ 1 大台町：③ 1 玉城町：① 1 ③ 1 度会町：③ 1

大紀町：③ 1 紀北町：③ 1 御浜町：① 1 ③ 1 紀宝町：③ 1

滋賀県 18 大津市：① 1 ② 1 ③ 7 彦根市：② 1 ③ 1 長浜市：③ 1 近江八幡市：① 2 ③ 1 草津市：① 3 ② 1 ③ 1 守山市：③ 1 栗東市：③ 1 甲賀市：① 5 ③ 5

〔19〕 (94.7%) 野洲市：① 1 ③ 1 湖南市：① 4 ③ 1 高島市：① 1 ② 1 ③ 1 東近江市：① 6 ② 1 ③ 1 米原市：① 1 ③ 1 日野町：① 2 ② 1 ③ 1 竜王町：① 1 ③ 1 愛荘町：① 1 ② 1 ③ 1

豊郷町：③ 1 甲良町：③ 1

市町村

※①･･･基本型 ②･･･特定型 ③･･･母子保健型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

利用者支援事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース③）

都道府県
実施

市町村数

京都府 22 京都市：② 7 ③ 14 福知山市：① 2 ② 1 ③ 1 舞鶴市：① 1 ③ 1 綾部市：③ 1 宇治市：① 1 ② 1 ③ 1 宮津市：① 1 亀岡市：① 7 ② 1 ③ 1 城陽市：① 1 ③ 1

〔26〕 (84.6%) 向日市：① 1 ③ 1 長岡京市：③ 1 八幡市：① 1 京田辺市：② 1 ③ 1 京丹後市：③ 1 南丹市：① 2 ③ 1 木津川市：② 1 ③ 1 大山崎町：③ 1

久御山町：③ 1 井手町：③ 1 宇治田原町：① 1 ③ 1 精華町：① 1 ③ 1 伊根町：③ 1 与謝野町：③ 1

大阪市：① 16 ② 8 堺市：① 7 ② 5 ③ 8 岸和田市：② 1 ③ 1 豊中市：① 1 ② 1 ③ 3 池田市：① 1 ② 1 ③ 1 吹田市：① 1 ② 1 ③ 2 泉大津市：① 1 ② 1 ③ 1 高槻市：① 1 ② 1 ③ 2

大阪府 43 貝塚市：③ 1 守口市：③ 1 枚方市：② 1 ③ 2 茨木市：① 6 ② 1 ③ 1 八尾市：② 1 ③ 1 泉佐野市：① 1 ③ 5 富田林市：② 1 ③ 1 寝屋川市：① 3 ② 1 ③ 2

〔43〕 (100%) 河内長野市：① 1 ③ 1 松原市：① 1 ③ 1 大東市：① 1 ③ 1 和泉市：② 1 ③ 2 箕面市：② 1 ③ 1 柏原市：③ 1 羽曳野市：① 1 ③ 1 門真市：① 1 ② 1 ③ 1

摂津市：① 1 ③ 1 高石市：① 4 ③ 1 藤井寺市：③ 1 東大阪市：① 4 ② 1 ③ 3 泉南市：① 1 ③ 1 四條畷市：① 1 ③ 1 交野市：① 1 ③ 1 大阪狭山市：① 2 ③ 1

阪南市：③ 1 島本町：③ 1 豊能町：① 1 ③ 1 能勢町：③ 1 忠岡町：③ 1 熊取町：③ 1 田尻町：① 1 ③ 1 岬町：③ 1

太子町：③ 1 河南町：① 1 千早赤阪村：③ 1

神戸市：② 8 ③ 12 姫路市：① 6 ② 1 ③ 4 尼崎市：① 2 ② 1 ③ 2 明石市：① 2 ② 1 ③ 1 西宮市：① 4 ② 1 ③ 4 洲本市：③ 1 芦屋市：② 1 ③ 1 伊丹市：① 1 ② 1 ③ 1

兵庫県 40 相生市：③ 1 豊岡市：③ 1 加古川市：② 1 ③ 2 赤穂市：③ 1 西脇市：① 1 ③ 1 宝塚市：② 1 ③ 1 三木市：① 1 ② 1 ③ 1 高砂市：① 1 ② 1 ③ 1

〔41〕 (97.6%) 川西市：① 1 ② 1 ③ 1 小野市：③ 1 三田市：② 1 ③ 3 加西市：① 1 ③ 1 丹波篠山市：① 2 ③ 1 養父市：① 2 ③ 1 丹波市：① 1 ③ 1 南あわじ市：① 1

朝来市：① 2 ③ 1 淡路市：① 1 ③ 1 宍粟市：① 1 ③ 1 加東市：① 2 ③ 1 たつの市：① 1 ③ 1 猪名川町：① 1 ③ 1 多可町：① 1 ③ 1 稲美町：③ 1

播磨町：② 1 ③ 1 市川町：③ 1 福崎町：③ 1 神河町：③ 1 太子町：③ 1 上郡町：③ 1 佐用町：③ 1 香美町：③ 1

奈良県 28 奈良市：① 2 ② 1 ③ 2 大和高田市：③ 1 大和郡山市：③ 1 天理市：③ 1 橿原市：① 1 ③ 1 桜井市：① 2 ③ 1 五條市：③ 1 御所市：③ 1

〔39〕 (71.8%) 生駒市：① 1 ② 1 ③ 1 香芝市：① 1 ③ 1 葛城市：① 1 ③ 1 宇陀市：① 1 ③ 1 山添村：③ 1 平群町：① 1 ③ 1 三郷町：① 1 ③ 1 斑鳩町：③ 1

安堵町：① 1 ③ 1 川西町：① 1 三宅町：③ 1 田原本町：③ 1 高取町：③ 1 明日香村：③ 1 上牧町：③ 1 王寺町：③ 1

広陵町：① 1 ③ 1 河合町：① 1 大淀町：① 1 ③ 1 川上村：③ 1

和歌山県 21 和歌山市：① 1 ③ 4 海南市：③ 1 橋本市：③ 1 有田市：① 1 ③ 2 御坊市：③ 1 田辺市：③ 1 新宮市：① 1 紀の川市：③ 1

〔30〕 (70.0%) 岩出市：① 1 ③ 1 かつらぎ町：③ 1 高野町：③ 1 湯浅町：① 1 ③ 1 有田川町：③ 1 美浜町：③ 1 印南町：③ 1 みなべ町：③ 1

日高川町：③ 1 白浜町：③ 1 上富田町：③ 1 すさみ町：③ 1 串本町：① 1

鳥取県 13 鳥取市：③ 1 米子市：① 1 ③ 1 倉吉市：② 1 ③ 1 境港市：③ 1 岩美町：③ 1 三朝町：③ 1 湯梨浜町：③ 1 琴浦町：③ 1

〔19〕 (68.4%) 北栄町：③ 1 日吉津村：③ 1 大山町：① 1 ③ 1 南部町：① 1 ③ 1 江府町：③ 1

島根県 15 松江市：① 1 ③ 1 浜田市：③ 1 出雲市：③ 1 益田市：③ 1 大田市：③ 1 安来市：③ 1 江津市：① 1 雲南市：① 1 ③ 1

〔19〕 (78.9%) 美郷町：③ 1 邑南町：③ 1 津和野町：③ 1 吉賀町：① 1 ③ 1 西ノ島町：③ 1 知夫村：③ 1 隠岐の島町：③ 1

岡山県 21 岡山市：② 4 ③ 6 倉敷市：② 3 ③ 5 津山市：③ 1 玉野市：① 1 ③ 1 笠岡市：① 1 ③ 1 井原市：① 1 ③ 1 総社市：② 1 ③ 1 高梁市：③ 1

〔27〕 (77.8%) 新見市：③ 1 備前市：① 5 ③ 1 瀬戸内市：③ 1 赤磐市：③ 1 真庭市：① 1 ③ 1 美作市：③ 1 浅口市：① 1 ③ 1 早島町：① 1 ③ 1

里庄町：③ 1 矢掛町：③ 1 鏡野町：③ 1 勝央町：③ 1 西粟倉村：③ 1

広島県 23 広島市：③ 8 呉市：① 2 ③ 1 竹原市：③ 1 三原市：③ 1 尾道市：① 4 ③ 1 福山市：① 8 ③ 13 府中市：① 1 ③ 3 三次市：① 1 ③ 1

〔23〕 (100.0%) 庄原市：① 1 ③ 1 大竹市：① 1 ③ 1 東広島市：① 9 ② 1 ③ 3 廿日市市：① 1 ③ 5 安芸高田市：③ 1 江田島市：③ 1 府中町：① 1 ③ 2 海田町：① 1 ③ 2

熊野町：③ 1 坂町：③ 1 安芸太田町：③ 1 北広島町：③ 1 大崎上島町：③ 1 世羅町：① 1 神石高原町：③ 1

山口県 19 下関市：① 2 ② 1 ③ 9 宇部市：② 1 ③ 1 山口市：② 1 ③ 1 萩市：③ 1 防府市：② 1 ③ 1 下松市：② 1 ③ 1 岩国市：① 1 ③ 1 光市：① 1

〔19〕 (100.0%) 長門市：③ 1 柳井市：③ 1 美祢市：③ 1 周南市：① 2 ③ 1 山陽小野田市：① 1 ③ 1 周防大島町：③ 1 和木町：③ 1 上関町：③ 1

田布施町：③ 1 平生町：③ 1 阿武町：③ 1

徳島県 18 徳島市：② 1 ③ 1 鳴門市：③ 1 小松島市：③ 1 阿南市：③ 1 吉野川市：③ 1 阿波市：③ 1 美馬市：③ 1 三好市：③ 1

石井町：③ 1 神山町：③ 1 那賀町：③ 1 海陽町：③ 1 松茂町：③ 1 北島町：③ 1 藍住町：③ 1 板野町：③ 1

〔24〕 (75.0%) 上板町：③ 1 東みよし町：③ 1

香川県 13 高松市：① 4 ③ 7 丸亀市：③ 1 坂出市：① 1 ③ 1 善通寺市：① 1 ③ 1 観音寺市：① 1 ③ 1 さぬき市：① 1 ③ 1 三豊市：① 1 ③ 1 小豆島町：① 1 ③ 1

〔17〕 (76.5%) 三木町：① 1 ③ 1 宇多津町：③ 1 綾川町：① 1 多度津町：① 1 ③ 1 まんのう町：③ 1

市町村

※①･･･基本型 ②･･･特定型 ③･･･母子保健型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

利用者支援事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース④）
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都道府県
実施
市町村数

愛媛県 16 松山市：① 1 ② 2 ③ 5 今治市：① 2 ③ 1 宇和島市：① 1 ③ 1 八幡浜市：③ 1 新居浜市：① 1 ③ 1 西条市：① 1 ③ 1 大洲市：③ 1 伊予市：① 1 ③ 1

〔20〕 (80.0%) 四国中央市：③ 1 西予市：② 1 ③ 1 東温市：① 1 ③ 1 松前町：① 1 ③ 1 砥部町：① 1 内子町：③ 1 鬼北町：③ 1 愛南町：③ 1

高知県 13 高知市：② 1 ③ 3 安芸市：③ 1 南国市：① 1 ③ 1 土佐市：③ 1 須崎市：③ 1 宿毛市：③ 1 土佐清水市：③ 1 四万十市：③ 1

〔34〕 (38.2%) 香美市：③ 1 田野町：③ 1 佐川町：③ 1 日高村：③ 1 四万十町：③ 1

北九州市：② 5 ③ 7 福岡市：① 7 ② 2 ③ 7 大牟田市：② 1 ③ 1 久留米市：① 1 ③ 1 直方市：③ 1 飯塚市：① 1 ③ 1 田川市：① 1 ③ 1 柳川市：② 1 ③ 1

福岡県 56 八女市：① 1 ③ 1 筑後市：③ 1 大川市：① 2 ③ 1 行橋市：② 1 ③ 1 豊前市：③ 1 中間市：① 1 ③ 1 小郡市：① 1 ③ 1 筑紫野市：① 1 ③ 1

〔60〕 (93.3%) 春日市：① 1 ② 1 ③ 1 大野城市：③ 1 宗像市：② 1 ③ 1 太宰府市：① 1 ③ 1 古賀市：① 1 ② 1 ③ 1 福津市：① 1 ③ 1 うきは市：③ 1 宮若市：③ 1

嘉麻市：③ 1 朝倉市：③ 1 みやま市：② 1 ③ 1 糸島市：① 1 ② 1 ③ 1 那珂川市：① 1 ③ 1 宇美町：② 1 ③ 1 篠栗町：③ 1 志免町：① 1 ③ 1

須恵町：③ 1 新宮町：③ 1 久山町：③ 1 粕屋町：① 1 ③ 1 芦屋町：③ 1 水巻町：③ 1 岡垣町：③ 1 小竹町：① 1 ③ 1

鞍手町：③ 1 桂川町：③ 1 筑前町：① 1 ③ 1 東峰村：③ 1 大刀洗町：① 1 ③ 1 大木町：① 1 ③ 1 広川町：③ 1 香春町：③ 1

添田町：③ 1 川崎町：③ 1 大任町：① 1 福智町：③ 1 苅田町：③ 1 みやこ町：③ 2 吉富町：③ 1 築上町：③ 1

佐賀県 17 佐賀市：② 1 唐津市：① 1 ③ 1 鳥栖市：① 1 ③ 1 多久市：① 1 伊万里市：① 1 ③ 1 武雄市：① 1 ③ 2 鹿島市：① 1 ③ 1 小城市：③ 1

〔20〕 (85.0%) 嬉野市：① 1 ③ 1 神埼市：③ 1 吉野ヶ里町：① 1 ③ 1 基山町：① 3 ③ 1 上峰町：③ 1 みやき町：① 1 ③ 1 玄海町：① 1 ③ 1 有田町：③ 1

白石町：③ 1

長崎県 18 長崎市：③ 1 佐世保市：③ 1 島原市：③ 1 諫早市：① 1 ③ 1 大村市：② 1 ③ 1 平戸市：① 1 ③ 1 松浦市：① 1 ③ 1 対馬市：③ 1

〔21〕 (85.7%) 壱岐市：③ 1 五島市：① 1 ③ 1 西海市：③ 1 雲仙市：① 1 ③ 1 南島原市：③ 1 長与町：① 1 ③ 1 時津町：② 1 ③ 1 波佐見町：③ 1

佐々町：③ 1 新上五島町：③ 1

熊本県 24 熊本市：② 5 ③ 6 八代市：① 1 ③ 1 人吉市：① 1 ③ 1 荒尾市：② 1 ③ 1 玉名市：① 2 ③ 1 山鹿市：① 1 ③ 1 菊池市：③ 1 宇土市：③ 1

〔45〕 (53.3%) 上天草市：③ 1 宇城市：① 1 阿蘇市：③ 1 合志市：② 1 ③ 1 玉東町：③ 1 南関町：③ 1 長洲町：③ 1 和水町：① 1

大津町：② 1 ③ 1 菊陽町：① 1 ② 1 ③ 1 高森町：③ 1 南阿蘇村：③ 1 御船町：① 1 多良木町：① 1 山江村：② 1 あさぎり町：③ 1

大分県 17 大分市：① 3 ② 1 ③ 3 別府市：① 3 ③ 1 中津市：① 1 ③ 1 日田市：② 1 ③ 1 佐伯市：③ 1 臼杵市：③ 1 津久見市：③ 1 竹田市：① 1 ③ 1

〔18〕 (94.4%) 豊後高田市：① 1 ③ 1 杵築市：① 1 ③ 1 宇佐市：① 1 ③ 1 豊後大野市：② 1 ③ 1 由布市：② 1 ③ 1 国東市：③ 1 姫島村：③ 1 日出町：① 1 ③ 1

玖珠町：③ 1

宮崎県 19 宮崎市：① 4 ② 1 ③ 2 都城市：① 1 ③ 1 延岡市：① 1 ② 1 ③ 1 小林市：② 1 ③ 1 日向市：③ 1 串間市：③ 1 西都市：③ 1 三股町：③ 1

〔26〕 (73.1%) 綾町：③ 1 高鍋町：① 1 ③ 1 新富町：③ 1 川南町：③ 1 都農町：③ 1 諸塚村：③ 1 椎葉村：① 1 美郷町：③ 1

高千穂町：③ 1 日之影町：③ 1 五ヶ瀬町：③ 1

鹿児島県 32 鹿児島市：① 4 ② 4 ③ 5 鹿屋市：③ 1 枕崎市：③ 1 阿久根市：③ 1 出水市：① 1 ③ 1 指宿市：③ 1 垂水市：① 1 ③ 1 薩摩川内市：② 1 ③ 1

〔43〕 (74.4%) 日置市：① 1 ③ 1 曽於市：③ 1 霧島市：③ 1 いちき串木野市：③ 1 南さつま市：① 2 ② 1 ③ 1 志布志市：③ 1 奄美市：③ 1 南九州市：① 1 ③ 1

伊佐市：③ 1 姶良市：③ 1 十島村：③ 1 さつま町：① 1 ③ 1 大崎町：③ 1 錦江町：③ 1 肝付町：① 1 ③ 1 中種子町：③ 1

屋久島町：③ 1 大和村：③ 1 宇検村：③ 1 瀬戸内町：③ 1 龍郷町：① 1 ③ 1 和泊町：③ 1 知名町：③ 1 与論町：③ 1

沖縄県 24 那覇市：① 1 ③ 1 宜野湾市：① 1 ③ 1 石垣市：② 1 浦添市：② 1 ③ 1 名護市：② 1 ③ 1 糸満市：② 1 ③ 1 沖縄市：② 1 ③ 1 豊見城市：② 1 ③ 1

〔41〕 (58.5%) うるま市：① 1 ③ 1 宮古島市：② 1 ③ 1 南城市：② 1 今帰仁村：③ 1 本部町：③ 1 恩納村：③ 1 宜野座村：① 1 金武町：③ 1

伊江村：③ 1 読谷村：③ 1 嘉手納町：① 1 ③ 1 北谷町：② 1 ③ 1 中城村：③ 1 与那原町：② 1 ③ 1 南風原町：② 1 ③ 1 八重瀬町：① 1 ② 1 ③ 1

市町村

※①･･･基本型 ②･･･特定型 ③･･･母子保健型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

実施市町村数全国合計：1,316【①基本型538  ②特定型251  ③母子保健型1,244 (延べ数)】

利用者支援事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース⑤）
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4
月

翌
４
月

１
０
月

4
ヶ
月3
ヶ
月

以
下
の
①
～
③
の
加
算
事
業
に
係
る
経
費
が
交
付
金
の
対
象
経
費
と
な
る
。

1
ヶ
月

1
ヶ
月

※
年
間
を
通
し
て
利
用
者
支
援
事
業
（
基
本
型
）
を
実
施

①
保
育
所
入
所
申
込
期
間
（1
0
月
～
1
2
月
）に
夜
間
延
長
を
実
施

②
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
（4
月
、
1
2
月
）、
乳
幼
児
健
診
（6
月
、
1
0
月
）へ
の
出
張
相
談
支
援
を
実
施

③
①
又
は
②
の
加
算
事
業
を
実
施
し
た
上
で
、
職
員
配
置
等
の
「
機
能
強
化
の
た
め
の
取
組
」加
算
の
実
施
要
件
を
満
し
て
実
施
（※
延
べ
6
ヶ
月
間
の
み
）

加
算
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
年
間
を
通
し
て
計
画
的
、
継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
利
用

者
支
援
事
業
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
年
間
を
通
し
て
実
施
せ
ず
と
も
、
加
算
事
業
を
実
施
し
た
月
の
対
象
経
費
に
つ
い

て
補
助
の
対
象
と
し
た
。

《
月
単
位
で
の
実
施
の
例
》

・
次
年
度
の
保
育
所
等
入
所
申
込
期
間
に
相
談
件
数
や
相
談
時
間
の
増
に
対
応
し
た
夜
間
・
休
日
延
長
相
談
支
援
の
実
施

・
保
育
所
等
申
込
期
間
前
に
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
や
両
親
学
級
な
ど
に
お
い
て
出
張
相
談
支
援
の
実
施

・
子
育
て
に
関
す
る
相
談
支
援
と
し
て
、
定
期
的
に
保
育
所
や
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
へ
の
出
張
相
談
支
援
の
実
施

・
乳
幼
児
健
診
会
場
へ
の
定
期
的
な
出
張
相
談
支
援
の
実
施

・
出
張
相
談
支
援
が
必
要
と
判
断
し
た
家
庭
へ
の
不
定
期
的
な
出
張
相
談
支
援
の
実
施

な
ど

実
施
要
件
に
係
る
運
用
の
変
更

実
施
事
業
例

利
用
者
支
援
事
業
に
お
け
る
加
算
事
業
の
交
付
金
対
象
経
費
に
つ
い
て

1
ヶ
月

1
ヶ
月

1
ヶ
月

※
そ
れ
ぞ
れ
の
加
算
事
業
に
関
す
る
実
施
要
件
を
満
た
し
て

実
施
し
た
場
合

1
ヶ
月

1
2
ヶ
月

③
機
能
強
化
の
取
組
加
算

②
出
張
相
談
支
援
の
実
施

①
夜
間
・休
日
延
長
の
実
施

【利
用
者
支
援
事
業
基
本
型
】
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次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

（
利
用
者
支
援
事
業
所
）

○
市
町
村
が
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
整
備
計
画
に
よ
り
整
備
を
行
う
た
め
の
経
費
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

１
．
実
施
主
体
：市
町
村

２
．
補
助
基
準
額
：円

３
．
補
助
率
：国

定
額
（１
／
２
相
当
）

４
．
補
助
対
象
事
業
者
：市
町
村
、
社
９
，
４
９
６
千
会
福
祉
法
人
、
公
益
社
団
法
人
、

公
益
財
団
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等

※
平
成
２
９
年
度
か
ら
、
利
用
者
支
援
事
業
実
施
の
た
め
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
等
に
加
え
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
も
補
助
対
象
と
な
っ
た
。

子
ども
・子
育
て
支
援
交
付
金

【運
営
経
費
】

○
利
用
者
支
援
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
（人
件
費
・需
用
費
な
ど
）に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

１
．
実
施
主
体
：市
町
村
（委
託
等
可
）

２
．
補
助
基
準
額
：７
，
６
８
８
千
円
【基
本
型
】

３
．
補
助
率
：２
／
３
（国
２
／
３
、
都
道
府
県
１
／
６
、
市
町
村
１
／
６
）

子
ども
・子
育
て
支
援
交
付
金

【開
設
準
備
経
費
】

○
利
用
者
支
援
事
業
を
開
設
す
る
際
に
必
要
と
な
る
施
設
の
改
修
、
備
品
の
購
入
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

１
．
実
施
主
体
：市
町
村
（委
託
等
可
）

２
．
補
助
基
準
額
：４
，
０
０
０
千
円
（改
修
費
等
）

３
．
補
助
率
：２
／
３
（国
２
／
３
、
都
道
府
県
１
／
６
、
市
町
村
１
／
６
）

整
備
費
等
補
助
（
新
規
開
設
分
）

運
営
費
補
助

「
利
用
者
支
援
事
業
」
に
お
け
る
各
種
補
助
制
度
の
概
要
（
令
和
５
年
度
予
算
案
）

171

YSPMG
テキスト ボックス
資料25




地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
１
，
９
２
０
億
円
の
内
数
（
１
，
８
０
０
億
円
の
内
数
）

（
子
ども
・子
育
て
支
援
交
付
金
（
こど
も
家
庭
庁
）
及
び
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
交
付
金
（
厚
生
労
働
省
）
）

１
．

施
策

の
目

的

・
３
歳
未
満
児
の
約
６
～
７
割
は
家
庭
で
子
育
て

・
核
家
族
化
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化

・
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
以
外
で
の
子
育
て

の
増
加

・
男
性
の
子
育
て
へ
の
関
わ
り
が
少
な
い

・
児
童
数
の
減
少

子
育
て
中
の
親
子
が
気
軽
に
集
い
、

相
互
交
流
や
子
育
て
の
不
安
・
悩
み

を
相
談
で
き
る

場
を
提
供

背
景

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
設
置

・
子
育
て
が
孤
立
化
し
、

子
育
て
の
不
安
感
、
負
担
感

・
子
ど
も
の
多
様
な
大
人
・
子
ど
も
と
の

関
わ
り
の
減

・
地
域
や
必
要
な
支
援
と
つ
な
が
ら
な
い

課
題

２
．

施
策

の
内

容
３

．
実

施
主

体
等

①
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進

②
子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
、
援
助
の
実
施

③
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供

④
子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施

４
つ
の
基
本
事
業

○
更
な
る
展
開
と
し
て

・
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
の
展
開
を
図
る
た
め
の

取
組
（
一
時
預
か
り
等
）

・
地
域
に
出
向
き
、
出
張
ひ
ろ
ば
を
開
設

・
高
齢
者
等
の
多
様
な
世
代
と
の
交
流
、
伝
統
文
化
や

習
慣
・
行
事
の
実
施
等

、
公
共
施
設
や
保
育
所
、

児
童
館
等
の
地
域
の

身
近
な
場
所
で
、
乳

幼
児
の
い
る
子
育
て

中
の
親
子
の
交
流
や

育
児
相
談
、
情
報
提

供
等
を
実
施

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
多
様
な

主
体
の
参
画
に
よ
る

地
域
の
支
え
合
い
、

子
育
て
中
の
当
事
者

に
よ
る
支
え
合
い
に

よ
り
、
地
域
の
子
育

て
力
を
向
上

○
一
般
型

公
共
施
設
、
空
き
店
舗
、
保
育
所
等
に
常
設
の
地
域
の
子
育
て
拠
点
を
設
け
、

地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
充
実
を
図
る
取
組
を
実
施

○
連
携
型

児
童
館
等
の
児
童
福
祉
施
設
等
多
様
な
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
設
に
親
子

が
集
う
場
を
設
け
、
子
育
て
支
援
の
た
め
の
取
組
を
実
施

○
実

施
主

体
市

町
村

（特
別

区
を

含
む

）
○

負
担

割
合

国
（１

/
３
）、

都
道

府
県

（
１
/
３

）、
市

町
村

（１
/
３
）

○
主

な
補

助
単

価
（令

和
５
年

度
予

算
案

）
【基

本
事

業
】一

般
型

8
,6

3
9
千

円
（
５
日

型
、
常

勤
職

員
を

配
置

の
場

合
）

連
携

型
3
,1

9
2
千

円
（
５
～

７
日

型
の

場
合

）

※
 開

設
日

数
、
勤

務
形

態
に

よ
り
単

価
が

異
な

る

【加
算

事
業

】子
育

て
支

援
活

動
の

展
開

を
図

る
取

組
（
一

時
預

か
り
等

）

3
,3

0
2
千

円
（
一

般
型

（
５
日

型
）
で

実
施

し
た

場
合

）

地
域

支
援

加
算

1
,5

5
3
千

円
特

別
支

援
対

応
加

算
1
,0

8
5
千

円
育

児
参

加
促

進
講

習
休

日
実

施
加

算
4
1
2
千

円
※

 こ
の

他
、
出

張
ひ

ろ
ば

等
の

実
施

に
よ

り
単

価
が

異
な

る

【開
設

準
備

経
費

】（
１
）改

修
費

等
4
,0

0
0
千

円
（２

）礼
金

及
び

賃
借

料
（
開

設
前

月
分

）
6
0
0
千

円

○
実

施
か

所
数

の
推

移
（単

位
：か

所
数

）

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
3
年

度

7
,2

5
9

7
,4

3
1

7
,5

7
8

7
,7

3
5

7
,8

5
6
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地域子育て支援拠点事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース①）
都道府県

実施
市町村数

札幌市：① 40 ② 65 函館市：① 13 小樽市：① 4 旭川市：① 10 室蘭市：① 2 釧路市：① 5 帯広市：① 7 北見市：① 7 ② 1

岩見沢市：① 4 網走市：① 2 留萌市：① 1 苫小牧市：① 4 稚内市：① 3 美唄市：① 1 芦別市：① 1 江別市：① 8

赤平市：① 1 紋別市：① 1 士別市：① 2 ② 1 名寄市：① 3 三笠市：① 1 根室市：① 3 千歳市：① 3 ② 8 滝川市：① 2

砂川市：① 1 深川市：① 2 富良野市：① 1 登別市：① 4 恵庭市：① 6 伊達市：① 3 北広島市：① 3 ② 3 石狩市：① 5

北斗市：① 6 当別町：① 2 新篠津村：① 1 松前町：① 2 福島町：① 1 七飯町：① 3 八雲町：① 1 長万部町：① 1

江差町：① 1 乙部町：① 1 奥尻町：① 1 今金町：① 1 せたな町：① 2 寿都町：① 1 黒松内町：① 1 蘭越町：① 1

ニセコ町：① 1 真狩村：① 1 留寿都村：① 1 喜茂別町：① 1 京極町：① 1 倶知安町：① 1 共和町：① 1 岩内町：① 1

神恵内村：① 1 積丹町：① 1 古平町：① 1 仁木町：① 1 余市町：① 1 南幌町：① 1 奈井江町：① 1 由仁町：① 1

北海道 151 長沼町：① 1 栗山町：① 1 月形町：① 1 浦臼町：① 1 新十津川町：① 1 妹背牛町：① 1 秩父別町：① 1 北竜町：① 1

〔179〕 (84.4%) 沼田町：① 2 鷹栖町：① 2 東神楽町：① 3 当麻町：① 1 比布町：① 1 愛別町：① 1 上川町：① 1 東川町：① 1

美瑛町：① 1 上富良野町：① 1 中富良野町：① 1 南富良野町：① 1 和寒町：② 1 剣淵町：② 1 下川町：② 1 中川町：② 1

苫前町：① 2 羽幌町：① 1 遠別町：① 1 天塩町：① 1 猿払村：① 1 浜頓別町：① 1 中頓別町：① 1 枝幸町：① 2

豊富町：① 1 幌延町：① 1 美幌町：① 1 津別町：① 1 斜里町：① 1 清里町：① 1 小清水町：① 1 訓子府町：① 1

置戸町：① 1 佐呂間町：① 1 湧別町：① 1 滝上町：② 1 雄武町：① 1 大空町：① 1 豊浦町：① 1 壮瞥町：① 1

白老町：① 2 厚真町：① 2 洞爺湖町：① 1 安平町：① 2 むかわ町：① 2 日高町：① 2 新冠町：① 1 浦河町：① 3

様似町：① 1 新ひだか町：① 4 音更町：① 4 士幌町：① 1 上士幌町：① 1 鹿追町：① 1 新得町：① 1 清水町：① 1

芽室町：① 1 中札内村：① 1 更別村：① 2 大樹町：① 1 広尾町：① 1 幕別町：① 1 池田町：① 1 豊頃町：① 1

本別町：① 1 足寄町：① 1 陸別町：① 1 浦幌町：① 1 釧路町：① 2 厚岸町：① 2 浜中町：① 1 標茶町：① 1

弟子屈町：① 1 鶴居村：② 1 白糠町：① 1 別海町：① 1 中標津町：① 1 標津町：① 2 羅臼町：① 1

青森市：① 8 弘前市：① 4 八戸市：① 14 黒石市：① 4 五所川原市：① 8 十和田市：① 7 三沢市：① 6 むつ市：① 3

青森県 30 つがる市：① 1 平川市：① 8 平内町：① 1 今別町：① 1 鰺ヶ沢町：① 1 深浦町：① 1 藤崎町：① 1 板柳町：① 2

〔40〕 (75.0%) 鶴田町：① 1 中泊町：① 1 野辺地町：① 1 ② 1 七戸町：① 5 六戸町：① 4 東北町：① 1 おいらせ町：① 3 東通村：① 1

佐井村：② 1 三戸町：① 1 五戸町：① 1 南部町：① 3 階上町：① 1 新郷村：① 1

盛岡市：① 10 宮古市：① 4 大船渡市：① 5 花巻市：① 6 北上市：① 4 久慈市：① 2 遠野市：① 2 一関市：① 4

岩手県 29 陸前高田市：① 2 ② 2 釜石市：① 5 二戸市：① 3 八幡平市：① 2 奥州市：① 9 滝沢市：① 4 雫石町：① 1 葛巻町：① 1

〔33〕 (87.9%) 岩手町：① 1 紫波町：① 2 矢巾町：① 2 ② 1 金ケ崎町：① 1 平泉町：① 2 大槌町：① 2 山田町：① 1 岩泉町：① 1

普代村：① 1 軽米町：① 1 野田村：① 1 洋野町：① 3 一戸町：① 1

仙台市：① 34 ② 35 石巻市：① 12 ② 1 塩竈市：① 2 気仙沼市：① 2 白石市：① 1 名取市：① 6 角田市：① 2 多賀城市：① 1 ② 2

宮城県 34 岩沼市：① 3 登米市：① 11 栗原市：① 9 東松島市：① 2 大崎市：① 7 富谷市：① 5 蔵王町：① 1 ② 5 大河原町：① 1

〔35〕 (97.1%) 村田町：① 1 柴田町：① 3 川崎町：① 1 丸森町：① 2 亘理町：① 1 山元町：① 2 松島町：① 1 七ヶ浜町：① 1

利府町：① 5 大和町：① 2 大郷町：① 1 大衡村：① 1 色麻町：① 1 加美町：① 3 涌谷町：① 1 美里町：① 2

女川町：① 1 南三陸町：① 1

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

地域子育て支援拠点事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース②）
都道府県

実施
市町村数

秋田県 20 秋田市：① 9 能代市：① 3 横手市：① 7 大館市：① 3 男鹿市：① 1 湯沢市：① 3 鹿角市：① 1 由利本荘市：① 2 ② 2

〔25〕 (80.0%) 潟上市：① 5 大仙市：① 3 北秋田市：① 3 にかほ市：① 3 ② 1 仙北市：① 2 三種町：① 1 五城目町：① 1 八郎潟町：① 1

井川町：① 1 大潟村：① 1 美郷町：① 3 羽後町：① 1

山形市：① 26 米沢市：① 5 鶴岡市：① 14 ② 5 酒田市：① 8 新庄市：① 4 寒河江市：① 1 上山市：① 1 村山市：① 3

山形県 33 長井市：① 2 天童市：① 8 東根市：① 2 尾花沢市：① 1 南陽市：① 3 山辺町：① 1 中山町：① 1 河北町：① 4

〔35〕 (94.3%) 西川町：① 1 朝日町：① 1 大江町：① 1 大石田町：① 2 金山町：① 1 最上町：① 1 舟形町：① 1 真室川町：① 1

戸沢村：② 1 高畠町：① 1 川西町：① 1 小国町：① 1 白鷹町：① 1 飯豊町：① 1 三川町：① 1 庄内町：① 2

遊佐町：① 1

福島市：① 23 会津若松市：① 26 郡山市：① 5 いわき市：① 4 ② 2 白河市：① 4 須賀川市：① 7 喜多方市：① 4 相馬市：① 1

福島県 34 二本松市：① 5 田村市：① 1 南相馬市：① 2 伊達市：① 6 本宮市：① 3 桑折町：① 1 国見町：① 2 川俣町：① 1

〔59〕 (57.6%) 鏡石町：① 1 天栄村：① 1 下郷町：① 1 只見町：① 1 南会津町：① 3 猪苗代町：① 2 会津坂下町：① 1 三島町：① 1

会津美里町：① 1 西郷村：① 2 矢吹町：① 1 棚倉町：② 1 矢祭町：① 1 鮫川村：① 1 浅川町：① 1 三春町：① 1

小野町：① 1 新地町：① 1

水戸市：① 16 日立市：① 22 土浦市：① 6 ② 3 古河市：① 9 石岡市：① 7 結城市：① 2 龍ケ崎市：① 7 下妻市：① 3

常総市：① 2 常陸太田市：① 7 高萩市：① 5 北茨城市：① 4 笠間市：① 2 ② 1 取手市：① 5 牛久市：① 11 つくば市：① 10

茨城県 44 ひたちなか市：① 12 鹿嶋市：① 6 潮来市：① 2 守谷市：① 7 常陸大宮市：① 7 那珂市：① 3 筑西市：① 10 坂東市：① 9

〔44〕 (100%) 稲敷市：① 5 かすみがうら市：① 2 桜川市：① 4 神栖市：① 9 ② 5 行方市：① 7 鉾田市：① 4 つくばみらい市：① 10 小美玉市：① 13

茨城町：① 9 大洗町：① 1 城里町：① 1 東海村：① 9 大子町：① 1 美浦村：① 1 阿見町：① 2 河内町：① 1

八千代町：① 3 五霞町：① 2 境町：① 4 利根町：① 1

宇都宮市：① 12 足利市：① 6 ② 2 栃木市：① 12 ② 3 佐野市：① 7 ② 1 鹿沼市：① 5 日光市：① 3 小山市：① 7 真岡市：① 3

栃木県 25 大田原市：① 6 矢板市：① 3 那須塩原市：① 9 さくら市：① 5 那須烏山市：① 3 下野市：① 3 上三川町：① 2 益子町：① 2

〔25〕 (100%) 茂木町：① 1 市貝町：① 1 芳賀町：① 3 壬生町：① 2 野木町：① 2 塩谷町：① 1 高根沢町：① 4 那須町：① 1

那珂川町：① 1

前橋市：① 15 ② 3 高崎市：① 15 桐生市：① 11 伊勢崎市：① 6 太田市：① 19 ② 14 沼田市：① 3 館林市：① 5 渋川市：① 9

群馬県 26 藤岡市：① 10 ② 6 富岡市：① 4 安中市：① 7 ② 1 みどり市：① 6 榛東村：① 3 吉岡町：① 1 甘楽町：① 1 中之条町：① 1

〔35〕 (74.3%) 嬬恋村：① 1 草津町：① 1 昭和村：① 2 みなかみ町：① 3 玉村町：① 1 ② 2 板倉町：② 1 明和町：① 3 千代田町：② 2

大泉町：① 2 邑楽町：① 2

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）
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地域子育て支援拠点事業の実施状況（令３年度交付決定ベース③）
都道府県

実施
市町村数

さいたま市：① 66 川越市：① 25 熊谷市：① 18 川口市：① 18 ② 4 行田市：① 7 秩父市：① 4 ② 1 所沢市：① 16 ② 11 飯能市：① 6

加須市：① 7 本庄市：① 10 東松山市：① 5 春日部市：① 13 狭山市：① 9 羽生市：① 5 鴻巣市：① 5 ② 4 深谷市：① 17

上尾市：① 13 草加市：① 7 ② 1 越谷市：① 22 蕨市：① 4 戸田市：① 12 ② 2 入間市：① 15 ② 1 朝霞市：① 8 志木市：① 5

埼玉県 63 和光市：① 5 新座市：① 9 桶川市：① 4 ② 1 久喜市：① 15 ② 2 北本市：① 5 八潮市：① 7 富士見市：① 9 三郷市：① 9

〔63〕 (100%) 蓮田市：① 7 ② 1 坂戸市：① 6 幸手市：① 2 ② 1 鶴ヶ島市：① 4 ② 1 日高市：① 4 吉川市：① 3 ふじみ野市：① 6 ② 2 白岡市：① 4

伊奈町：① 4 三芳町：① 4 毛呂山町：① 3 越生町：① 1 滑川町：① 4 ② 1 嵐山町：① 1 小川町：① 1 ② 1 川島町：① 1

吉見町：① 1 鳩山町：① 2 ときがわ町：① 1 横瀬町：① 2 皆野町：① 1 長瀞町：① 1 小鹿野町：① 1 東秩父村：① 1

美里町：① 1 神川町：① 1 上里町：① 2 寄居町：① 6 宮代町：① 3 杉戸町：① 3 松伏町：① 2

千葉市：① 21 銚子市：① 4 市川市：① 14 ② 4 船橋市：① 8 ② 15 館山市：① 2 木更津市：① 5 松戸市：① 30 野田市：① 8

茂原市：① 4 成田市：① 7 佐倉市：① 19 東金市：① 2 旭市：① 5 習志野市：① 8 柏市：① 20 ② 1 勝浦市：① 1 ② 1

千葉県 48 市原市：① 18 ② 2 流山市：① 11 ② 1 八千代市：① 5 我孫子市：① 5 鴨川市：① 4 鎌ケ谷市：① 7 君津市：① 5 富津市：① 2

〔54〕 (88.9%) 浦安市：① 11 四街道市：① 11 袖ケ浦市：① 6 八街市：① 5 印西市：① 24 白井市：① 6 富里市：① 2 南房総市：① 2

匝瑳市：① 3 香取市：① 5 ② 1 山武市：① 4 いすみ市：① 3 大網白里市：① 6 酒々井町：① 2 栄町：① 2 多古町：① 1

東庄町：① 3 九十九里町：① 2 芝山町：① 1 横芝光町：① 2 一宮町：① 1 長柄町：① 1 大多喜町：① 1 御宿町：② 2

千代田区：① 7 中央区：① 4 港区：① 16 ② 3 新宿区：① 10 ② 4 文京区：① 8 台東区：① 4 墨田区：① 3 ② 14 江東区：① 7

品川区：① 4 目黒区：① 6 ② 4 大田区：① 8 ② 45 世田谷区：① 42 ② 4 渋谷区：① 20 ② 1 中野区：① 11 ② 14 杉並区：① 2 ② 5 豊島区：① 25

東京都 49 北区：① 1 荒川区：① 15 ② 6 板橋区：① 1 ② 10 練馬区：① 26 足立区：① 14 葛飾区：① 23 ② 22 江戸川区：① 14 八王子市：① 11 ② 30

〔62〕 (79.0%) 立川市：① 9 ② 5 武蔵野市：① 7 三鷹市：① 13 ② 1 青梅市：① 6 府中市：① 8 昭島市：① 6 調布市：① 2 ② 11 町田市：① 16

小金井市：① 3 ② 2 小平市：① 18 日野市：① 8 ② 3 東村山市：① 4 国分寺市：① 6 ② 2 国立市：① 3 福生市：① 1 ② 3 狛江市：① 1 ② 3

東大和市：② 6 清瀬市：① 7 東久留米市：① 2 武蔵村山市：① 1 多摩市：① 17 ② 1 稲城市：① 1 羽村市：① 2 ② 3 あきる野市：① 3

西東京市：① 7

横浜市：① 132 川崎市：① 28 ② 26 相模原市：① 13 ② 12 横須賀市：① 6 平塚市：① 6 鎌倉市：① 5 藤沢市：① 8 小田原市：① 4

神奈川県 31 茅ヶ崎市：① 5 逗子市：① 4 三浦市：① 1 秦野市：① 9 厚木市：① 2 大和市：① 5 伊勢原市：① 4 海老名市：① 4

〔33〕 (93.9%) 座間市：① 3 南足柄市：① 1 綾瀬市：① 3 葉山町：① 1 寒川町：① 1 大磯町：① 2 二宮町：① 2 中井町：① 1

大井町：① 1 松田町：① 2 山北町：① 1 開成町：① 1 箱根町：① 2 ② 1 湯河原町：① 1 愛川町：① 1

新潟市：① 49 ② 12 長岡市：① 33 三条市：① 10 柏崎市：① 11 新発田市：① 7 小千谷市：① 2 加茂市：① 2 十日町市：① 4

新潟県 27 見附市：① 3 村上市：① 7 燕市：① 12 糸魚川市：① 2 妙高市：① 1 ② 5 五泉市：① 5 上越市：① 23 阿賀野市：① 7

〔30〕 (90.0%) 佐渡市：① 7 ② 2 魚沼市：① 2 ② 1 南魚沼市：① 9 胎内市：① 8 聖籠町：① 1 弥彦村：① 1 田上町：① 1 阿賀町：① 2

出雲崎町：① 1 湯沢町：① 1 津南町：① 1

富山県 15 富山市：① 12 ② 2 高岡市：① 3 魚津市：① 2 ② 3 氷見市：① 7 ② 1 滑川市：① 2 黒部市：① 4 砺波市：① 8 小矢部市：① 7

〔15〕 (100%) 南砺市：① 7 射水市：① 8 ② 1 舟橋村：① 1 上市町：① 3 立山町：① 6 入善町：① 1 朝日町：① 2

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

地域子育て支援拠点事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース④）
都道府県

実施
市町村数

石川県 19 金沢市：① 13 七尾市：① 7 小松市：① 3 ② 1 輪島市：① 3 ② 1 珠洲市：① 1 加賀市：① 4 羽咋市：① 2 かほく市：① 3

〔19〕 (100.0%) 白山市：① 12 ② 3 能美市：① 1 野々市市：① 7 川北町：① 1 津幡町：① 7 内灘町：① 6 志賀町：① 1 宝達志水町：① 1 ② 1

中能登町：① 2 穴水町：① 1 能登町：② 1

福井県 17 福井市：① 12 ② 1 敦賀市：① 5 小浜市：① 2 ② 3 大野市：① 2 勝山市：① 1 鯖江市：① 1 あわら市：① 1 越前市：① 5

〔17〕 (100%) 坂井市：① 6 永平寺町：① 3 池田町：① 1 南越前町：① 2 ② 1 越前町：① 3 ② 2 美浜町：① 1 高浜町：① 2 おおい町：① 4

若狭町：① 3

山梨県 20 甲府市：① 19 富士吉田市：① 1 都留市：① 2 山梨市：① 2 ② 1 大月市：② 1 韮崎市：① 1 南アルプス市：① 5 北杜市：① 7

〔27〕 (74.1%) 甲斐市：① 2 ② 2 笛吹市：① 7 上野原市：① 2 甲州市：① 5 中央市：① 1 市川三郷町：② 3 身延町：① 1 富士川町：① 2

昭和町：① 3 西桂町：① 1 山中湖村：① 1 富士河口湖町：① 1

長野市：① 19 松本市：① 25 上田市：① 7 ② 5 岡谷市：① 5 飯田市：① 12 諏訪市：① 4 須坂市：① 1 小諸市：① 1

伊那市：① 5 駒ヶ根市：① 3 中野市：① 4 大町市：① 4 飯山市：① 1 ② 1 茅野市：① 2 塩尻市：① 3 佐久市：① 7

千曲市：① 2 東御市：① 3 ② 1 安曇野市：② 9 小海町：① 1 佐久穂町：② 1 軽井沢町：① 1 御代田町：② 2 長和町：① 1

長野県 61 下諏訪町：① 1 富士見町：① 1 辰野町：① 1 箕輪町：① 1 ② 1 飯島町：① 1 南箕輪村：① 2 中川村：① 1 宮田村：① 1

〔77〕 (79.2%) 松川町：① 1 高森町：① 1 阿南町：① 1 阿智村：① 1 泰阜村：① 1 喬木村：① 1 豊丘村：① 1 上松町：① 1

南木曽町：① 1 木祖村：① 1 大桑村：① 1 木曽町：① 1 麻績村：① 1 生坂村：① 1 山形村：① 1 朝日村：① 1

筑北村：① 1 池田町：① 1 松川村：① 1 白馬村：① 1 小谷村：① 1 坂城町：① 1 小布施町：① 1 高山村：① 1

山ノ内町：① 1 野沢温泉村：① 1 信濃町：① 1 小川村：① 1 飯綱町：① 1

岐阜市：① 6 大垣市：① 8 高山市：① 3 多治見市：① 4 関市：① 2 中津川市：① 8 ② 1 美濃市：① 3 瑞浪市：① 4

岐阜県 40 羽島市：① 4 恵那市：① 2 美濃加茂市：① 2 土岐市：② 3 各務原市：① 5 可児市：① 6 ② 3 山県市：① 2 瑞穂市：① 5

〔42〕 (95.2%) 飛騨市：① 4 本巣市：① 3 郡上市：① 9 下呂市：① 4 ② 3 海津市：① 7 岐南町：① 3 笠松町：① 1 養老町：① 2

垂井町：① 2 神戸町：① 1 輪之内町：② 3 安八町：① 2 揖斐川町：① 1 大野町：① 4 池田町：① 2 北方町：① 3

坂祝町：① 1 富加町：① 1 川辺町：① 1 七宗町：① 1 八百津町：① 1 白川町：① 1 東白川村：① 1 御嵩町：① 1

静岡市：① 19 ② 2 浜松市：① 51 沼津市：① 10 熱海市：① 3 三島市：① 9 ② 3 富士宮市：① 7 伊東市：① 7 島田市：① 9

静岡県 33 富士市：① 14 ② 1 磐田市：① 11 焼津市：① 8 掛川市：① 15 藤枝市：① 15 御殿場市：① 9 袋井市：① 7 下田市：① 1

〔35〕 (94.3%) 裾野市：① 3 湖西市：① 1 伊豆市：① 5 御前崎市：① 3 菊川市：① 1 ② 1 伊豆の国市：① 3 牧之原市：① 5 東伊豆町：① 1

南伊豆町：① 1 西伊豆町：① 2 函南町：① 2 清水町：① 5 長泉町：① 3 小山町：① 3 吉田町：① 1 川根本町：① 2

森町：② 1

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）
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地域子育て支援拠点事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース⑤）
都道府県

実施
市町村数

名古屋市：① 113 ② 17 豊橋市：① 10 ② 1 岡崎市：① 11 一宮市：① 9 瀬戸市：① 4 半田市：① 6 春日井市：① 8 豊川市：① 1

津島市：① 2 碧南市：① 11 刈谷市：① 9 豊田市：① 12 安城市：① 9 西尾市：① 16 蒲郡市：① 3 犬山市：① 3 ② 5

愛知県 53 常滑市：① 6 江南市：① 3 小牧市：① 1 ② 7 稲沢市：① 4 ② 1 新城市：① 1 ② 1 東海市：① 3 大府市：① 2 知多市：① 5

〔54〕 (98.1%) 知立市：① 3 尾張旭市：① 7 高浜市：① 5 岩倉市：① 1 豊明市：① 2 日進市：① 4 田原市：① 2 愛西市：① 6

清須市：① 5 ② 8 北名古屋市：① 4 ② 10 弥富市：① 3 みよし市：① 5 あま市：① 4 長久手市：① 1 東郷町：① 3 豊山町：② 2

大口町：② 3 扶桑町：① 2 大治町：① 1 蟹江町：① 3 飛島村：① 1 阿久比町：① 1 東浦町：① 1 南知多町：① 1

美浜町：① 1 武豊町：① 3 幸田町：① 2 東栄町：① 1 豊根村：① 1

津市：① 15 四日市市：① 22 伊勢市：① 6 松阪市：① 12 桑名市：① 7 鈴鹿市：① 9 名張市：① 5 尾鷲市：① 1

三重県 29 亀山市：① 5 鳥羽市：① 1 熊野市：① 1 いなべ市：① 5 志摩市：① 3 伊賀市：① 8 木曽岬町：① 1 東員町：① 1

〔29〕 (100%) 菰野町：① 2 朝日町：① 1 川越町：① 2 多気町：① 1 明和町：① 3 ② 1 大台町：① 2 玉城町：① 1 度会町：① 1

大紀町：① 2 南伊勢町：① 1 紀北町：① 3 御浜町：① 1 紀宝町：① 1

滋賀県 19 大津市：① 7 彦根市：① 3 長浜市：① 6 ② 2 近江八幡市：① 8 草津市：① 6 守山市：① 2 栗東市：① 3 甲賀市：① 6

〔19〕 (100%) 野洲市：① 3 湖南市：① 5 高島市：① 8 東近江市：① 13 米原市：① 4 日野町：① 2 竜王町：① 1 愛荘町：① 3

豊郷町：① 1 甲良町：① 1 多賀町：① 1

京都府 22 京都市：① 52 ② 129 福知山市：① 5 舞鶴市：① 5 綾部市：① 4 宇治市：① 13 宮津市：① 1 亀岡市：① 7 城陽市：① 1

〔26〕 (84.6%) 向日市：① 7 長岡京市：① 4 八幡市：① 3 京田辺市：① 4 京丹後市：① 8 南丹市：① 5 木津川市：① 7 大山崎町：① 2

久御山町：① 1 井手町：① 1 宇治田原町：① 1 和束町：① 1 精華町：① 3 与謝野町：① 3

大阪市：① 138 堺市：① 43 岸和田市：① 2 豊中市：① 19 池田市：① 5 吹田市：① 15 泉大津市：① 7 高槻市：① 18

貝塚市：① 4 守口市：① 7 ② 1 枚方市：① 13 茨木市：① 25 八尾市：① 29 泉佐野市：① 2 富田林市：① 9 寝屋川市：① 12

大阪府 43 河内長野市：① 5 松原市：① 10 大東市：① 9 和泉市：① 9 箕面市：① 3 柏原市：① 5 羽曳野市：① 6 ② 1 門真市：① 2

〔43〕 (100%) 摂津市：① 11 高石市：① 5 藤井寺市：① 6 東大阪市：① 24 泉南市：① 3 四條畷市：① 4 交野市：① 4 大阪狭山市：① 4

阪南市：① 2 島本町：① 3 豊能町：① 1 能勢町：① 1 忠岡町：① 2 熊取町：① 3 田尻町：① 1 岬町：① 1

太子町：① 1 河南町：① 1 千早赤阪村：① 1

神戸市：① 32 ② 122 姫路市：① 18 ② 11 尼崎市：① 11 明石市：① 5 西宮市：① 12 ② 9 洲本市：① 2 芦屋市：① 6 伊丹市：① 8

相生市：① 1 豊岡市：① 6 加古川市：① 2 赤穂市：① 1 西脇市：① 4 宝塚市：① 18 三木市：① 2 高砂市：① 2

兵庫県 41 川西市：① 13 小野市：① 2 三田市：① 4 加西市：① 4 丹波篠山市：① 3 養父市：① 2 丹波市：① 6 南あわじ市：① 1

〔41〕 (100%) 朝来市：① 8 淡路市：① 5 宍粟市：① 4 加東市：① 4 たつの市：① 5 ② 1 猪名川町：① 3 多可町：① 1 稲美町：① 1

播磨町：① 2 市川町：① 1 福崎町：① 3 神河町：① 1 太子町：① 1 上郡町：① 1 佐用町：① 1 香美町：① 3

新温泉町：① 2

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

地域子育て支援拠点事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース⑥）
都道府県

実施
市町村数

奈良市：① 14 ② 3 大和高田市：① 3 大和郡山市：① 4 天理市：① 6 橿原市：① 2 桜井市：① 3 五條市：① 1 御所市：① 1

奈良県 29 生駒市：① 10 香芝市：① 4 葛城市：① 1 ② 1 宇陀市：① 1 平群町：① 1 ② 1 三郷町：① 2 斑鳩町：① 1 安堵町：① 1

〔39〕 (74.4%) 川西町：① 1 三宅町：① 1 田原本町：① 3 高取町：① 1 明日香村：① 1 上牧町：① 2 王寺町：① 2 広陵町：① 1

河合町：① 1 大淀町：① 1 下市町：① 1 下北山村：① 1 川上村：① 1

和歌山市：① 10 海南市：① 4 橋本市：① 7 有田市：① 1 ② 2 御坊市：① 1 田辺市：① 1 新宮市：① 1 紀の川市：① 3

和歌山県 26 岩出市：① 2 紀美野町：① 1 かつらぎ町：① 1 高野町：① 1 湯浅町：① 1 広川町：① 2 有田川町：① 1 美浜町：① 1

〔30〕 (86.7%) 日高町：① 1 由良町：① 1 印南町：① 1 みなべ町：① 1 日高川町：① 2 白浜町：① 3 上富田町：② 1 那智勝浦町：① 1

古座川町：① 1 串本町：① 2

鳥取県 18 鳥取市：① 13 米子市：① 5 倉吉市：① 2 境港市：① 2 岩美町：① 1 智頭町：① 1 八頭町：① 1 三朝町：① 1

〔19〕 (95%) 湯梨浜町：① 1 琴浦町：① 2 北栄町：① 1 日吉津村：① 1 大山町：① 3 南部町：② 1 伯耆町：① 1 日南町：① 1

日野町：① 1 江府町：① 1

島根県 18 松江市：① 8 ② 1 浜田市：① 4 出雲市：① 7 益田市：① 1 大田市：① 1 安来市：① 2 江津市：① 3 雲南市：① 4

〔19〕 (94.7%) 奥出雲町：① 2 川本町：① 1 美郷町：① 1 邑南町：① 2 津和野町：① 2 吉賀町：① 1 海士町：① 1 西ノ島町：① 1

知夫村：① 1 隠岐の島町：① 2

岡山市：① 22 ② 22 倉敷市：① 21 ② 1 津山市：① 8 玉野市：① 3 ② 1 笠岡市：① 4 ② 1 井原市：① 7 総社市：① 9 高梁市：① 1

岡山県 26 新見市：① 1 備前市：① 7 瀬戸内市：① 5 赤磐市：① 4 真庭市：① 5 美作市：① 4 浅口市：① 2 和気町：① 2

〔27〕 (96.3%) 早島町：① 1 ② 1 里庄町：① 1 矢掛町：① 1 新庄村：① 1 鏡野町：① 1 勝央町：① 1 奈義町：① 1 西粟倉村：② 1

美咲町：① 5 吉備中央町：① 1

広島県 23 広島市：① 22 呉市：① 12 竹原市：① 2 三原市：① 12 尾道市：① 6 福山市：① 35 府中市：① 4 三次市：① 7

〔23〕 (100%) 庄原市：① 9 大竹市：① 3 東広島市：① 26 廿日市市：① 3 安芸高田市：① 6 江田島市：① 1 府中町：① 2 ② 2 海田町：① 3

熊野町：① 1 坂町：① 2 安芸太田町：① 2 北広島町：① 4 大崎上島町：① 1 世羅町：① 2 神石高原町：① 1

山口県 17 下関市：① 21 宇部市：① 8 山口市：① 24 萩市：① 1 ② 1 防府市：① 8 下松市：① 7 岩国市：① 8 ② 1 光市：① 1

〔19〕 (89.5%) 長門市：① 5 柳井市：① 7 美祢市：① 3 周南市：① 12 山陽小野田市：① 5 周防大島町：① 3 田布施町：① 2 平生町：① 1

阿武町：② 1

徳島県 22 徳島市：① 11 鳴門市：① 6 小松島市：① 4 阿南市：① 10 吉野川市：① 2 阿波市：① 7 美馬市：① 4 三好市：① 1

〔24〕 (91.7%) 勝浦町：① 1 石井町：① 2 神山町：① 2 那賀町：① 1 牟岐町：① 1 美波町：① 1 海陽町：① 1 松茂町：① 1

北島町：① 2 藍住町：① 3 板野町：① 1 上板町：① 1 つるぎ町：① 3 東みよし町：① 1

香川県 17 高松市：① 31 丸亀市：① 11 坂出市：① 4 善通寺市：① 5 観音寺市：① 12 さぬき市：① 5 東かがわ市：① 3 三豊市：① 6

〔17〕 (100%) 土庄町：① 1 小豆島町：① 2 三木町：① 2 直島町：① 1 宇多津町：① 2 ② 1 綾川町：① 2 琴平町：① 1 多度津町：① 3

まんのう町：① 2

愛媛県 18 松山市：① 23 ② 8 今治市：① 9 宇和島市：① 6 八幡浜市：① 1 新居浜市：① 8 西条市：① 8 大洲市：① 1 ② 3 伊予市：① 1

〔20〕 (90.0%) 四国中央市：① 6 西予市：① 2 ② 1 東温市：① 1 久万高原町：① 2 松前町：① 1 砥部町：① 2 内子町：① 1 松野町：① 1

鬼北町：① 1 愛南町：① 3

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）
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地域子育て支援拠点事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース⑦）
都道府県

実施
市町村数

高知県 21 高知市：① 16 室戸市：① 2 安芸市：① 1 南国市：① 5 土佐市：① 2 須崎市：① 2 宿毛市：① 1 土佐清水市：① 1

〔34〕 (61.8%) 四万十市：① 1 ② 1 香南市：① 5 香美市：① 2 本山町：② 1 土佐町：① 1 いの町：① 1 仁淀川町：① 1 中土佐町：① 1

佐川町：① 1 日高村：① 1 津野町：② 1 四万十町：① 1 黒潮町：① 1

北九州市：① 9 福岡市：① 14 大牟田市：① 1 久留米市：① 12 直方市：① 2 飯塚市：① 5 田川市：① 1 柳川市：① 4

八女市：① 4 筑後市：① 1 大川市：① 2 行橋市：① 6 豊前市：① 1 中間市：① 2 小郡市：① 6 筑紫野市：① 3

春日市：① 1 ② 3 大野城市：① 3 宗像市：① 1 太宰府市：① 5 古賀市：① 1 ② 3 福津市：① 1 うきは市：① 2 宮若市：① 3

福岡県 58 嘉麻市：① 3 朝倉市：① 4 みやま市：① 1 糸島市：① 3 那珂川市：① 3 宇美町：① 1 篠栗町：① 3 志免町：① 1

〔60〕 (96.7%) 須恵町：① 2 新宮町：① 2 久山町：① 1 粕屋町：① 6 芦屋町：① 1 水巻町：① 2 岡垣町：① 1 遠賀町：① 2

小竹町：① 1 鞍手町：① 1 桂川町：① 1 筑前町：① 2 大刀洗町：① 1 大木町：① 1 広川町：① 1 香春町：① 1

添田町：① 2 糸田町：① 1 川崎町：① 1 大任町：① 1 福智町：① 1 苅田町：① 3 みやこ町：① 3 吉富町：① 1

上毛町：① 1 築上町：① 2

佐賀県 15 佐賀市：① 14 ② 3 唐津市：① 17 ② 2 鳥栖市：① 9 ② 1 多久市：① 1 伊万里市：① 1 武雄市：① 1 鹿島市：① 1 小城市：① 4

〔20〕 (75.0%) 嬉野市：① 1 神埼市：① 1 吉野ヶ里町：① 1 基山町：① 1 みやき町：① 4 有田町：① 1 白石町：① 1

長崎県 21 長崎市：① 15 佐世保市：① 10 島原市：① 7 ② 1 諫早市：① 6 大村市：① 12 平戸市：① 6 松浦市：② 1 対馬市：① 7

〔21〕 (100%) 壱岐市：① 3 五島市：① 3 西海市：① 7 ② 1 雲仙市：① 5 南島原市：① 15 長与町：① 3 ② 2 時津町：① 1 ② 4 東彼杵町：① 1

川棚町：① 2 波佐見町：① 1 小値賀町：① 1 佐々町：① 1 新上五島町：① 2

熊本市：① 21 八代市：① 9 人吉市：① 1 荒尾市：① 3 水俣市：① 1 玉名市：① 5 ② 1 山鹿市：① 6 菊池市：① 6

熊本県 39 宇土市：① 4 上天草市：① 5 宇城市：① 7 阿蘇市：① 2 天草市：① 9 合志市：① 4 美里町：① 2 玉東町：① 1

〔45〕 (86.7%) 南関町：① 1 長洲町：① 1 和水町：① 2 大津町：① 2 菊陽町：① 4 南小国町：① 1 小国町：① 1 高森町：① 2

西原村：① 1 南阿蘇村：① 1 御船町：① 1 嘉島町：① 1 益城町：① 2 甲佐町：① 1 山都町：① 2 氷川町：① 1

芦北町：① 1 錦町：① 1 多良木町：① 3 湯前町：① 1 水上村：① 1 球磨村：① 1 苓北町：① 1

大分県 17 大分市：① 11 別府市：① 6 中津市：① 7 ② 1 日田市：① 3 佐伯市：① 7 臼杵市：① 4 津久見市：① 1 竹田市：① 5

〔18〕 (94.4%) 豊後高田市：① 3 杵築市：① 3 宇佐市：① 6 ② 1 豊後大野市：① 7 ② 1 由布市：① 4 国東市：① 5 日出町：① 1 九重町：① 1

玖珠町：① 1

宮崎県 20 宮崎市：① 21 ② 14 都城市：① 5 延岡市：① 5 日南市：① 4 小林市：① 3 日向市：① 2 串間市：① 2 西都市：① 1

〔26〕 (76.9%) えびの市：① 1 三股町：① 1 高原町：① 1 国富町：① 1 綾町：① 1 高鍋町：① 1 新富町：① 3 木城町：① 1

川南町：① 1 門川町：① 2 高千穂町：① 1 五ヶ瀬町：① 1

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

地域子育て支援拠点事業の実施状況（令和３年度交付決定ベース⑧）

都道府県
実施

市町村数
鹿児島市：① 13 ② 3 鹿屋市：① 8 枕崎市：① 1 阿久根市：① 2 出水市：① 2 指宿市：① 2 西之表市：① 1 垂水市：① 1

鹿児島県 38 薩摩川内市：① 8 日置市：① 4 曽於市：① 3 霧島市：① 10 いちき串木野市：① 2 南さつま市：① 2 志布志市：① 2 奄美市：① 1

〔43〕 (88.4%) 南九州市：① 1 伊佐市：① 4 姶良市：① 6 三島村：① 3 ② 2 十島村：① 7 さつま町：① 1 長島町：① 2 湧水町：① 2

大崎町：① 1 東串良町：① 1 錦江町：① 2 南大隅町：① 1 肝付町：① 1 中種子町：① 1 南種子町：① 1 瀬戸内町：① 1

喜界町：① 1 徳之島町：① 2 天城町：① 1 和泊町：① 1 知名町：① 1 与論町：① 2

那覇市：① 10 ② 7 宜野湾市：① 7 ② 1 石垣市：① 1 浦添市：① 7 名護市：① 5 ② 1 糸満市：① 3 沖縄市：① 6 豊見城市：① 3

沖縄県 29 うるま市：① 8 宮古島市：① 5 南城市：① 3 国頭村：① 1 大宜味村：① 1 本部町：① 2 恩納村：① 1 宜野座村：① 1 ② 1

〔41〕 (70.7%) 金武町：① 1 伊江村：① 1 読谷村：① 2 嘉手納町：① 1 北谷町：① 3 北中城村：① 1 中城村：① 3 西原町：① 2

与那原町：① 2 南風原町：① 3 南大東村：① 1 久米島町：① 1 八重瀬町：① 1

市町村

※①･･･一般型 ②･･･連携型 都道府県欄の〔〕内の数字･･･管内市区町村数 実施市町村数欄内の数字･･･実施数（実施率）

実施市町村数全国合計：１，５２８ 【①一般型１，４９７市町村 ②連携型１９０市町村（延べ数）】
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連
携

型

児
童
館
等

の
児

童
福

祉
施

設
等

多
様
な

子
育
て

支
援
に

関
す

る
施

設
に

親
子
が

集
う
場

を
設
け
、

子
育
て

支
援
の

た
め

の
取

組
を

実
施

・
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
（
加
算
）

拠
点

施
設

に
お

け
る

中
・

高
校

生
や

大
学

生
等

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
日

常
的

な
受

入
・

養
成

の
実
施

・
配
慮
が
必
要
な
子
育
て
家
庭
等
へ
の
支
援
（
加
算
）

配
慮

が
必

要
な

子
育

て
家

庭
等

の
状

況
に

対
応

し
た

交
流

の
場

の
提

供
等

が
で

き
る

よ
う

、
専
門
的
な
知
識
等
を
有
す
る
職
員
を
配
置
等
し
た
場
合
に
加
算
を
行
う
。

・
研
修
代
替
職
員
配
置
（
加
算
）

職
員
が
研
修
に
参
加
し
た
際
、
代
替
職
員
を
配
置
し
た
場
合
に
加
算
を
行
う

・
育
児
参
加
促
進
講
習
の
休
日
実
施
（
加
算
）

両
親

等
が

共
に

参
加

し
や

す
く

な
る

よ
う

休
日

に
育

児
参

加
促

進
に

関
す

る
講

習
会

を
実

施
し
た
場
合
に
加
算
を
行
う

子
育

て
支

援
に

関
し

て
意

欲
が

あ
り
、

子
育
て

に
関
す

る
知

識
・

経
験
を

有
す

る
者

（
１
名
以

上
）

に
児

童
福

祉
施

設
等
の

職
員
が

協
力
し

て
実

施

児
童

館
等

の
児

童
福

祉
施

設
等

週
３
～

４
日
、

週
５
～

７
日
／

１
日
３

時
間

以
上

機
能

実
施

主
体

基
本

事
業

実
施

形
態

従
事

者

実
施

場
所

開
設
日
数

等

一
般

型

常
設
の

地
域
の

子
育
て

拠
点
を

設
け
、

地
域

の
子

育
て
支

援
機
能

の
充
実

を
図
る

取
組

を
実

施

・
地
域
の
子
育
て
拠
点
と
し
て
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
の
展
開
を
図
る
た
め
の
取
組
(加

算
)

一
時

預
か

り
事

業
や

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

な
ど

多
様

な
子

育
て

支
援

活
動

を
拠

点
施

設
で

一
体

的
に

実
施
し

、
関
係

機
関
等

と
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
化
を

図
り
、

よ
り

き
め

細
か
な

支
援
を

実
施
す

る
場
合
に
、
「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

」
本
体
事
業
に
対
し
て
別
途
加
算
を
行
う

・
出
張
ひ
ろ
ば
の
実
施
（
加
算
）

常
設

の
拠

点
施

設
を

開
設

し
て

い
る

主
体

が
、

週
１

～
２

回
、

１
日

５
時

間
以

上
、

親
子

が
集

う
場
を
常
設
す
る
こ
と
が
困
難
な
地
域
に

出
向
き
、
出
張
ひ
ろ
ば
を
開
設

・
地
域
支
援
の
取
組
の
実
施
（
加
算
）
※

①
地
域
の
多
様
な
世
代
と
の
連
携
を
継
続
的
に
実
施
す
る
取
組

②
地
域
の
団

体
と
協
働
し
て
伝
統
文
化
や
習
慣
・
行
事
を
実
施

し
、
親
子
の
育
ち
を
継
続
的
に
支

援
す
る
取
組

③
地
域
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
育
成
、
町
内
会
、
子
育
て
サ
ー

ク
ル
と
の
協
働
に
よ
る
地
域
団
体
の
活

性
化
等
地
域
の
子
育
て
資
源
の
発
掘
・

育
成
を
継
続
的
に
行
う
取
組

④
家
庭
に
対
し
て
訪
問
支
援
等
を
行
う
こ
と
で
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
継
続
的
に
持
た
せ
る
取
組

※
利
用
者
支
援
事
業
を
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
は
加
算
し
な
い
。

・
配
慮
が
必
要
な
子
育
て
家
庭
等
へ
の
支
援
（
加
算
）

配
慮
が
必
要
な
子
育
て
家
庭
等
の
状
況
に
対
応
し
た
交
流
の

場
の
提
供
等
が
で
き
る
よ
う
、
専

門
的
な
知
識
等
を
有
す
る
職
員
を
配
置
等

し
た
場
合
に
加
算
を
行
う

・
研
修
代
替
職
員
配
置
（
加
算
）

職
員
が
研
修
に
参
加
し
た
際
、
代
替
職
員
を
配
置
し
た
場
合
に
加
算
を
行
う

・
育
児
参
加
促
進
講
習
の
休
日
実
施
（
加
算
）

両
親
等
が

共
に
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
休
日
に
育
児
参
加

促
進
に
関
す
る
講
習
会
を
実
施
し

た
場

合
に
加
算
を
行
う

子
育

て
支

援
に

関
し

て
意

欲
が

あ
り

、
子

育
て

に
関

す
る

知
識

・
経

験
を

有
す

る
者

（
２
名

以
上
）

公
共

施
設

空
き

ス
ペ

ー
ス

、
商

店
街

空
き

店
舗

、
民

家
、

マ
ン
シ

ョ
ン

・
ア

パ
ー

ト
の

一
室

、
保

育
所
、

幼
稚

園
、

認
定
こ

ど
も
園

等
を
活

用

週
３

～
４

日
、
週

５
日

、
週
６

～
７
日

／
１
日

５
時
間
以

上

①
子
育

て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進

②
子

育
て
等
に
関

す
る
相
談

・
援
助
の

実
施

③
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供

④
子
育
て
及

び
子
育
て

支
援
に
関
す
る
講

習
等
の
実

施

市
町
村

（
特
別
区

を
含
む

。
）

（
社
会
福

祉
法
人

、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人

、
民
間

事
業
者

等
へ

の
委

託
等

も
可

）

①
～

④
の

事
業

を
子

育
て

親
子

が
集

い
、

う
ち

解
け

た
雰

囲
気

の
中

で
語

り
合

い
、

相
互

に
交

流
を

図
る

常
設

の
場

を
設

け
て

実
施

①
～

④
の

事
業

を
児

童
館

等
の

児
童

福
祉

施
設

等
で

従
事

す
る

職
員

等
の

バ
ッ

ク
ア
ッ
プ

を
受
け

て
効

率
的
か

つ
効

果
的

に
実

施

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
概
要

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
概
要
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出
張
ひ
ろ
ば
の
実
施
要
件
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
出
張
ひ
ろ
ば
の
開
催
場
所
や
開
設
日
数
等
の
要
件
を
、
原
則
年
間
を
通
し
て
同
じ
場
所
で
実
施
す
る
場
合
に

限
定
し
て
き
た
が
、
平
成
3
0
年
度
よ
り
、
出
張
元
と
な
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
が
、
必
ず
週
に
１
～
２
日
か
つ
１
日
５
時
間

以
上
、
ど
こ
か
の
出
張
先
の
ひ
ろ
ば
に
出
向
き
、
出
張
ひ
ろ
ば
を
実
施
す
る
場
合
も
交
付
金
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

出
張
元
と
な
る
一
般
型
の
地
域
子
育
て
支
援
拠
点

が
、
毎
週
必
ず
１
～
２
日
、
か
つ
１
日
５
時
間
以
上
、

ど
こ
か
の
出
張
先
の
ひ
ろ
ば
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
）

に
対
し
て
計
画
的
に
出
向
き
、
出
張
ひ
ろ
ば
を
実
施

す
る
。

人
員
配
置
：
２
名
（
一
般
型
兼
務
職
員
）

地
域
子
育
て
支
援
拠
点

出
張
ひ
ろ
ば
Ａ

出
張
ひ
ろ
ば
Ｄ

出
張
ひ
ろ
ば
Ｃ

出
張
ひ
ろ
ば
Ｂ

職
員
の
担
い
手
不
足
等
に
よ
り
、
同

一
の
出
張
先
の
ひ
ろ
ば
に
お
い
て
、
毎

週
１
～
２
日
か
つ
１
日
５
時
間
の
出
張

ひ
ろ
ば
の
開
催
が
難
し
い
状
況
と
な
っ

て
い
る
。 出
張
先
ひ
ろ
ば

出
張
元
拠
点

《
イ
メ
ー
ジ
》

子
育
て
親
子
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
特
に
人
口
減
少
や
少
子

化
が
加
速
し
て
い
る
地
域
な
ど
に
お
い
て
は
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
必
要

性
を
感
じ
て
は
い
る
が
、
人
材
不
足
や
利
用
親
子
数
が
少
な
い
こ
と
な
ど
に
よ

り
常
設
の
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
設
置
が
難
し
く
、
出
張
ひ
ろ
ば
で
対
応
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

現
状

課
題

①
時
代
の
ニー
ズ
に
応
じた
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
へ
の
取
組

②
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
を
推
進
す
る
観
点

等
か
ら

対
応

《
新
た
に
加
算
の
対
象
と
す
る
出
張
ひ
ろ
ば
の
取
組
》
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～地域子育て支援拠点における妊娠中の方への支援の取組例➀～
埼玉県新座市「地域子育て支援センターセサミ」の取組

事業名：マタニティ＆ベビーふれあいサロン

＜事業概要＞

〇対象：妊娠安定期以降のプレママ・プレパパとその家族

〇開催方法：経験交流と情報交換、地域資源に関する
情報提供

〇内容：
➀先輩ママや赤ちゃんとの交流
②出産に関する情報交換
③産後の暮らし など （子育て支援拠点・保育施設など地域資源を紹介）

事業名：Zoomでプレママパパ♡Cafe

＜事業概要＞ ※「利用者支援事業みーて」との合同実施

〇対象：妊娠安定期以降のプレママ・プレパパとその家族 〇開催方法：オンラインZoom

〇目的：妊婦とその家族を対象とした交流 〇波及効果：参加者はその後、同じくZoomで実施している
「Zoomで０才くらぶ」へ参加したり、セサミへ赤ちゃ
んを連れて来館している。

〇内容：
➀先輩ママや赤ちゃんとの交流会
②出産に関する情報交換
③産後の赤ちゃんとの生活など
④産前産後に利用できるサービスの情報提供

など
（オンラインでファシリテートする利用者支援専門員）

～地域子育て支援拠点における妊娠中の方への支援の取組例②～
東京都練馬区「子育てのひろば わとと」の取組

事業名：プレパパ・プレママのためのだっこ講座

＜事業概要＞

〇対象：妊娠安定期以降のプレママ・プレパパとその家族 〇目的：妊婦とその家族を対象とした交流

〇開催方法：体験学習とレクチャー 〇教材：赤ちゃん人形、子育ての文化研究所発行「AKAGO」

〇内容：
➀産後の暮らしや赤ちゃんとのふれあい方に関するレクチャー
②赤ちゃん人形を使用し、親子の体に負担のない抱っことおんぶの体験学習

〇協力：NPO法人PLAYTANK田中知江さん、わとと利用者の赤ちゃんと保護者

〇参加者の変化：参加者には、妊娠・出産・産後の生活に不安を抱え、「赤ちゃんをかわいいと思えないかもしれな
い。」と不安を訴える人もいたが、講座に参加していた生後２ヶ月の赤ちゃんを実際に抱っこさせてもらう
ことになり、緊張しながらも先生に教えてもらいながら抱っこしたことで、赤ちゃんの重さや温かさに感動し、
声を上げ「かわいい。」と涙ぐむ姿があった。

（利用者の赤ちゃんで抱っこ体験） （親子の身体に負担のない抱っことおんぶ体験）
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～地域子育て支援拠点における妊娠中の方への支援の取組例③～
神奈川県横浜市「横浜市親と子のひろば事業 おやこの広場びーのびーの」の取組

事業名：妊娠期支援事業 マタニティーソーイング（年間８回）

＜事業概要＞

赤ちゃんのためのスタイづくりをしながら、女性ならではの悩みや不安に寄り添い、出産・育児に前向きになれる時間の創出
を目指している。地域開催している両親教室でも広報し、プログラムにつなぐことで、確実に産後のひろば利用につながってい
る。

マタニティソーイング（赤ちゃんのためのスタイ作り）から始まる
「ひとりじゃない」子育て

ひろばでは、港北区の妊娠期支援事業として、スタイ（よだれかけ）を手作りするマタニティソー
イングの時間があります。スタイを作りながらのゆったりとしたおしゃべりの中で、心配ごと（妊娠、
出産によるからだの変化、保育園の準備など）も助産師、横浜子育てパートナー、スタッフに相談
できたりして、参加したみんなで思いを共有できる温かな雰囲気です。
おかげさまで、マタニティソーイングは今年度で４年目に入りました。それぞれのお産を経て、生

まれてくれた新しい家族に手作りスタイをつけてひろばに来てくれるママ、パパも増えてきました。
本当に嬉しいことです！ひろばは赤ちゃんにも親子にも新しい出会いの場となっています。
先輩ママ、パパが色々な経験談を聞かせてくれますし、相談にも乗ってくれますよ。子育てはひ

とりじゃなくみんなですると楽ちんです！みんなの知恵を集めたら嬉しいことは2 倍に、大変なこと
は半分に感じます。ぜひお腹の赤ちゃんと一緒にマタニティソーイングへ、そして生まれた赤ちゃ
んと一緒にふだんのひろばへ遊びに来てください

～地域子育て支援拠点における妊娠中の方への支援の取組例④～
大分県豊後高田市「花っこルーム」の取組

事業名：プレママ・プレパパDAY

＜事業概要＞

初めての出産を控えたプレママ・プレパパ限定で施設見学やおなかの赤ちゃんへの読み聞かせ、先輩ママから産前に必要
な準備や育児体験談を聞くなど、交流の場となっている。

～地域子育て支援拠点における妊娠中の方への支援の取組例⑥～
山形県長井市「子育てでつながる家いろは」の取組

～地域子育て支援拠点における妊娠中の方への支援の取組例⑤～
山形県山形市「子育てランドあ～べ」の取組

＜事業概要＞

助産師と一緒に赤ちゃんの抱っこやおむつ交換、沐浴などのお世話の体験や、助産師による妊娠中期や後期の過ごし方、
人形を使ったお産の経過と赤ちゃんの様子の話を聞くことができる。

事業名：助産師さんとママパパ教室

事業名：マタニティ★Day

＜事業概要＞

赤ちゃんのお世話の仕方やパパの役割、産前産後の過ごし方について、話を聞くことができたり、マタニティヨガもおこなって
いる。
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
い
て
、
業
務
の
I
CT
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
や
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
を
行
う

た
め
に
必
要
な
経
費
や
通
訳
サ
ー
ビ
ス
等
の
使
用
に
必
要
な
経
費
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
環
境
を
整
備
し
、
職
員
の
業

務
負
担
の
軽
減
を
図
る
。

１
．
事
業
の
趣
旨
・
内
容

①
IC
T化

の
推
進

連
絡
帳
の
電
子
化
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
や
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
相
談
支
援
に
必
要
な
IC
T機

器
の
導
入
等
の
環
境
整
備
に
係
る
費

用
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
業
務
の
IC
T化

を
推
進
す
る
。

②
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
研
修
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
受
講
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
シ
ス
テ
ム
基
盤
の
導
入
に
か
か
る
費
用
等
を
補
助
す
る
。

③
通
訳
サ
ー
ビ
ス
等
使
用

外
国
人
の
子
育
て
家
庭
が
事
業
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
多
言
語
音
声
翻
訳
シ
ス
テ
ム
等
を
導
入
す
る
た
め
の
費
用
を
支
援
す
る
。

４
．
実
施
主
体

５
．
補
助
率

市
区
町
村
、
市
区
町
村
が
認
め
た
者

国
：
1
／
3
、
都
道
府
県
：
1／

3、
市
区
町
村
：
1／

3

２
．
対
象
事
業

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
利
用
者
支
援
事
業
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

３
．
補
助
基
準
額

１
か
所
等
（
※
）
当
た
り

①
，
②
の
導
入
の
場
合

50
0千

円
③
の
場
合

15
0千

円
※
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
は
１
支
援
の
単
位
当
た
り
、
利
用
者
支
援
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
は
１
か
所
当
た
り
、
そ
の
他
事
業
は
１
市
区
町
村
当
た
り
。

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

1
6
億
円

＜
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
＞
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次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
）

○
市
町
村
が
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
整
備
計
画

に
よ
り
整
備
を
行
う
た
め
の
経
費
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

１
．
実
施
主
体
：
市
町
村

２
．
補
助
基
準
額
：

３
．
補
助
率
：
国
定
額
（
９
，
４
９
６
千
円
１
／
２
相
当
）

４
．
補
助
対
象
事
業
者
：
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
社
団
法
人
、

公
益
財
団
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等

※
平
成
２
９
年
度
か
ら
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
の
た
め

の
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
等
に
加
え
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
も
補
助
対
象
と
な
っ
た
。

子
ども
・子
育
て
支
援
交
付
金

【運
営
経
費
】

○
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
（
人
件
費
・
需
用

費
な
ど
）
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

１
．
実
施
主
体
：
市
町
村
（
委
託
等
可
）

２
．
補
助
基
準
額
：
８
，
６
３
９
千
円
（
５
日
型
・
常
勤
の
場
合
）
【
一
般
型
】

３
．
補
助
率
：
１
／
３
（
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３
）

児
童
虐
待
防
止
等
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
仮
称
）

（
児
童
養
護
施
設
等
の
生
活
向
上
の
た
め
の
環
境
改
善
事
業
）

○
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
改
修
や

備
品
の
購
入
に
必
要
な
経
費
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

１
．
実
施
主
体
：
市
町
村
（
委
託
等
可
）

２
．
補
助
基
準
額
：
８
，
０
０
０
千
円

３
．
補
助
率
：
１
／
２

（
指
定
都
市
・
中
核
市
は
国
１
／
２
、
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２
、

上
記
以
外
の
市
町
村
は
国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
町
村
１
／
４
）

（
※
）
事
業
を
行
う
施
設
等
１
か
所
に
つ
き
１
回
限
り
と
す
る
。

子
ども
・子
育
て
支
援
交
付
金

【開
設
準
備
経
費
】

○
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
を
開
設
す
る
際
に
必
要
と
な
る
施
設
の

改
修
及
び
備
品
の
購
入
、
開
設
前
月
の
賃
借
料
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

１
．
実
施
主
体
：
市
町
村
（
委
託
等
可
）

２
．
補
助
基
準
額
：
４
，
０
０
０
千
円
（
改
修
費
等
）

６
０
０
千
円
（
賃
借
料
等
）

３
．
補
助
率
：
１
／
３

（
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３
）

整
備
費
等
補
助
（
新
規
開
設
分
）

運
営
費
補
助

改
修
費
等
補
助
（
開
設
後
）

「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
」
に
お
け
る
各
種
補
助
制
度
の
概
要
（
令
和
５
年
度
予
算
案
）
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地
域
子
育
て
支
援
拠
点
従
事
職
員
に
関
す
る
研
修
の
考
え
方

【
新
任
職
員
】

◇
経
験
年
数
が

概
ね
3
年
未
満
の
職
員【
ベ
テ
ラ
ン
職
員
】

○
地
域
の
人
材
に
よ
る
子
育
て
支
援
活
動
強
化
研
修

①
対
象
者

・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
管
理
者
や
事
業
所
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
る
者

②
研
修
の
目
的

・地
域
の
子
育
て
に
関
す
る
指
導
的
立
場
の
者
の
養
成

・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
課
題
へ
の
対
応
技
術
の
習
得

③
実
施
主
体
：国
（※
公
募
に
よ
り
民
間
団
体
に
委
託
予
定
）

○
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業

①
対
象
者

・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
業
務
経
験
年
数
が
あ
る
程
度
あ
る
者

②
研
修
の
目
的

・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
の
職
員
の
質
の
向
上

・地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
に
関
し
て
の
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の
修
得

③
補
助
率

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・市
町
村
１
／
２

○
子
育
て
支
援
員
研
修

（
地
域
子
育
て
支
援
コー
ス
・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
）

①
対
象
者

・新
た
に
子
育
て
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
、
ま
た
は
経
験
が
浅
い
者

②
研
修
の
目
的

・多
様
な
子
育
て
支
援
分
野
全
般
に
関
し
て
の
基
礎
的
知
識
や
技
術
等
の
修
得

・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
つ
い
て
全
体
像
の
理
解
、
お
よ
び
事
業
の
ね
ら
い
に

つ
い
て
の
理
解

③
補
助
率

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・市
町
村
１
／
２

指 導 者 養 成 研 修 専 門 的 研 修 基 礎 的 研 修

◇
未
経
験
の
職
員

【
中
堅
職
員
】

◇
経
験
年
数

が
概
ね
5
年

未
満
の
職
員

これ
ま
で
実
施
して
き
た
「基
礎
的
研
修
」及
び
「指
導
者
養
成
研
修
」に
加
え
、中
堅
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、平
成
30
年
度
よ
り

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業
「専
門
的
研
修
」を
実
施
。

◇
経
験
年
数

が
概
ね
5
年
以
上

の
職
員
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依
頼
会
員
（
預
け
る
側
）

６
０
万
人

依
頼
会
員
（
預
け
る
側
）

６
０
万
人

ファ
ミリ
ー
・サ
ポ
ー
ト・
セ
ン
タ
ー
〔相
互
援
助
組
織
〕

ア
ドバ
イ
ザ
ー

提
供
会
員
（
預
か
る
側
）

１
４
万
人

提
供
会
員
（
預
か
る
側
）

１
４
万
人

援
助
の
申
し入
れ

援
助
の
打
診

請
負
契
約

準
委
任
契
約

※
両
方
会
員
４
万
人

マ
ッチ
ン
グ

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の
預
か
り
の
援
助
を
受
け
た
い
者
と
当
該
援
助
を
行
い
た
い
者
と

の
相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
等
を
行
う
。

１
．
施
策
の
目
的

２
．
施
策
の
内
容

３
．
実
施
主
体
等

○
実
施
主
体
：
市
町
村
（
特
別
区
を含
む
）

○
負
担
割
合
：
国
：
1/
3、
都
道
府
県
：
1/
3、
市
町
村
：
1/
3

○
主
な
補
助
単
価
（
令
和
５
年
度
予
算
案
）

【基
本
事
業
】
2,
00
0千
円
（
会
員
数
10
0～
29
9人
の
場
合
、会
員
数
に
応
じて
段
階
的
に
設
定
）
、土
日
実
施
加
算
：
1,
80
0千
円

【病
児
・緊
急
対
応
強
化
事
業
】
1,
80
0千
円
（
預
か
り等
の
利
用
件
数
～
59
件
の
場
合
、利
用
件
数
に
応
じて
段
階
的
に
設
定
）

【預
か
り手
増
加
の
た
め
の
取
組
加
算
】
50
0千
円
（
提
供
会
員
数
19
人
以
下
で
前
年
度
より
2人
以
上
増
加
の
場
合
、提
供
会
員
の
増
加
数
に
応
じて
段
階
的
に
設
定
）

【ひ
とり
親
家
庭
等
の
利
用
支
援
】
50
0千
円

【地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
との
連
携
】
1,
50
0千
円

【開
設
準
備
経
費
】改
修
費
等
4,
00
0千
円

礼
金
及
び
賃
借
料
（
開
設
前
月
分
）
60
0千
円

○
主
な
実
施
要
件

・会
員
数
は
２
０
人
以
上

・相
互
援
助
活
動
中
の
子
ども
の
事
故
に
備
え
、補
償
保
険
へ
の
加
入

・子
ども
の
預
か
り場
所
の
定
期
的
な
安
全
点
検
の
実
施

・事
故
発
生
時
の
円
滑
な
解
決
に
向
け
た
会
員
間
の
連
絡
等
の
実
施

・提
供
会
員
に
対
して
、緊
急
救
命
講
習
及
び
事
故
防
止
に
関
す
る
講
習

と、
少
な
くと
も
５
年
に
１
回
の
フォ
ロー
アッ
プ講
習
の
実
施

○
相
互
援
助
活
動
の
例

・保
育
施
設
や
放
課
後
児
童
クラ
ブ等
まで
の
送
迎

・保
育
施
設
の
開
始
前
、終
了
後
又
は
学
校
の
放
課
後
、冠
婚
葬
祭
、

買
い
物
等
の
外
出
の
際
の
子
ども
の
預
か
り

○
実
施
市
町
村

令
和
３
年
度
９
７
１
市
町
村

令
和
２
年
度
９
５
６
市
町
村

子
ども
・子
育
て
支
援
交
付
金
令
和
５
年
度
予
算
（
案
）
1,
84
7億
円
の
内
数
（
1,
74
8億
円
の
内
数
）
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フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
関
す
る
調
査
研
究
（
令
和
４
年
度
）

子
育

て
援
助

活
動
支
援
事
業

（
フ
ァ

ミ
リ
ー
･サ

ポ
ー

ト
･セ

ン
タ

ー
事

業
）

に
お
け
る
提
供
会
員

の
確
保
方
策
等

に
関
す
る
調
査
研
究

（
令
和

４
年
度
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業

）

調
査
研
究
名

○
フ

ァ
ミ

リ
ー

･サ
ポ
ー
ト

･セ
ン
タ

ー
事

業
に

つ
い

て
は
、
少

子
化

社
会

対
策

大
綱
等
に
お
い
て

地
域
に
お
け
る

育
児

に
係
る

相
互

援
助

活
動
を

推
進
す
る
こ
と
と
し
て

お
り

、
ま

た
、

幼
児

教
育
・

保
育

の
無

償
化

の
施
行
等

に
伴
い
、

質
の
確
保

・
向
上

も
よ
り

重
要

と
な

っ
て
い
る
。

○
一

方
で

、
依
頼
会
員
数

に
比
べ
提

供
会

員
数
が

少
な

い
こ

と
や
、

配
慮
が

必
要

な
子
育

て
家
庭
等

か
ら
の

依
頼

が
増

え
て
い
る

等
、

フ
ァ

ミ
リ
ー
･
サ
ポ
ー
ト

･セ
ン
タ

ー
と

し
て
対

応
す

べ
き
課

題
が
増

え
て

き
て

い
る
。

○
本

調
査

研
究

で
は

、
提

供
会

員
の

確
保

方
策

、
配

慮
が

必
要

な
子

育
て

家
庭

等
へ

の
対

応
方

法
等

、
フ

ァ
ミ

リ
ー
･サ

ポ
ー

ト
･

セ
ン

タ
ー
が
抱

え
る
課
題

へ
の
対

応
方
策
に

つ
い

て
検

討
す
る
。

※
令

和
３

年
度

に
セ

ン
タ

ー
の

実
態

把
握

や
課

題
の

整
理

、
提

供
会

員
確

保
等

に
関

す
る

各
セ

ン
タ

ー
の

取
組

事
例

の
収

集
に

関
す

る
調

査
研

究
を

実
施
し
て
お
り
、
そ
の
調
査
結
果
を
踏

ま
え
検
討
す
る
。

目
的

提
供

会
員
の

確
保
方
策
等

の
検
討
に

あ
た
り
、
以

下
の
調

査
等
を

実
施
し
、

令
和
４
年
度
中

に
報
告
書
の
作
成

・
公
表

を
予
定
。

・
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査

の
実
施
（

１
０
月

）

会
員

と
な
り

得
る

世
代

の
方

（
６

，
０

０
０

人
）

に
対

し
、

事
業

の
認

知
度

や
事

業
へ

の
イ

メ
ー

ジ
等

を
把

握
す

る
た

め
の

調
査

を
実

施
し
、
提
供
会
員
確
保

に
つ

な
が
る
よ

う
な
事
業
の

認
知
方

法
等
を
検

討
す
る
。

・
ヒ

ア
リ
ン
グ

調
査
の

実
施

（
１
１

月
～
１

２
月

）

令
和
３

年
度

調
査

研
究

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

結
果

で
、

提
供

会
員

の
確

保
が

十
分

で
き

て
い

る
セ

ン
タ

ー
や

多
機

能
の

事
業

展
開

を
行

っ
て
い
る
セ
ン
タ
ー

等
(１

２
か

所
)に

対
し

て
ヒ

ア
リ
ン
グ
調

査
を
行

い
、
課
題
解
決

に
活
用
可
能
な
対
応
策
を

把
握
す
る

。

・
上

記
調
査
結
果
等
の

分
析

・
考
察

、
対
応

方
策
の
検

討
（
１
２
月

～
２
月

）

実
施
方
法
・ス
ケ
ジ
ュー
ル

一
般

財
団
法
人

女
性
労
働
協
会

実
施
団
体
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昭
和
6
0
年
に
国
が
設
置
し
た
「こ
ど
も
の
城
」（
平
成
2
7
年
３
月
末
に
完
全
閉
館
）は
、
こ
れ
ま

で
、
先
駆
的
な
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（約
5
0
0
種
類
）を
開
発
し
、
来
館
し
た
子
ど
も
た
ち
に
提
供

す
る
ほ
か
、
全
国
の
児
童
館
等
に
情
報
提
供
す
る
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
約
3
0
年
に
わ
た
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
「こ
ど
も
の
城
」
が
果
た
し

て
き
た
機
能
及
び
役
割
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
国
が
引
き
継
ぎ
、
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
全
国

的
な
普
及
啓
発
や
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
な
ど
を

検
討
す
る
た
め
、
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
の
下
に
「遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専

門
委
員
会
」（
以
下
「専
門
委
員
会
」と
い
う
。
）を
設
置
す
る
。

（１
）専
門
委
員
会
委
員
は
、
別
紙
の
と
お
り
と
す
る
。

（２
）専
門
委
員
会
に
は
委
員
長
を
置
く
。

（３
）専
門
委
員
会
は
、
委
員
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
参
加
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（４
）専
門
委
員
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課
に
お
い

て
処
理
す
る
。

（１
）「
こ
ど
も
の
城
」が
開
発
し
た
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
分
析
及
び
評
価
に
つ
い
て

（２
）新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
つ
い
て

（３
）今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（４
）そ
の
他

委
員
会
は
、
原
則
公
開
と
す
る
。

遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会
設
置
要
綱
・
委
員
名
簿

遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会
設
置
要
綱
・
委
員
名
簿

（
五
十
音
順
）

１
．
設
置
の
趣
旨

２
．
構
成
等

３
．
主
な
検
討
事
項

４
．
そ
の
他

５
．
委
員

【
開
催
実
績
】
第
１
回
平
成
2
7
年
６
月
５
日

第
２
回
平
成
2
7
年
1
0
月
２
日

第
３
回
平
成
2
7
年
1
1
月
2
7
日
第
４
回
平
成
2
8
年
１
月
2
9
日
第
５
回
平
成
2
8
年
３
月
2
8
日

第
６
回
平
成
2
8
年
５
月
2
7
日
第
７
回
平
成
2
8
年
７
月
2
9
日

第
８
回
平
成
2
8
年
1
0
月
1
7
日
第
９
回
平
成
2
9
年
２
月
1
0
日
第
1
0
回
平
成
2
9
年
1
1
月
1
3
日

第
1
1
回
平
成
3
0
年
１
月
1
2
日
第
1
2
回
平
成
3
0
年
３
月
2
3
日

第
1
3
回
平
成
3
0
年
６
月
2
2
日

第
1
4
回
平
成
3
0
年
９
月
2
0
日
第
1
5
回
令
和
元
年
６
月
2
7
日

第
1
6
回
令
和
３
年
３
月
1
7
日
第
1
7
回
令
和
４
年
７
月
1
4
日

氏
名

所
属
・
役
職

安
部
芳
絵

工
学
院
大
学
教
育
推
進
機
構
准
教
授

植
木
信
一

新
潟
県
立
大
学
人
間
生
活
学
部
教
授

○
大
竹
智

立
正
大
学
社
会
福
祉
学
部
教
授

熊
澤
桂
子

東
京
教
育
専
門
学
校
専
任
講
師

佐
藤
公
彦

目
黒
区
子
育
て
支
援
部
放
課
後
子
ど
も
対
策
課
課
長

佐
野
真
一

港
区
立
麻
布
子
ど
も
中
高
生
プ
ラ
ザ
館
長

長
崎
由
紀

岩
手
県
立
児
童
館
い
わ
て
子
ど
も
の
森
チ
ー
フ
プ
レ
ー
リ
ー
ダ
ー

成
田
秀
幸

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園

診
療
部
長

松
田
妙
子

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
せ
た
が
や
子
育
て
ネ
ッ
ト
代
表
理
事

柳
澤
邦
夫

西
真
岡
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
幼
保
・
学
校
訪
問
部
顧
問

○
座
長 29
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３
実
施
主
体
等

（
１
）
事
業
内
容
：
全
て
の
子
ども
が
利
用
で
き
る
児
童
館
の
機
能
強
化
を図
る
た
め
、子
ども
の
権
利
を
基
盤
とす
る
健
全
育
成
活
動
や
児
童
館
の
特
性
を生
か
した
関
係
機
関

との
連
携
に
よ
る
要
支
援
児
童
・家
庭
へ
の
支
援
等
の
事
業
を
試
行
的
に
行
うこ
とと
し、
具
体
的
に
以
下
の
テ
ー
マ
の
うち
い
ず
れ
か
１
つ
を
含
む
事
業
を
行
う

も
の
とす
る
。

（
２
）
実
施
方
法
：
ア
都
道
府
県
等
は
、事
業
実
施
に
係
る
企
画
推
進
委
員
会
を設
置
し、
事
業
内
容
等
の
企
画
・検
討
を行
う。

イ
国
は
「児
童
館
に
お
け
る
健
全
育
成
活
動
等
開
発
事
業
検
討
委
員
会
」（
以
下
「検
討
委
員
会
」と
い
う。
）
を
設
置
し、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
プ

ログ
ラム
開
発
事
業
の
審
査
、指
導
、助
言
等
を行
う。

ウ
都
道
府
県
等
は
事
業
終
了
前
に
、検
討
委
員
会
に
事
業
報
告
を行
うと
とも
に
、事
後
評
価
を行
い
、児
童
館
の
機
能
強
化
に
向
け
た
検
討
を進
め
る
。

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

○
児
童
館
に
つ
い
て
は
、
①
発
達
段
階
等
に
配
慮
し
た
健
全
育
成
活
動
や
子
ど
も
の
権
利
を
基
盤
と
す
る
健
全
育
成
活
動
、
②
要
支
援
児
童
・
家
庭
へ
の
支
援
、

地
域
に
お
け
る
見
守
り
支
援
体
制
の
構
築
、
③
他
施
設
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
公
民
館
、
児
童
遊
園
等
）
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
等
総
合
的
に
展
開
で

き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
設
定
し
た
テ
ー
マ
に
対
す
る
事
業
を
実
践
し
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
の
実
施
を
行
い
、

取
組
事
例
と
し
て
横
展
開
を
行
う
こ
と
で
、
児
童
館
の
機
能
強
化
を
図
る
。

１
事
業
の
目
的

令
和
５
年
度
予
算
案
：
こ
ど
も
家
庭
推
進
事
業
費
補
助
金
１
億
円
（
１
億
円
）

児
童
館
に
お
け
る
健
全
育
成
活
動
等
開
発
事
業

◆
補
助
額
案
（
１
テ
ー
マ当
た
り）
:4
,8
39
千
円
→
4,
83
9千
円

特
定
テ
ー
マを
実
施
す
る
場
合
：
6,
29
0千
円

テ
ー
マ
（
一
般
）

事
業
例

発
達
段
階
等
に
配
慮
した
健
全
育
成
活
動

年
齢
や
発
達
に
応
じた
、児
童
セ
ンタ
ー
（
体
力
増
進
機
能
が
付
加
）
、児
童
遊
園
を
活
用
した
体
力
向
上
や
運
動
機
会
提
供
に
資
す
る
も
の
等

子
ども
の
権
利
を
基
盤
とす
る
健
全
育
成
活
動

子
ども
の
意
見
尊
重
や
主
体
的
な
活
動
、児
童
館
ガ
イド
ライ
ン
で
示
した
子
ども
を
運
営
協
議
会
等
の
構
成
員
に
す
る
こと
を
促
進
す
る
も
の
等

福
祉
的
な
課
題
へ
の
対
応

相
談
支
援
体
制
の
構
築
、関
係
機
関
連
携
や
地
域
住
民
との
協
働
事
業
、配
慮
を
要
す
る
児
童
・家
庭
を
対
象
とし
た
も
の
等

テ
ー
マ
（
特
定
）

事
業
例

改
正
児
童
福
祉
法
の
施
行
に
向
け
た
取
組
（
仮
称
）

改
正
児
童
福
祉
法
（
令
和
４
年
法
律
第
66
号
）
に
基
づ
く「
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
（
養
育
環
境
等
の
課
題
（
虐
待
リス
クが
高
い
、不
登
校
等
）
を
抱
え
る
主
に
学
齢
期
の
児
童
を
対
象
に
児
童
の
居
場
所

とな
る
拠
点
を
開
設
し、
児
童
に
生
活
の
場
を
与
え
る
とと
も
に
児
童
や
保
護
者
へ
の
相
談
等
を
行
う）
」や
「地
域
子
育
て
相
談
機
関
（
全
て
の
子
育
て
世
帯
に
とっ
て
、物
理
的
に
も
心
理
的
に
も
相
談
しや
す
い
相
談

支
援
機
関
）
」の
実
施
に
向
け
て
、そ
の
基
盤
とな
る
取
組
を
行
うも
の

障
害
児
受
入
推
進
に
向
け
た
取
組
（
仮
称
）

児
童
館
に
お
け
る
障
害
児
の
受
け
入
れ
の
推
進
に
向
け
て
、障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
児
童
厚
生
員
等
を
配
置
し、
障
害
児
も
含
め
た
子
ども
達
の
遊
び
の
充
実
や
、保
護
者
等

か
らの
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の

【拡
充
】

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、市
町
村

◆
補
助
率
：
（
都
道
府
県
が
実
施
す
る
場
合
）
国
１
／
２
、都
道
府
県
１
／
２

（
市
町
村
が
実
施
す
る
場
合
）
国
１
／
２
、都
道
府
県
１
／
４
、市
町
村
１
／
４
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【
実

施
主

体
】

都
道
府
県
又

は
市
区
町
村
（

以
下
「
市

区
町

村
等
」

と
い

う
。
）
、
市

区
町
村

等
が
認
め

た
者

【
補

助
基
準

額
】

１
施
設
当

た
り

（
１
）
定
員

※
 1

9人
以
下

30
0
千

円
以

内
（
２
）
定
員

※
 2

0人
以
上

59
人
以

下
40
0
千

円
以

内
（
３
）
定
員

※
 6

0人
以
上

50
0
千

円
以

内
（
４
）
児
童
厚
生
施
設
及

び
認
可
外
の

居
宅
訪

問
型
保

育
事
業

30
0千

円
以
内

※
認
可
の

居
宅
訪
問

型
保
育

事
業
は
定

員
で
は

な
く
、
月

初
日
に
お

け
る
利

用
児
童
数

【
補

助
割

合
】
国

：
１
／
２

、
市
区
町
村
等
：
１

／
２

＜
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
＞

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算
額
：
5
6
億
円

保
育

所
等

に
お
け
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感

染
拡

大
防

止
対
策
の

支
援
と

し
て
、
新

型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
者

や
濃
厚
接
触
者
等

が
発
生

し
た
場
合
に
、
職

員
が

感
染
症

対
策
の

徹
底
を
図

り
な
が
ら

事
業
を
継

続
的
に

実
施
し
て

い
く
た

め
に
必
要
な

経
費
に

つ
い
て
補

助
を
行
う
。

【
事

業
内

容
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
者
や
濃

厚
接

触
者
等
が

発
生
し

た
場

合
に

、
職
員

が
感
染
症
対
策

の
徹
底

を
図
り
な
が
ら

、
保
育
を
継
続
的

に
実
施
し
て
い
く
た
め
に

必
要

な
経
費
の

補
助

【
対

象
施
設

等
】
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、

地
域

型
保

育
事
業

所
、
認
可

外
保

育
施

設
、
児

童
厚
生
施
設

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
保
育
所
等
事
業
継
続
支
援
事
業

①
緊
急
時
の
保
育
人
材
確
保
に

係
る

費
用

・
職
員
の
感
染
等

に
よ
る
人

員
不

足
に

伴
う
職

員
の
保
育

人
材

等
の

費
用

※
緊
急
雇
用

に
か
か
る
費

用
、
割

増
賃
金
・

手
当
等

②
職
場
環
境

の
復
旧

・
環
境
整

備
等
に
係

る
費
用

・
保
育
所
等

の
消
毒
清
掃
費

用
等

１
．
施
策
の
目
的

２
．
施
策
の
内
容

３
．
実
施
主
体
等
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【
実

施
主

体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
】
（
１
）
業
務
の
I
CT
化
等
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
導
入

１
施
設
当
た
り

1
,
00
0千

円
翻
訳
機
等
の
購
入

１
施
設
当
た
り

1
5
0千

円
（
２
）
認
可
外
保
育
施
設
に
お
け
る
機
器
の
導
入

１
施
設
当
た
り

2
0
0千

円
（
３
）
病
児
保
育
事
業
等
の
業
務
（
予
約
・
キ
ャ
ン
セ
ル
等
）
の
I
C
T化

を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
導
入

①
１
自
治
体
当
た
り

8
,0
0
0千

円
②
１
施
設
当
た
り

1
,0
00
千
円

（
４
）
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
事
業

１
自
治
体
当
た
り

4
,
00
0千

円
（
５
）
保
育
士
資
格
取
得
に
係
る
シ
ス
テ
ム
改
修

総
額
9
9
,6
4
0千

円
の
う
ち
令
和
３
年
度
の
各
都
道
府
県
の
受
験
者
数
の
割
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定

（
６
）
児
童
館
の
I
C
T化

を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
導
入

１
施
設
当
た
り

5
00
千
円

【
補

助
割

合
】
（
１
）
国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

（
２
）
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

（
３
）
①
国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

②
国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

※
（
１
）
～
（
３
）
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
が
運
営
す
る
施
設
（
＊
）
を
対
象
に
す
る
場
合
は
、
国
：
１
／
２
、
自
治
体
：
１
／
２

＊
（
１
）
～
（
２
）
は
財
政
力
指
数
が
1
.0
未
満
の
地
方
自
治
体
が
対
象
。

（
４
）
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
２

（
５
）
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
２

（
６
）
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
２

保
育
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
等
事
業

【
事

業
内

容
】

（
１
）
保
育
士
の
業
務
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
保
育
の
周
辺
業
務
や
補
助
業
務
（
保
育
に
関
す
る
計
画
・
記
録
や
保
護
者
と
の
連
絡
、
子
ど
も
の
登
降
園
管
理
等
の
業
務
）
に
係
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を

活
用
し
た
業
務
シ
ス
テ
ム
の
導
入
費
用
及
び
外
国
人
の
子
ど
も
の
保
護
者
と
の
や
り
と
り
に
係
る
通
訳
や
翻
訳
の
た
め
の
機
器
の
購
入
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

（
２
）
認
可
外
保
育
施
設
に
お
い
て
、
保
育
記
録
の
入
力
支
援
な
ど
、
保
育
従
事
者
の
業
務
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
機
器
の
導
入
に
係
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
、
事
故
防
止
に
つ
な
げ
る
。

（
３
）
病
児
保
育
事
業
等
に
お
い
て
、
空
き
状
況
の
見
え
る
化
や
予
約
・
キ
ャ
ン
セ
ル
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
を
行
う
た
め
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
の
導
入
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

（
４
）
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
研
修
を
在
宅
等
で
受
講
で
き
る
よ
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
た
め
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
基
盤
の
整
備
に
係
る
費
用
や
教
材
作
成
経
費
等
の
一
部
を
補
助
す
る
。

（
５
）
保
育
士
資
格
の
登
録
申
請
の
届
出
等
に
つ
い
て
、
自
治
体
の
保
有
す
る
各
種
情
報
と
の
連
携
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
改
修
費
等
の
一
部
を
補
助
す
る
。

（
６
）
児
童
館
に
お
い
て
、
入
退
館
や
子
ど
も
の
記
録
管
理
、
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
な
ど
の
職
員
の
業
務
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
機
器
の
導
入
や
、
利
用
者
同
士
の
交
流
、
相
談
支
援
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
な
ど

の
支
援
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
機
器
の
導
入
な
ど
児
童
館
の
IC
T化

を
行
う
た
め
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
基
盤
の
整
備
に
係
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

○
保
育
所
等
や
認
可
外
保
育
施
設
に
お
け
る
業
務
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
等
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
育
士
等
の
業
務
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
保
育
士
等
が
働
き
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る

。
ま
た
、
病
児
保
育
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
（
以
下
「
病
児
保
育
事
業
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
に
お
け
る
空
き
状
況
の
確
認
や
予
約
手
続
に
係
る
手
続
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の

推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
研
修
や
保
育
士
資
格
取
得
・
登
録
に
係
る
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
等
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
。

＜
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
＞

＜
見
直
し
内
容
＞

令
和
４
年
度
予
算
執
行
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
①
保
育
に
関
す
る
計
画
・
記
録
、
②
園
児
の
登
園
・
降
園
の
管
理
、
③
保
護
者
と
の
連
絡
の
３
つ
の
機
能
全
て
を
一
体
的

に
備
え
た
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
の
現
行
の
要
件
を
見
直
す
。
詳
細
は
次
頁

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算
額
9
1
億
円

＜
拡
充
＞

登
園
管
理
シ
ス
テ
ム
の
普
及
促
進
の
た
め
、
当
該
シ
ス
テ
ム
整
備
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
度
末
ま
で
の
時
限
的
措
置
と
し
て
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
等
を
行
う
。

○
国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

か
ら

国
：
３
／
５
、
市
区
町
村
：
１
／
５
、
事
業
者
：
１
／
５
に
嵩
上
げ

○
地
方
自
治
体
が
運
営
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
財
政
力
指
数
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
の
地
方
自
治
体
（
特
別
区
を
含
む
）
が
運
営
す
る
施
設
を
対
象
と
し
、
国
：
３
／
５
、
自
治

体
：
２
／
５
に
嵩
上
げ
す
る
。

○
認
可
外
保
育
施
設
は
、
１
施
設
当
た
り

20
万
円
（
併
せ
て
端
末
購
入
等
を
行
う
場
合
：

7
0万

円
）

国
：
３
／
５
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
５
、
事
業
者
：
１
／
５

１
．
施
策
の
目
的

２
．
施
策
の
内
容

３
．
実
施
主
体
等
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こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
に
伴
う
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
の
関
係
整
理
に
つ
い
て

〇
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
制
度
は
こ
ど
も
家
庭
庁
に
移
管
。
民
生
委
員
制
度
は
引
き
続
き
厚
生
労
働
省
が
所
管
。

・
こ
ど
も
家
庭
庁
の
創
設
に
よ
り
、
民
生
委
員
は
厚
生
労
働
省
、
児
童
委
員
は
こ
ど
も
家
庭
庁
が
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
地
域
で
御
活

躍
い
た
だ
い
て
い
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
業
務
や
役
割
に
変
更
が
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

〇
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
委
嘱
、
主
任
児
童
委
員
の
指
名
は
、
引
き
続
き
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
。
（
法
律
改
正
な
し
）

・
こ
ど
も
家
庭
庁
の
創
設
後
も
、
民
生
委
員
・児
童
委
員
の
地
域
で
の
一
体
的
な
活
動
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
委
嘱
、
主
任
児
童
委
員
の
指
名
を
引
き
続
き
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
行
う
。
ま
た
、
民
生
委
員
・児
童
委
員
の
選
任
要
領
を
変

更
す
る
予
定
は
な
い
。

・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
推
薦
や
委
嘱
・解
嘱
、
主
任
児
童
委
員
の
指
名
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
社
会
・
援
護
局
か
ら
地
方
厚
生
局
を

通
じ
て
自
治
体
に
連
絡
・調
整
し
て
い
る
が
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
設
置
後
に
こ
れ
ら
の
事
務
の
流
れ
を
変
更
す
る
予
定
は
な
い
。

・
表
彰
の
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
ど
も
家
庭
庁
創
設
後
も
児
童
委
員
・主
任
児
童
委
員
含
め
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
表

彰
す
る
。

〇
民
生
委
員
法
及
び
児
童
福
祉
法
に
連
携
規
定
を
新
設
。

○
全
民
児
連
・
厚
生
労
働
省
・
こ
ど
も
家
庭
庁
三
者
間
の
緊
密
な
連
携
の
推
進
。

・
各
地
域
で
懸
念
や
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
関
係
者
の
皆
様
の
ご
意
見
も
お
伺
い
し
な
が
ら
、
全
民
児
連
と
厚
生
労
働
省
、
こ
ど
も

家
庭
庁
の
三
者
で
適
時
情
報
共
有
・意
見
交
換
を
行
う
な
ど
、
緊
密
に
連
携
し
て
い
く。

・
民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
（
抄
）

第
五
条
民
生
委
員
は
、
都
道
府
県
知
事
の
推
薦
に
よ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

・
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

第
十
六
条
市
町
村
の
区
域
に
児
童
委
員
を
置
く
。

②
民
生
委
員
法
(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
)に
よ
る
民
生
委
員
は
、
児
童
委
員
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

③
厚
生
労
働
大
臣
は
、
児
童
委
員
の
う
ち
か
ら
、
主
任
児
童
委
員
を
指
名
す
る
。

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（抄
）

・
民
生
委
員
法

第
二
十
八
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
つ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
（
新
設
）

・
児
童
福
祉
法

第
十
八
条
二
の
二
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
児
童
委
員
の
制
度
の
運
用
に
当
た
つ
て
は
、
必
要
な
情
報
交
換
を
行
う
等
相
互
に
連
携
を

図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
新
設
）
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